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平成２８年 決算審査特別委員会会議録（第１日） 

 

 平成２８年９月２６日午前１０時、決算審査特別委員会を忠岡町委員会室に招集した。 

１．出席委員は、次のとおりであります。 

  委 員 長           森  政雄    副委員長   是枝 綾子 

  委  員   前田  弘    委  員   前田 長市 

  委  員   河野 隆子    委  員   三宅 良矢 

  

  オブザーバー 和田 善臣議長 

  

１．欠席委員は、次のとおりであります。 

  なし 

 

１．本委員会に、出席を求めた理事者は、次のとおりであります。 

  町  長        和田 吉衛   教 育 長        富本 正昭 

  町長公室長       原田  毅   町長公室理事      明松 隆雄 

    住民部長             軒野 成司   住民部次長       山田 昌之 

  産業まちづくり部長   藤田  裕   健康福祉部長      東  祥子 

  教育部長        柏原 憲一   教育部理事       土居 正幸 

  消 防 長        森野 博志 

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   阿児 英夫 

  係  長   長谷川太志 
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 （会議の顚末） 

委員長（森 政雄議員） 

 おはようございます。 

 本日は、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

 私、過日、当委員会の委員長を仰せつかりました森政雄です。副委員長には是枝議員が

就任しております。２人ともども、よろしくお願いいたします。 

 では、座らせていただきます。 

 本日は、去る９月８日開会の第３回定例会におきまして、当委員会に付託されました平

成２７年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について、平成２７年度忠岡町水道

事業会計決算認定について、その審査をお願いするものでありますが、審査がスムーズ

に、また実り多いものでありますことをお願い申し上げまして、ただいまより決算審査特

別委員会を開会いたします。 

（「午前９時５８分」開会） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 開会に先立ち、町長よりご挨拶をいただきます。 

町長（和田吉衛町長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 おはようございます。昨夜の雨で涼しくなりそうですが、皆さん方におかれましてはま

すますご健勝のことと存じます。お喜び申し上げたいと思っております。 

 ただいまご案内のように、本日は平成２７年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算

認定をお願いいたしましたところ、お忙しい中にもかかわりませずご出席を賜りまして、

まことにありがとうございます。 

 ところで、歳入歳出ともに大幅な減となりましたので、今回も財政調整基金を取り崩し

て収支調整を行い、実質収支額４７０万円となりました。単年度収支は２億２，７００万

円の赤字となっております。今回も赤字体質が続き、申しわけなく思っているところでご

ざいます。後ほど報告をいたしますが、本町の健全化判断比率及び資金不足比率について

でありますが、１４０億円を超えるなど将来への負担は解消に向かわず、これまた申しわ

けなく思っているところでございます。それから、経常収支比率も努力をいたしておりま

すが、１１３．６％でさらなる財政健全化を進め、安定化を図っていかなくてはいけない

という決意を持っているところでございます。 

 本審査会のご指導を受け、財政健全化に資したいと存じます。よろしくお願い申し上げ
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ます。 

委員長（森 政雄議員） 

 ありがとうございました。 

 本日の出席委員は６名で、委員会は成立しております。 

 お諮りいたします。会議録署名委員は、先例により、委員長の指名としてご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（森 政雄議員） 

 異議ないものと認めますので、私から指名させていただきます。前田 弘委員、前田長

市委員を指名させていただきます。 

 

委員長（森 政雄議員） 

 それでは、一般会計から審査を行います。理事者におかれましては、各委員の質疑に対

しまして、その趣旨をよく把握した上で、明確かつ簡潔に答弁を行っていただき、会議が

円滑に進行できますようお願いします。 

 また、議事の進行及び会議録作成の関係上、皆様には発言に際して、まず、委員長に許

可を求めてから発言をされますとともに、マイクのスイッチを入れ、できるだけ大きな声

でお願いいたします。 

 

委員長（森 政雄議員） 

 それでは、決算書の１５ページから３３ページまでの一般会計の歳入に入ります。 

 まず初めに、提出されております平成２７年度一般会計決算資料、及び１０カ年の財政

収支見通しにより、財政課長から歳入の説明も含め、町財政全体の内容と今後の見通しに

ついて説明された後、歳入に係る質疑をお受けいたします。 

 それでは、財政課長の説明を求めます。 

（田中財政課長：説明） 

委員長（森 政雄議員） 

 ちょっと１つだけ、５ページ、一般会計の説明のところの。町債のところで中学校給食

等整備事業と書いているこの「等」は木へんの「棟」ではないのですか。 

財政課（田中成和課長） 

 申しわけございません。これは木へんの「棟」でございます。訂正させていただきま

す。申しわけございません。 

委員長（森 政雄議員） 

 細かいことで、すみません。 

 説明は、以上のとおりです。 
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 ご質疑をお受けいたします。 

 なお、質疑については歳入と、説明のあった財政全般についてでも結構でございます。

どうぞ。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 税収のところなんですが、個人町民税は所得増でふえたということなんですけれども、

法人税のほうがかなり減っているということが書かれているんですが、忠岡はかなり低所

得者の方が多いと思うんですが、ほんとにこれ所得増と書いてますけど、実際ふえている

のかということと、あと法人税のほうですね。これはなぜこんなに減になっているのか、

その２点をお聞きしたいと思います。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 個人町民税の決算額は、対前年度で１．３％増、８８８万５，０００円の増収となって

おります。そのうち、現年度につきましては、対前年度１．２％増、８０２万５，０００

円の増収となりました。主な要因といたしまして、現年度の調定の増で、昨年度に比べて

７３３万円の増ということでありまして、増の主な要因といたしまして、当初課税のうち

給与所得者が、全体の調定から申し上げますと給与所得者が全体の８６％を占めておりま

して、その中でも２００万円から４００万円の給与所得者が前年より６０人程度増となっ

ておりまして、税額で９０３万円の増ということで、その増が主な要因と思われます。 

 それと、法人町民税につきましては、決算額、対前年度比３２．５％の減で、６，６０

７万円の減収となりました。決算調定額につきましても、税務課、今回資料を出しており

ます。税務課資料をごらんください。１項目め、２列目に記載しております対前年度全体

の合計額で６，６３８万円の減収調定となっております。そのうち資料にはありません

が、法人税割につきまして６，４９１万円の減となっておりまして、それの主な要因とい

たしまして、５項目めに記載しております２７年度減収の主な要因といたしまして、よろ

しいですか。 

委員（河野隆子議員） 

 はい、これですね。 

住民部（山田昌之次長） 
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 右端の前年度、平成２６年度決算額上位１０社のうち７社が、平成２７年度減収となっ

ておりまして、そのうちＡ、Ｂ、Ｃの上位３社につきましては、５，５５３万円の減とい

う決算調定額となっております。このような減収となったため、昨年、決算委員会で一部

資料、税額上位１０社の合計額の推移ということで出しておりますけども、本年度は昨年

度の決算調定額の４２％ということで、第１項目めの一番右、構成比率では、上位１０社

で毎年５０％程度あったものが、ことしに限り３１％まで落ち込んでしまいました。法人

調定額は、上位１０社で左右されることが多々あります。それが主な要因でございます。 

 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 まず、その個人住民税のほうは、今お聞きしたら所得２００万から４００万円ですかが

６０人ほどふえたということなんですけど、所得ですが、所得２００万というたらそんな

にね、生活大丈夫なんかなというふうに思うんですけれども、町民税のほうは、すみませ

ん、もとい、徴収率が９４．７％で徴収強化で８年連続上昇しているということを書かれ

ているんですが、滞納されている方の差し押さえとか、そういった状況はどんなふうにな

っているんでしょうかということと、あとそれから、法人税のほうは、今この表をいただ

いたんですけど、ちょっとパッと見て自分でなかなか理解できないんですが、去年お聞き

したところで、何か大きな会社が１社来るので、ちょっとそこら辺で潤うんじゃないかな

ということを聞いたことがあると思うんですが、そういったことはなかったんでしょう

か。その２点をお聞きしたいと思います。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 平成２７年度の差し押さえの状況、件数と取り立て金額だけ申し上げます。２７年度、

預金３７件差し押さえしまして、取り立て３２件、２１２万６，２４６円。保険の解約返

戻金が１０件、取り立てが７件、４０１万３，４８６円。不動産の公売、これが１件、取

り立てが本税だけで申し上げますと４９８万５，０１６円。あと、交付要求、これが取り

立てが７件、１３８万２，７４０円。合計、取り立て件数が４７件で、１，２５０万７，

４８８円でございます。 

 それと、法人のほうは、すみません、もう一度質問をお願いします。 
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委員（河野隆子議員） 

 大きな会社で工場が来るということをお聞きしてて、それで何とか法人税が潤うんじゃ

ないかなということを去年お聞きしたと思うんです。その点についてお聞きしたんですけ

ど。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 １件、法人が設立されましたが、その分につきましては固定資産税の償却資産のほうで

かなり増収があったんですけども、収益自体としてはこの表の中に一応あります。減収と

なっております。 

 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今お聞きした差し押さえの分なんですが、預金、通帳からの差し押さえですね、これも

たくさんあるんですが、保険の１０件で取り立てが７件というのは、保険というのは生命

保険を差し押さえするということですか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 そのとおりです。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 大切な税ですので、納めていただくのはもちろんのことなんです。例えば、預金の差し

押さえなんかは、何遍も相手さんに通知は出しておられるでしょうけど、なかなか窓口に

来られないとか、そういったことでやっておられるというふうに聞いてるんですけど、例
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えば無理な差し押さえですね。お給料が２０万やったとしたら、半分以上差し押さえてし

まうと、そういったこともあるんでしょうか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 給与に関しましては、禁止財産ということがあるんですけども、預金になった場合は全

て差し押さえすることが可能になってきます。一たん差し押さえしますが、それを無理や

り取り立てするとか、そういうことじゃなくて、あと、その納税者の方が分納ですね、分

納不履行とかそういうことで支払いされてないので、そういうのが目的で一応差し押さえ

するということになっております。 

 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 給与の場合は全部差し押さえできるけれども、窓口に来ていただいて。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。給与は禁止財産になりますので、給与は差し押さえ、全てできません。 

委員（河野隆子議員） 

 預金ですね。ごめんなさい。目的としては、やっぱり窓口に来ていただくと、そういっ

た目的であって、きっちり窓口に来られたら、分納もいろいろと相談はされていくと、そ

ういったことでよろしいですね。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 そのとおりでございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ありませんか。 

委員（前田 弘議員） 

 はい。委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 前田弘委員。 

委員（前田 弘議員） 

 この決算書の１８ページの保育園の保育料ですね。町長の冒頭の挨拶の中で、単年度２

億数千万円の赤字やと言われてる中で、収入が支出に追いついていかないというような説

明の中で、非常にこういうことは言いにくいと思うんですけども、先日、私のところへ、

保育園に入園させる何人かの代表が私のところへ来ましてですね、その本人の言葉なんで

すが、私も生まれも育ちも忠岡町で、これからもこの忠岡町で住み続けたいと思っており

ますが、子どもができまして忠岡町の保育園に入れようとしたときに、保育料が高いと。

また、近隣市が細かく課税で階層区分を決めているのに対し、忠岡町はこの階層区分がか

なり大まかやというように言われてるんですね。泉大津、岸和田については細かく階層区

分がされてるのに、忠岡町はなぜこの大まかなことをやってるんだというようなことで、

私らも忠岡町でこれから子どもを育てていかないかんのに、余りその子育て福祉のほうが

できてなかったら、近隣の市町に移すようなことにもなりかねんというようなことも言わ

れてますんでね。これからの若い人たちが出ていくというようなことになってくると、年

寄りばっかり忠岡町に残ってくるということになれば、これは大変なことやなあというよ

うなことで、私はこの質問をさせていただいてるんですが、なぜこの階層区分が大まかな

ことになってるのか、それのひとつ説明をお願いしたいというように思いますが。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今、ご指摘の保育料の階層につきましては、本町は国基準ということで合わせさせてい

ただいております。ですので、８階層の区分で設定をいたしております。 

委員（前田 弘議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 それで、もう少しね、泉大津は１２段階か、それから岸和田市で１４段階か、このよう

になってると言うてね、その人がインターネットで出してくれたんですよ、これをね、表

を。それで、なぜ忠岡町は６段階、７段階か、そのぐらいやな。なぜそんなような大まか

なことになってるのかと。給料をようけもろうてる人はようけ払ってくれたらええんやけ

ど、私らそこまで到達してないのに、それと同じように払わないかんというようなことで
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ね、しんどいんやということになってるんでね、その辺のところをですね、課長１人でど

うにもならんと思いますけども、今後そういうことも含めて、住民の意見も含めて、階層

のつけかえもやっていただきたいなというように思うんですが、その辺どうですか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 先ほども申し上げましたけども、本町につきましては国基準ということで設定させてい

ただいております。確かにご指摘のとおり、近隣市におきましては本町よりも細かい階層

で設定のほうをされております。本町の当然歳入にも影響を及ぼすということにもなりま

すので、財政的な部分等、総合的に勘案して、今後、今議員ご指摘の部分につきましても

検討していきたいというふうには考えております。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 この決算委員会の議事録も、必ずその人たちは読むと思うんですね。やはり前向きで、

今、二重課長も言われるように、前向きな検討をしていってもらわないと、この人たち

が、やはりこういうような若い人たちが蔓延してくると、忠岡町はあかんやないか、サー

ビスが悪いでってというようなことになったらいかんので、そういうことのないように前

向きに考えていただきたいなというように思っておりますんで、よろしくお願いしたいと

いうように思います。 

 終わります。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ありませんか。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今、ちょっと保育所のお話が出ましたんで、そこでちょっとお聞きするんですが、年少

扶養控除の廃止で、収入がふえてないのに、そのままふえたような形になるというふうな

心配はしているんですけども、２６年度が年少扶養控除を、この保育料を設定するときに
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配慮されているということで、２７年４月１日から継続の方も引き続きそう配慮するとい

うお答えいただいてたんですけど、２８年度からはどうなるんでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 ２７年３月３１日時点ですね、だから２６年度末で在籍されている方につきましては、

２７年度もしましたし、２８年度以降もさせていただいております。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 引き続きされるということですね。そしたら新たに入ってくる方はどうなんですか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 新規の方につきましては、申しわけございませんけども、配慮はしておりません。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 新規の方が配慮されないということで、非常に今、前田弘委員もおっしゃったように、

なかなか今皆さん生活が苦しいんでね、そこは新規の方も配慮した保育料で設定をしてい

くと、そういったことがやっぱり子育てを応援できる大切な施策だと思うんで、ちょっと

そこら辺は検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 
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 ２８年度から国のほうで段階的無償化ということで、低所得者の方につきまして、特定

世帯ということで、もう最初から保育料につきましては半額にしたり、そういう国の制度

ということが行われております。それにつきましては、本町につきましても２８年度予算

からその形でさせていただいておりますので、低所得者に限りますけども、多少なりとも

考慮はいたしておるというふうに考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ２８年度から低所得者向けのそういった配慮があるということですけど、保育料に限ら

ず何でもね、国保であったりいろんなこと、なかなかその中間層というんですかね、そこ

ら辺の方が非常にどこからも救ってもらえないというか、非常に厳しいと思うんです。で

すので、子育て支援ということで忠岡町でも横出しで、こういった保育料を２８年度から

中間層の方も対象にできるような、そういった施策をちょっと考えていただきたいと思う

んです。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 先ほども言いましたけども、本町の財政状況等も含めまして、総合的に今後検討してい

きたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 検討のほう、よろしくお願いしたいと思うんです。 

 で、この決算書なんですけど、今回、民間と町立の保育料が分かれて、この年度から分

けて書かれてるんですね。それはなぜなんでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 
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子育て支援課（二重幸生課長） 

 ２７年度から皆さんご承知のように新制度ということで、子ども・子育ての新制度が始

まりまして、それで、国のほうでこういう指導が行われましたので、今回、民間の部分に

つきましては今までどおり分担金、負担金ということで計上させていただいておりますけ

ども、公立の部分につきましては使用料ということで計上しております。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ありませんか。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、今の質問でちょっと聞かせていただきたいんですけど、ついでになってし

まって。例えば、忠岡は８階層で、ほかの市町村が段階的に何階層かふえてますよね。忠

岡町が例えばその階層に合わせたときに、大体忠岡のまた負担って、一般財源でいうとど

れぐらいふえるとかというシミュレーションってされたことはありますか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 そこにつきまして、現在行っておりませんで、今からさせていただこうというふうに考

えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 大体いつごろまでにしていただけます。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 できる限り早期にはしたいと思っておりますけども、ただ、近隣市のほうにも、ちょっ
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とどういう考えで設定をされてるかという部分を確認しないといけませんので、少しお時

間をいただけたらなというふうには考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ありませんか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、今のそしたら保育料の関連でですけれども、忠岡町は保育料が高いのは国

基準の８０％に設定しているというところ、そもそもから高いというところがあるのでは

ないかなと思うんですが、近隣の市や町の保育料は国基準の何％でしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今ちょっと手元に資料がございませんけども、大体７０から７５％程度というふうに記

憶しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 階層によってちょっとそのパーセントが違ってくるかと思うんですけれども、７０から

７５％、７０％のところと８０％のところではかなり保育料の差が出てくるというところ

が高いところではないかなというふうにも思いますので、そういった状況であるからこ

そ、できるだけ階層を細かくしてというお声が出てきてるんだと思いますので、そのあた

り、負担が所得の割には重たくならないようにという、そういった配慮もぜひ、それは階

層が８階層で少ないから高いのではなく、国基準の８０％を近隣では取ってないのに取っ

てるから高いというところもあるので、その辺は無理のないように。で、年少扶養控除が

廃止されて、その影響というのはかなり大きいと思うんです。その分だけでもやっぱり数

万円、年間で数十万円変わってくるという、そういう世帯もありますので、そのあたりの
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負担が大きくならないように設定をぜひしていただきたいということでお願いいたしま

す。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 本町の財政状況等も含めまして、総合的に今後検討してまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、ちょっと本来のしたい質問をさせていただきます。 

 そしたら、固定資産税のところ、１５ページのところでなんですけれども、固定資産税

は評価が下がってきておりますが、その中で家が新築、いっぱい建てられていますけれど

も、余りその固定資産税がふえてない、家屋もふえていないという状況になっているんで

すが、そのあたり新築件数についてちょっとお聞かせいただきたいと思いますが。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 平成２７年度の新築、増築分は７０軒で、税額にいたしまして１，４９０万７，７７２

円です。あと、ものを含めて。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。これが例年並みなのかどうか。 

住民部（山田昌之次長） 

 平成２６年が５３件、５９８万７，７５１円。それと、２５年が新築、増築が４７件、

５０６万７，１０９円です。２４年、申し上げます。新築、増築が５３件、５７８万１，

１３６円です。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 新築件数はふえて、増築はふえて、増収にはなっているけれども、家屋に関しては前年

度よりもちょっと少なくなってきているというのは、どのように見たらよろしいでしょう

か。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 固定資産税につきましては、現年分につきましては対前年度で０．２％万円の減収とな

っておりまして、滞納分が１０１．６％と１，１５２万円の増収となったため、９０４万

円の増収となったんですけども、家屋につきましては２７年度は評価がえの年であります

ので、新築家屋以外の在来家屋につきまして減価分が３年前の基準年度の税額に比べて

１，８００万円の減を見込んでおったんですけども、新築大規模家屋、前年に２件の法人

が９３０万円増の税収がふえたことと、その他新築、増築等で、対前年度比で現年度につ

いては１．６％の減、６１５万７，０００円の減ということで、本来であれば３年でかな

り下がる予定なんですけども、２４年と２７年に比べると家屋自体は、基準年度で申し上

げますと、今回２％、２４年度の調定に対して約７７２万円の増という決算調定というこ

とになっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと新築の家とかがふえても、６分の１の軽減があるので、すぐには反映されない

ということでよろしいでしょうか、そういう理解で。で、それが効果が出るころには、評

価がえで下がってくるということなので、家がふえても余り固定資産税が増収にはならな

いというふうに考えておいたらよろしいでしょうか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 家屋自体でそういうふうに捉えてしないんですけども、一応土地と家屋と償却資産とい

うことで、３年前に比べると、２７年度は評価がえですんで、ある程度は下がる見込みや
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ったんですけども、今年度については下げ幅が圧縮されたということでございます。 

 以上です。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。そしたら、全体には評価がえがあって、土地も下がっている、家屋も下

がっているということでありますが、いつも申し上げさせていただいている市街化区域で

ある忠岡町の農地の固定資産税は、評価が下落していても負担調整率が１．１と上がって

いるということなので、やはりここについてもぜひ減免制度なり、ちょっと軽減なりを忠

岡町の政策として考えていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 固定資産税は一般農地、市街化区域農地ということで区分されて、評価されて、課税さ

れます。忠岡町は、市街化区域に入っておりますので、評価に関しましては宅地並み評

価、課税に関しては農地に準じた税額でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 市街化区域であるということで、本当の農地の扱い、生産緑地法に基づく農地の扱いで

ないために、３０倍から１００倍近く、かなり高い固定資産税を払っているということで

ありますので、やはり営農していくという意欲というところからすると、これについては

考えていかないといけない。市でしたら、泉大津、岸和田、和泉市も生産緑地法に基づく

農地ということで、かなり安い、もう本当に安い農地の固定資産税を払われているのに、

忠岡だけが非常に高いというところで、下げてほしいということは声としてはいつもお聞

きするんです。 

 ですので、忠岡町の農地の固定資産税の全体の税額、それとその全体の固定資産税に占

める農地の固定資産税の割合ということを、事前にちょっとお伝えしてましたので、その

数字をちょっと教えていただけますか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 平成２７年度に関しまして、農地の面積が。 

委員（是枝綾子議員） 

 面積じゃなくて、全体の。 

住民部（山田昌之次長） 

 税額の構成比率でいきますと、全税額の３．８％、１，９４８万２，０００円程度の税

額となっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、ここの農地について、全体の３．８％、全部合わせても１，９４８万円

ということですので、その中の本当に営業で農家をされている、出荷されているという、

そういった方々についてぐらいは、そんなにたくさんないと思うんです。そういった方々

ぐらいについては政策的な固定資産税の軽減というふうなこともぜひ一度考えていただき

たいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 忠岡町は、税法に基づいて市街化区域課税ということで、減免、減額等については考え

ておりません。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 法律はそうなので、忠岡町独自で設けるということをぜひお願いしたいと。例えば、高

齢者減免がありますね。障がい者の減免とかということで、家屋については減免とか、町

独自で設けておられるので、そのたぐいでそういった政策的な軽減をお願いしたいと思い
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ますので、よろしくお願いします。答弁は、変わらなければよろしいです。 

 いいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、もう１つ、１６ページと、あと１７ページの配当割交付金と、あと株式譲渡所得

割交付金についてです。これは株の配当でもうけた、あるいは株を売ってもうけた所得に

対する府税から市町村に配られる分ということでよかったでしょうか。交付される分です

ね、市町村に。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 おっしゃるとおりでございまして、府民税として徴収された分の府民住民税のうち

５％、これが課税されておるものでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ですから、忠岡町の方の配当分ということではなく、府に入った分ということで、そう

いったことになっていますね。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 そうでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 それで、配当割交付金は減っているんですね。で、株式譲渡のほうはふえているという

ことでありますが、これはどういう傾向というんですか、どういうふうにこれは見たらよ

ろしいんでしょうか。 
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財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 これは、株式の売買そのものは、売買数というものは多かった。それにより譲渡の交付

金のほうがふえましたと。配当ということでありますと、企業の業績そのものによりまし

て配当が少なかったというところで、減少になったというところであると考えておりま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。こうやって忠岡に入ってくるからいいわというふうに思っているという

ところであると、ちょっとこれは株式の問題って、すごく今大変な状況になっていると。

アベノミクスで株価をつり上げるということで、大企業は内部留保が３００兆円超えて、

法人税の実効税率が引き下げられて、４兆円台の企業減税がされていると。で、利潤を上

げて配当も上がっていると。大手は配当が上がっているということで、今、だけど海外の

投資家が７割を超えているんですね。国内の投資家は少ない。海外の人というのは、税金

を、いろいろ条件あるんですけども、国内の投資家と比べたら納めなくてもいい部分がか

なりあるというところになります。 

 で、海外の投資家は、投機ですね、企業を育てていこうということでなく、もう売り抜

けてもうけるということであるので、株式譲渡のそっちのほうが多いというふうな傾向に

あるのかなと。それも海外だけではないでしょうけれども。海外の投資家ばっかりがふえ

ていってるという、去年、高迫議員がちょっと決算委員会でも言うてましたけれど、その

安倍首相が海外の投資家をどんどんふやしているという問題ですね。日銀が異次元の金融

緩和で円安にして、日本の株が外国人にとってお買い得、買いやすくなっているというと

ころで、さらに大企業減税をしたから、もっと株を買ってくださいよと。で、そこに私た

ちの大事な年金の財政を投入したというところが非常に大きな問題になって、６月の２９

日、７月に入ってからニュースでもかなり言われてたと思うんですけども、年金の積立金

の株式運用の比率が２５％から５０％、積立金の半分をこの株式に投入してきてて、株価

が暴落して損失が大きいということで、そしたら将来の国民の年金という財源が減ってし

まうと。この年度、５兆３，０００億円、穴あけたんですね。で、ことしの４月から６月

でまたさらに５兆２，０００億円の赤字というから、１０兆円というのは皆さん聞いたと
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思いますけど、穴をあけてるということで、給付がもうふえませんということになってき

ているという、大変な状況ですが、その中で年金の運用が実は大企業の株価を買い支える

というところで、年金の運用の独立行政法人、運用を任されているそこが大企業の筆頭株

主になっているという、そんなおかしな話になっているんです。 

 で、そういう大企業の筆頭株主、上位の中、１，０００億円以上の株を持っている、年

金運用の独立行政法人の保有する１，０００億を超す株を持っている７２社の半分が、何

かそのもう５位以内に入っているという、そういう大変な状況になっているということな

ので、これこそ株が配当がふえてというのは、実は年金のお金を入れて株の配当を出して

るという、そういう仕組みになっているという、大変おかしな状況になってきてるので、

これをやめないと、配当割交付金が入ってうれしいなと思ってたらあかんというね、国民

の住民の大事な年金が今後減っていくという問題とかかわっているというふうに思います

ので、こういうアベノミクスはやめるべきだというふうに申し上げておきます。これは申

し上げるだけですけれども、ですからこういった仕組みはちょっと私たちは納得できない

なというふうに思います。 

 次に行きます。すみません、委員長、もう１点お願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、地方消費税交付金、このことなんですけれども、消費税が５％から８％に３％上

がった分について、地方の配分が１％から、地方消費税は１％から１．７％にふえたとい

うところでふえてるんですけれども、社会保障の財源ということで、ここ資料をつけてい

ただいてますね。これは一般会計の資料の一番最後のところですね。財政収支見通しの手

前ですね。資料１１というところの。２７年度引き上げられた分の消費税交付金の社会保

障に充てられた経費というところですけれども、これ消費税ね、上がった分が８兆３，０

００億円なんですけども、でも、それって社会保障の財源に回ったのが１６％だというの

は、この年度もそうなんです、２７年度も。 

 忠岡町もこれを社会保障の財源に充てなさいと言われている分を充てていらっしゃるん

です、この表で。ですが、これは充実の分に忠岡町は組まれたのか、それとも今まで一般

財源で普通に組んでたのをこれに置きかえたのかということをちょっとお聞きしたいんで

すけれど。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 
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 今の１％から１．７％になりましたというところでございます。表を見ていただきまし

たら、上の歳入のところで地方消費税交付金が３億４，９０２万３，０００円。うち社会

保障財源化分（地方消費税交付金）、この後に１７分の７と書いてございます。そこの部

分になろうかと思います。上の部分が１７ですか。で、下の部分が１７分の７というとこ

ろで、その１７分の７、これは社会保障の財源として使いなさいというところでいただい

ておりますので、その証を示すため、この内訳の表を載せさせていただいております。今

おっしゃられたとおり、その他特財を除きますと、一般財源で賄っていたところの部分に

この消費税の交付金、社会保障の財源化分を置きかえさせていただきましたというところ

でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ですから、１億５，５９３万６，０００円も、まあ言うたら、みんなから集めた消費税

が社会保障の財源として使ってくださいということで国から来た。ですから、今まで組ん

でいたよりもその分余計に来るので、それに今までに加えてそれをすれば、すごく充実で

きると思うんです。忠岡の社会保障がよくなるんだけれども、置きかえてるので余り変わ

らないというふうなことが、この年度もそういう結果だったのかなというふうに思います

が、できるだけこれまた新年度も組むときには、やはり社会保障の充実だと思って、みん

な仕方ないなというふうに思ってはる人もたくさんね。５％から８％になったときに、社

会保障のためやと思って仕方ないと思っているのにもかかわらず、全然、社会保障に置き

かえたら社会保障のためになってないと。プラスになるやろうと思って払っているのに、

置きかえたらやっぱり、国はそうしてますけれども、やはり忠岡町はそういう住民の暮ら

しをよくするために少しでも、置きかえではなくプラスという部分に使うようにぜひして

いただけたら、すごく充実した社会保障が、福祉ができるんではないかと思いますので、

その点はぜひ考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 今おっしゃられたとおり、現在は置きかえにすぎませんが、もともとこの歳出のほうの

説明にもございます社会保障の施策に要する経費というものは２１億を超える額が経費と

してかかっておりまして、この部分に充てるというところでも、まだまだ一般財政の財政
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状況が厳しい折、余裕というものが出ないというような状況下と考えます。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 社会保障は自然増があると。高齢化になってくるから、当然介護保険や高齢者の医療と

か、あと子どもの貧困ということで子どもに対してのいろいろ。で、そういったいろいろ

な自然増がやっぱりあるんですね。その自然増を見ずに置きかえてては、よくなるどころ

か、かえって悪くなるということなので、自然増もあるから、今まで組んでたのにプラス

して、１億５，０００万全額プラスにしなさいということではなく、やはり子どもの医療

費助成を拡充していこうと思ったら、ここから５００万あったらええんやから、１億５，

５９３万６，０００円やから、そんなね、ちょっとわずかですやんね。充実のために使え

る財源というふうに私たちは見てるので、ぜひそういったことも考慮して、社会保障のた

めと言われて取られた、上げられた消費税ですので、社会保障を充実することに忠岡町は

して、国の悪政の防波堤としての役割をぜひ果たしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 で、委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 地方交付税の特徴を、ことしの特徴ですね、お教えください。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 地方交付税でございます。２８年度も算定が終わったところでございます。その部分と

別建てで２７年度の交付税の算定におきまして、地方消費税交付金などの増により、基準

財政収入額が６，０００万円増加しております。そして、一方基準財政需要額におきまし

てですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 課長、すみません。国というんですかね、地方交付税全体がふえているのかとか、あと

こういうふうなことが単位費用として変わったとか、そういう特徴ですね。忠岡のここが
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減ったから、これがふえたということでなく、そういったところをちょっと傾向ですね。

地方創生のほうにお金を取られてしまって、地方交付税の財源がそもそもが全体の枠が減

ってしまったとか、この２７年度はどうだったのかという特徴を、国の特徴ですね。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 国の交付税の額、これは大枠、前年度分確保というところです。手持ち資料、ちょっと

不足してございますが、交付税全額賄い切れないものは、やはり臨時財政対策債を折半ル

ールで借りていくというところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 単位費用の見直しとか、あと補正とかですね、その辺での変更はなかったですか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 また調べて回答させていただきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 お願いします。続けて。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １９ページの使用料のところの霊園使用料に関してですけれども、浜霊園の会計がなく

なって一般会計の中に組み込まれましたので、この年度の霊園の使用料の売れた分と、あ

と何か、それとか、内訳をちょっと教えていただきたいんですけれども。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 吉田課長。 
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住民課（吉田裕之課長） 

 ２７年度、浜霊園の分なんですけども、売れた販売部分につきましては１４区画です

ね。１４区画が売れております。内訳としましては、第３期分が。 

委員（是枝綾子議員） 

 ごめんなさい、すみません。内訳というのは、返してほしいということで返した分とい

うんですか、本人に。返却というか返納があったりとかしましたか。 

住民課（吉田裕之課長） 

 販売の部分と、それとあと返却部分ですけども、販売のほうにつきましては１４区画が

売れております。それの内訳なんですけども、第３期が７区画、また第１期の７区画で計

１４区画というようになっております。また、対しまして、返却につきましては、２７年

度が５区画、第３期分としまして３区画、第２期分としまして２区画の分が返却をしてお

るというところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 霊園使用料が入るところは基金のほうに積んでいくという形をとられるかと思うんです

けれども、基金が昨年度よりも減っているという、昨年２６年度と比べて。売れている区

画のほうが多いんですけれども、基金が減っているのは、ひょっとしたら整備した分の返

済というんですか、そのお金でしょうか。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 吉田課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 基金のほうの金額が今減っておるということでございますけども、これにつきましては

２７年度におきまして、浜霊園会計より浜霊園のフェンスのやりかえを行いまして、１１

８万８，０００円ですね、そちらを浜霊園基金より一般会計のほうに入れておるというと

ころでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 そしたら、浜霊園基金が減っているのは、フェンスの分などに充てたから減っているん

ですかね、これは。 

住民課（吉田裕之課長） 

 はい、そのようになっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃあ、そのフェンス分が減っているということで、わかりました。浜霊園の会計がな

くなるときに、わかりやすいように説明をして、わかりやすいような収支にしていただき

たいというふうにちょっと要望したんですけど、そのかげんでお聞きしました。わかりま

した。あとは歳出のほうでお聞きします。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。是枝委員 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。２１ページの保育所運営費負担金が増額になっている。これは民間保育所

のほうなんですけれども、かなり大きな額かな、増額になっているのは、理由についてち

ょっと教えていただきたいんですけれども。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今回、制度が変わったことに伴いまして、今まで補助金という形で出していたものを施

設型給付費の中に入れ込んでおると。具体的に申しますと、保育士の処遇改善ですね、そ

の加算分が公定価格の中にも入っておりますので、それに係る部分で、うちの委託料とし

ても補助金からふえております。その関係で負担金のほうもふえておるということでござ

います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、公定価格が、まあ公定価格と言うのも変なんやけど、上がったというのは、

処遇の改善と、働いている職員さんの。その分がプラスになったということで、あと、入

所している児童数が大きくふえたという、そういったことは関係ないですか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 若干はふえてますけども、今回については公定価格自体が上がったということですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２２ページのところですけれども、国庫補助金の総務費の補助金のところで、社会保

障・税番号制度導入事業補助金の２，１００万と、個人番号制度関連事務補助金の５００

万、マイナンバーの関係であろうかと思いますが、この年度でかなり整備をしたと思いま

す。それの分の国の補助というんですか、忠岡町の持ち出しというのはどのぐらいあった

んでしょうか、マイナンバー整備に関して。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 忠岡町の持ち出し分は２，０２５万８００円でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これはこの年度だけでの持ち出しか、それとも何年か、２、３年かけての整備であるん

ですけども、具体的に。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 昨年からの繰越額４７３万８，０００円、一般会計においては３６２万３，０００円な

んですが、含めております。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２６、２７年度で忠岡町は２，０２５万８００円も持ち出しがあったということは、財

政が大変やのに、補助金いろいろ来てますけれども、マイナンバーは別に忠岡町がやって

ほしいと要望したものではない、国のやってきた、進めてきたことで、１０分の１０出し

てくれてもええ、私たちはマイナンバー反対ですけれども、そういうものなのに、２，０

２５万って忠岡にとっては痛いと思います。これってひどいなと思うので、これはやっぱ

り国に対してもこういう自治体負担があるのはおかしいということを言ってほしいと思い

ますが、その点についてはいかがでしょうか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 今後も町村長会を通じて要望をしてまいりたいと考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 それと、これは支出のところでお聞きしたほうがいいのか、マイナンバーの番号の提供

ですね。よく申請書類にマイナンバー、個人番号を書いてくださいというふうに、申請書

に忠岡もそれを書かしてると思いますけども、その点はここでお聞きしていいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 件数。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃなくて、それを拒否しても、別に受け付けはできるわけですけども、その点は歳出

のほうでお聞きしたほうがいいですか、これは。聞くところあるんかな、歳出で、マイナ

ンバーで。では、歳出のところでお聞きします。これは。わかりました。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 
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委員（三宅良矢議員） 

 財政課１０カ年の財政収支見通しについての資料１ページですが、１０カ年見通し推計

の基礎の部分で、歳出関係なんですが、平成２８年度予算審査特別委員会資料では、人件

費のところが、一般会計職員になっているんですけど、こちらでは普通会計職員になって

いて人数も変わっている。公債費に関しましても、２８年度以降一時借入金利子の計上

が、ここでは年１００万計上になっていますが、こちらでは４００万計上になっていま

す。繰出金に関しては、介護保険会計が給付費分、年２．０％の伸びを見込むが、こちら

２８年度の予算では６％になっていますけど、こういった違いって何でなんでしょう。そ

の違いはなぜなのかという説明をちょっとお願いできますか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 この伸び率の見込みというのは、都度、財政の状況によります。特に２７年度の決算が

出まして、その数値に置きかえると、先ほども申し上げました、その分を考慮して、この

辺は随時入れ込みを変えておる。特に消費税の改定の１０％の延期ですね。この辺等々含

めて、都度変えております。 

 以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

 まあ変な話、介護保険会計やったら、何で一気に、２８年度予算で言うと２％から、一

気に６％の見込みに変わるんかなというところ。この４％の差って何なんでしょうかとい

う、簡単な話。一時借入金の金額も４００万、年計上から１００万に変わっている。結構

差が激しいですよね。これって何でなんでしょう。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 一時借入金につきましては、年度年度のつなぎの融資というところの１年を通さない、

１年に満たない短期の借り入れでございます。この辺も期間等によりまして増減がござい

ますので、年度で大きく見直すこともございます。 

 それから、介護の特別会計の伸び、これも制度等々ございますが、伸び率が変わってお

るので、その都度影響を見直すというところでございます。ご理解のほどお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 そういったことって、例えばここの見通しの推計の基礎の注釈とかで触れてはいただけ

ないんですかね。数字だけボンボンボンと、単年度でボンと上げられても、前と例えばこ

れぐらい変わりました。その変わった理由はこうですというような文が注釈がつけば、多

分こういう質問ってなくなると思うんですけど。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 推計そのものは、ここに挙げているもの以外にも推計の根拠となるものは当然ございま

す。また、今後そういう説明ができるように、少しでも詳しい資料をつけさせていただか

ないといけないかなと考えております。説明不足ですみません。よろしくお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 また別につけるんではなくて、できるだけこの１枚、２枚物でまとめていただけたらな

ということなんです。何か説明を、また２枚も３枚も別につけられると、余計に見にくく

なるというか、照らし合わすのが大変なんで、メーンどころですよね、この１０カ年の基

礎って書いているのは。メーンどころやったらメーンどころだけでも、最低限何かそうい

った説明をいただきたいということでお願いできないでしょうかということです。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 一度検討を加えてみたいと考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いします。またお聞きします。 

 すみません、委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 去年、これの資料に公債費の推移が入ってはったんですけど、ことし抜かれた理由っ

て、特段何かありますか。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 公債費の資料というのは、従前、私の説明の中では基本的につけておりません。また別

出しで出したものかなということで、この分につけておらない理由というのは特にござい

ません。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 あと、すみません、この収支のことで、決算のことでちょっと触れるんですけど、前田

監査委員と松井監査委員が８月５日に提出された意見書から、ちょっとこれも兼ねてお聞

きしたいんですが、総括の一番最後の部分ですけど、「新たな財政健全化計画を策定し、

監査に提出すること」ということで書いてあるんですが、これ、今の状況を教えてくださ

い。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 先ほど１０カ年の見通しの中でも、やはり見通しグラフが３１年度まで悪化しておる状

況、これが財政の底でありますというところはお伝えしたかと思います。で、また将来を

見通す上でも、第２次健全化がことしで終わりますので、その後の計画も必要であると、

当然必要であると考えております。それには基本的には第２次の施策を延長しないと、こ

の今示している推移自体も描けない。そして、さらなる悪化、それから２９年度でシビッ

クセンターが終わるという状況にもかかわらず、財政がなかなか好転しない状況を打破す

るために、追加の施策、そういうものを現在検討してございます。 

 監査のほうもその辺のことを踏まえてお書きいただいたことだということで、現在検討
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を加えており、また１２月の議会で説明できるよう、そのことに向けて策定している途中

でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長、すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 では、１２月をめどに提出いただけるということですか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 現在、それをめどに施策そのものを検討してございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 あともう１つ、その４段上に、去年も書いてあったんですけど、バランスシート、貸借

対照表を作成、公表することと去年も書いてたんですけど、これはこの１２月のときに同

時に示していただけるということでよろしいでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 このバランスシート、貸借対照表という部分は、役所の会計と違いまして企業会計で主

に利用されているもの。現在もホームページ上でもこれは出させていただいております。

これをより精緻なものにすべく、現在、ことしの事業としまして、固定資産の台帳の整

備、こういうものも同時進行で進めてまいりまして、この数値が基本になり、より精緻な

貸借対照表、バランスシートを示すというところで現在進めてまいります。これを今年度

末、２８年度の決算においてこれを示していきたいと考えておりますので、決算が済んだ

後、またこの決算委員会の時点までにお示しできるものと考えております。次年度の決算

委員会までにお示しできるものと考えてございます。 
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委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いします。以上でよろしいです。 

委員（三宅良矢議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 固定資産税の件なんですけども、この空き家ですね、空き家の場合は固定資産税が従来

よりも安いんですね。これはどのぐらい安いんですか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 空き家と申しましても、空き家自体で税額が下がることはありません。 

委員（前田長市議員） 

 税額は同じなんですか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 小規模住宅でしたら、評価額の６分の１ですかね。評価額の６分の１が課税標準額とな

ります。空き家ということで特別に税額が下がるということはございません。 

委員（前田長市議員） 

 はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田長市議員） 

 そしたら、人が住んでても住んでなくても固定資産税というのは一緒なんですか、その

家屋も含めて。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 
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住民部（山田昌之次長） 

 同じでございます。 

委員（前田長市議員） 

 同じ。そうすると、今、少子化というんですか、そういう人口が減少している中で、空

き地がふえてますよね、空き家が。ふえてませんか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 それはちょっと税務課のほうとしては。 

委員（前田長市議員） 

 税務課じゃなくて、どこになるの。建設課。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 空き家がふえてるかというご質問でございますけども、まずその空き家の数に関する調

査につきましては、この平成２８年度に実施をする予定でございまして、現在準備を進め

ているところでございます。ですから、その調査が終わった後には、忠岡町にどれぐらい

の空き家があるのかといった数字につきましては把握できるものというふうに考えており

ます。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田長市議員） 

 空き家というのは、あれですか、毎年どのぐらい空き家があるというのは把握はしてな

いわけですか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 
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 空き家にもいろいろございまして、単に例えばお住まいの方が引っ越されて空き家にな

っているもの、または、老朽化して住まなくなって、住めない状態になっているもの、い

ろいろございます。そうした情報につきましては、消防署のほうも現地のほうを確認して

まして、ある程度の情報を持っておりまして、その辺の情報を共有しながら調査を進めて

まいりたいということでありますので、空き家ということに対しては多様なものがあると

いうふうにお考えいただいたら結構かと思います。 

委員（前田長市議員） 

 結構です。  

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２６ページの府の支出金、府の補助金の教育のところですけれども、子ども・子育て支

援交付金とかいろいろ、この２７年度からかなり歳入のところでがらっと変わってしまっ

たのですが、留守家庭児童学級の運営補助についてお聞きしたいんですが、国の補助がで

きましたね。今まで府だけだったんですけれども。国の補助がプラスになったんですが、

府の補助が減ったような気がするんですけど、額的に減ってるんですけれども、結局のと

ころ忠岡町に国と府から来る分は、以前の制度と比べてふえたのか減ったのかと、補助で

すね、留守家庭の運営について。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 補助率につきましては、国３分の１、府３分の１、町３分の１で、以前と変わりござい

ません。 

委員（是枝綾子議員） 

 変わらない。 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、以前と負担率は変わってないから、金額的にも大きな違いはないということ

で、府が補助金減らしたということはないですね。 
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生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 そのとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。あと続けて、もう１点。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３３ページの町債のところですけれども、清掃施設整備事業債の中身について、利息が

何％で、どこから借りて、どんな返済方法、何年返済でという、毎年の返済ですね、元利

の償還は幾らになるかというのをちょっとお教えいただきたいんですけど。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 すみません、この起債の関係、ちょっと今、手元資料不足しまして、利息については

０．１％ということなんですが、財源の振り分けにつきましては、また後ほどお答えさせ

ていただきます。大変申しわけございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長、またわかり次第、歳出のところででも、どこででも、そしたら。その元金が据

え置きとか、そういう条件とかいろいろですね、またお教えください。 

 では、ちょっと次、行っていいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １０カ年の見通しのところですが、経常収支比率が１１３．６％ということで、府下で

もトップであるかと思いますが、全国的にも大変高い位置にあるんではないかということ

ですが、これは経常収支比率が忠岡はこんなに高いというのは、押し上げている原因は公

債費が大きいのでしょうか。その要因ですね。分子が大きいんだと思いますけれども、経

常経費の分子の部分といったら３つありますね。人件費と扶助費と公債費と、それが大き

なところですが、その中でも一番ちょっとそれを、経常収支比率を押し上げている要因と



36 

 

いうのをちょっと教えていただきたいんですが。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 ことしの経常収支比率、昨年よりも０．３ポイント悪化し、１１３．６％と説明申し上

げました。先ほどおっしゃっておりました公債費のほうは、このうち２１．３％、昨年よ

りは１．４ポイント下がっております。かわりに人件費のほうが１．８％増加しておりま

す。というようなところで、ことしの悪化の要因の大きいのは人件費のほうの増大。これ

は退職手当等がふえたことによるものであると考えます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。決算カード、資料につけていただいている資料の８、９というページの

ところのここを見たらいいんですね。決算カードの資料９というふうにちょっとページが

打ってあるところの人件費のこれですかね。経常収支比率で一番右、人件費の２９．６と

いうところで、このうちの退職手当が１億６，０００万円あるというところが、非常にこ

の２９．６という経常収支比率ですね、人件費部分について押し上げているということで

すかね。 

財政課（田中成和課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 その退職手当が、ないということはないと思うんですけれども、その１億６，０００万

円というのは、ポイントでいうたら何ポイント押し上げてる状態でしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 人件費の部分で置きかえますと、１．８％でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 １．８％ですね。わかりました。 
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委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、物件費もかなり高いと思うんですが、その粗大ごみの前処理のそれが、ここのと

ころで２６．９のポイントの０．３悪化させた原因であるということでさっき説明があっ

た分ですかね。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 破砕前処理の分、それが項目としては挙げられます。 

委員（是枝綾子議員） 

 それとあと、すみません、もう１点。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、公債費ですね、２１．３ですね。公債費、シビックセンターの償還がやっぱり大

きい比率をここで占めているんでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 シビックセンターの公債費につきましては、この今見ていただいてる２１．３ポイント

の横に９億１，５００万計上させていただいておりますが、このうち約２億５，０００万

程度、これがシビックの償還分でございます。ちょっとポイントについては計算、今でき

ておりませんが。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということは、９億１，５００万の公債費のうちの２億５，０００万というんですか

ね、占めてるって、かなりですね。経常収支比率のポイントを一番押し上げているのはシ
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シビックセンターの公債費、元利償還のその部分が一番、さっき言うた退職手当とか破砕

施設の前処理とかいう、そういう０．３とかいうよりももっと大きな数字であるわけです

ね。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 申しわけございません。先ほど２億５，０００万と言いましたが、３億円、ほぼ３分の

１でございます。３分の１がなくなりますと考えますと、２１．７がダイレクトに計算し

ますと１４まで下がるというようなことが類推できますので、この辺で１１１とかいう数

値がやはり５％ぐらい下がる。３億円全部がなくなるわけではございません。この庁舎分

５，０００万円程度がまだ残りますので、そこまで数値は改善しないと思いますが、やは

り数字上は３％と変わってくるかと思います。 

 また、公債費におきましては、今後も先ほども申し上げました学校耐震化の分等々が２

５年度から２６年度にかけて実施しておりまして、その償還が発生するというところで、

そこも若干でありますが、今度悪化の要素でございますので、その辺も考慮して数字のほ

うは出てくるかと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと個別に見てみましたが、経常収支のその１１３．６というかなり大きな数字に

押し上げている原因は、かなりシビックセンターの元利償還が５ポイント以上占めている

であろうという形でね、５から７とかね、かなり。だから、そこがなくなればかなり、ま

あ１００は切らないでしょうけども、１１０を超えることはないというふうに素人目に見

てもそういうふうに思います。 

 それで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、忠岡町の経常収支比率がかなり高くて

も、こういう見通しでやっていけるというのは、まあまあシビックセンターの償還が終わ

っていくというのが、そう見てよろしいですね。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 
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財政課（田中成和課長） 

 財政運営に関しまして、やはりシビックセンターの償還というのは大きなターニングポ

イントでございます。また、ほかの施策等で比率を悪化させてでも、その下がった比率を

また悪化させるような事業、こういうものも出てくるかどうかも将来はわかりません。そ

の辺もございまして、できるだけ早期に１００ぐらいを切る、これが財政運営には望まし

いと考えておりますが、現時点、シビックセンターの償還が終わってないところでは、ま

だ高い数値であると考えます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 忠岡町が経常収支比率が大変高いから夕張市のようになってしまうというようなことは

ありませんね。あり得ませんね。将来負担比率が夕張市はめちゃめちゃ高いんですね。何

ぼぐらいですかね。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 夕張市、２６年度の分で将来負担比率でしたら４２０％、それから実質公債で７４％と

記憶しております。この辺やはり夕張市は高い数値になっております。本町では、トップ

１０に入ったりはあるんですけども、そこまでの数値は出ておりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 夕張市の実質公債費比率、もう１回言ってください。 

財政課（田中成和課長） 

 ７４％と記憶しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 ７４％。本町は、この年度は１９．７ですね。 

財政課（田中成和課長） 

 はい、そうでございます。 
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委員（是枝綾子議員） 

 将来負担比率は、忠岡町は、まあ何ぼ高くなっても、今のところ見通しでは１６８とい

うところでふえていってますけれども、将来負担比率は早期健全化団体になるのはどれく

らいですか。３５０でしたか、どれくらいであったかな。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 先ほど、説明資料の中に括弧書きで入れております。将来負担比率におきましては、早

期健全化の団体基準が３５０％でございます。それから、実質公債費比率は２５％、これ

が早期健全化団体への基準のポイントでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、もう終わりますが。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、忠岡町は早期健全化団体の基準にまでは行かないという見通し、１０カ

年の見通しではそうなってますね。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 基準までは行かないよう、財政運営をしてまいります。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 ありがとうございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 
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委員（河野隆子議員） 

 ２５ページのところなんですが、乳幼児の医療費補助金が府から出てるんですが、たし

か２７年度から府のほうが就学前まで子どもの医療費を援助するというふうになってるけ

ど、所得制限を設けたんで、低くなっているか高くなっているかというところがちょっと

わかりにくいんですが、忠岡町にはどのような影響がこの年度は出ているんでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 実際的にはそれほどは影響はないと考えておりますが。補助金としてということでよろ

しいですかね。 

委員（河野隆子議員） 

 そうですね。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 補助金だけで見たら逆にふえておりますので、それほど影響はないかというふうに思っ

ております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 さほど、就学前まで上がったけれども、所得制限があるから、本町には余り影響がない

と。よかったよかったというわけでもないということで、去年で見ると、これは１００万

ほど若干ふえてるんですけど、それはその影響なんでしょうか。去年が６４３万４千幾ら

になってるんですけど。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 そこは医療費の関係ですので、医療費が増減しますので、単純に制度が変わったからふ

えたとかということではございませんので、医療費がふえたら、もちろんそれに伴ってふ

えますので、そのあたりは２７年度が若干医療費的にはふえたのかなというふうに考えて

おります。 
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委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら、私、今この２５ページで言いましたけど、府から乳幼児で就学前まで入って

くるお金は、府の補助金のこの金額を見ればよかったんですね。違うところの項目で見る

んですか。これでよかったですか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 就学前ですか。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 これです。 

委員（河野隆子議員） 

 これでよろしいね。はい、わかりました。ということで、全国的にも大阪府は非常にこ

の子ども医療費についてはかなり低い。ワースト２番ぐらいやったんと違うかなと記憶し

てるんです。忠岡町も頑張っていただいて、今、小学校６年生までですけど、これは何遍

も党議員団で質問もさせていただいていますので、ぜひまた中学卒業までということをお

願いしたいんです。また、歳出のところでもお願いしますけれども、そんなことで府のほ

うにもぜひ子育て支援ということで意見も言ってほしいと思うんですけど、その点につい

てはいかがでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 府の助成制度につきましては、本町のみならず府内全体でも要望のほうはさせていただ

いておりますけども、大阪府としましては昨年以降、こういう制度をしておるという部分

がございますので、当然今後も引き続き要望のほうはさせていただきますけども、なかな

か難しい部分があるのかなというふうには考えております。 
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委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。ぜひお願いしたいと思います。 

 最後にしたいと思うんですけど、１０カ年のこの財政収支見通しをいただいてるんです

が、今まででしたら財政調整基金の残高が別枠で載っていましたけども、今回載っていな

いんで、ことしも財政調整基金を取り崩すということなんですが、財調のほうは幾らなん

ですかね、推移は。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 この分、説明させていただきますと、過去には別建てで収支のほうと、それから財政調

整基金の残高というところで、今は足し込んだ形でちょっと見えにくくなっておりまし

て、ことしでいいますと４７０万程度の黒字、そのうち財政調整基金に積むのが３００万

円というところで、このうち一番、数億円じゃなくて１００万円単位のところで、端数と

言うたら申しわけないですけども、数字が小さくなっております。ほぼこの帯のところに

ある数字というのが財政調整基金の残高と思っていただいて、現在４億円強の残高という

ところでございます。 

 それから、本年度２８年度におきましても、また２億を超える取り崩しをして財政運営

をしていくというところ、現在の見通し上でございますが、決算、２８年の収支見通しと

しましては、やはり２億から２億３，０００万程度取り崩す予定をしております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 去年いただいた１０カ年の資料ですと、財政調整基金の残高が２８年度からずうっとゼ

ロになってるんだけれども、この新しい２８年度９月時点では、財調はゼロになるところ

はないというところで、さっき言った経常収支比率なんですけどね、うち忠岡町は１１

３．６ということで、１００を超えてるんでよくはないんですが、今後の主要な工事予定

の一覧というところを書いていただいてますが、前年度は留守家庭児童学級の整備事業と
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いうのが組み込まれていたけれども、小学校のクーラーであったりとか、そういったとこ

ろが優先順位としてあったので、今回は載っていませんが、かなり老朽化しているという

ことを聞いたことがあるんですけど、その点は大丈夫なんでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 この現在の計画上、載せさせていただいていないというのは、現状やはり学校の空き教

室、こういうものを借りていっていただきたい、しばらく施策としてはこの方向でという

ところで割愛させていただいております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 それで、経常収支比率が１００を超えているけれども、やはりやっていかないといけな

い工事の予定がこういうふうに書かれています。ことしは忠岡小学校の空調をしていただ

きましたのでありがたかったんですけど、来年、東忠岡というふうに載っているんです

が、この経常収支比率が１００を超えてもやっぱりやっていかなあかん事業というのはや

っていかなあかんと思うんです。その点についてはどういうふうな姿勢で進められるので

しょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 この辺につきましては、やはり住民サービスそのものを維持していかないといけないと

いう観点でございますので、各数値ですね、各費目における数値そのものは、先ほども申

し上げました公債費は改善が見えておるんですが、そのほかはやはりいろんな施策、健全

化の追加でもって、この辺の数値をなるべく抑えて、住民サービスをカットしないように

財政の方向性というのを打ち出していかないといけないと考えてございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 まだありますの。 

委員（河野隆子議員） 

 いやいや、今、答弁いただきましたので、それについて。 

 もちろん経常収支比率の削減というのは努力していただかないといけないと思うんです

けど、健全化、健全化と言いますと、やっぱり住民にまた負担が多くかぶさってくるんじ

ゃないかと思うんです。ですので、委託料とか物件費とか、そういったものの見直しとい

うのも今後必要で、これはずうっと言うてますけどね、必要ですので、その辺も加味して

いただきたいと思うんですが、最後に答弁お願いします。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 現在、まだ、先ほどの留守家庭の件でもございますが、財政サイドから、これは私の発

言は一方的であったかと思って訂正します。やはり各施策、各課のほうで最優先の事項、

最重要な事項というのを盛り込んで、当初予算の編成を今後進めてまいらないといけない

というところで、やはり健全化、健全化と言いましても、１０年やっててかなり施設も老

朽化している。それから、各閉めている施設をまたオープンというところが近々の課題で

ありますので、その辺やりくりをしながら、収支が悪化しないような形で臨んでまいりた

いと考えております。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。他にございませんね。 

財政課（田中成和課長） 

 すみません、委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 申しわけございません。先ほどの副委員長のご質疑の部分で、クリーンセンターの財源

構成の分をご報告させていただきます。 

 クリーンセンター破砕機、これは煙突工事を含めまして、振興協会で１億１，１７０万

円、それから大阪府のほうで３，３８０万円、それぞれ同じスパンで２年据え置きの１５

年償還で、０．１％で借りております。 

 それからもう１点、先ほどの国の交付税の特徴について説明させていただきます。２７

年度の国の地方交付税の総額、これは前年度に比べて０．８％減の１６兆８，０００億円

でございました。それから、中身の特徴でございます。２７年度算定におきまして、忠岡
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町、予算割れしなかった要因の大きな項目でございます新規項目の人口減少等特別対策事

業費というのが、基準財政需要額に新規項目として上がりました。これは人口を基本とし

た上で、まち・ひと・しごと創生の取り組みの必要度、それから成果などを反映するもの

でございまして、過去の人口の増減、平成１４年、１５年、１６年度の人口の平均、それ

から平成２４年、２５年、２６年の人口の平均、これの増減をみて、また、転入者、転出

者の人口比率などを基本に算定して需要額にあらわしているものでございまして、この費

目で忠岡町は１億９００万円、需要額でみていただけましたのが、交付税の増加の要因だ

と考えております。 

 また、もう１点、すみません、先ほど私の説明の中で、委員長から説明ございました

「給食棟」の誤字ですね。これが最初の１ページ目、１４行目でもございました。たびた

び申しわけございませんが、訂正のほうをよろしくお願いいたします。決算説明資料の１

ページ目でございます。「学校給食棟」が「等」になってございました。申しわけござい

ません。 

 以上でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 今の件。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、地方交付税の人口減少等特別対策事業費ですが、一応２７年度の算定台帳

のほうを見ますと、１億８６０万３，０００円という、このことをおっしゃっておられる

んですね。これは２６年、２５、もう少し３年ぐらい前からこの項目でなかったですか

ね。地方交付税の需要額。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 人口減少等特別対策事業費については、２７年度新規でございます。人口減による需要

額の減を補うためのもので２８年度もございまして、その分、同程度いただけました。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、２７年度からということなんですね。地域の元気創造事業費の分は以前から

あるということで、新規の人口減少等特別対策事業費により、約１億９００万円のプラス

となり、人口減にかかる需要額の減少分が確保されたことで、全体の交付税はあまりふえ

てないということですね。わかりました。 
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委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですね。 

委員（是枝綾子議員） 

はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

                 （な   し） 

委員長（森 政雄議員） 

ないようですので、質疑を終結いたします。 

これで一般会計歳入決算の審査を終結いたします。 

 お昼過ぎましたが、ここで休憩し、午後１時１５分から再開いたします。 

（「午後０時１５分」休憩） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 少し早いですが、休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後１時１１分」再開） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 それでは、一般会計の歳出決算の審査に入ります。 

 ３４ページから６１ページの第１款 議会費及び第２款 総務費につきまして、担当課

の説明を求めます。 

（担当課：説明） 

委員長（森 政雄議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ４７ページなんですけれども、災害対策費のところで災害時避難行動要支援者登録文書

ということで、これは郵便料なんですけどね、載ってるんですが、去年からでしたか、自

治会のほうで要支援者と要援護者のほうで、いろいろと郵便を送っていただいて、登録制

ということで自治会のほうでも大変苦労されていると思います。 

 例えば７０歳以上が対象であって、郵便を送っていただいてるんですが、おひとり暮ら
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しで、体は元気であってもやっぱり不安であるということで、せっかく郵便を送っていた

だいてるんだから書いとこかという方も中にはいらっしゃるようなんですけれども、だか

らといって、だめですよということではやっぱり行政としてもあかんですし、今、地域が

なかなか希薄になっていますので、本当でしたら隣近所で声をかけ合うとか、そういった

ことがあればいいんですけど、最近はそういったこともないし、やはりつき合いが全くな

いという方は１人で家にこもりがちで、なかなか近所づき合いもないということで、登録

される方もいらっしゃると思うんです。 

 で、私も登録させていただいていますけれども、援護するほうもかなり高齢者の方も結

構いらっしゃるんで、ちょっとそのあたりのマッチングがどうかなと思うんですが、やは

り自治会に渡したからそれでお願いしますよじゃなくて、やっぱりいろんな声が自治会の

中からも出てると思うんで、進捗状況というんですかね。そのあたりを今後ちょっとして

いただきたいというふうに思うんですが、担当のほうでお願いします。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 災害時避難行動要支援者プランでございます。今の時点でございますが、実数といたし

まして、登録の申請をされている方が５４９名、マッチング完了済みが１９１組でござい

ます。３５％という状況になっております。 

 それで、今議員からもおっしゃったと思うんですけども、自治会のほうに主にお願いし

ますというふうな形で進めておりますけれども、なかなかそれだけでは進まない面もある

かと思いますので、今後は、名簿のほうはもうお渡ししてますんで、随時、進捗状況を確

認しながらお願いのほうをしていきたいというふうに考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 まだマッチングが３５％しかできていないということで、いつ災害が起こるかわかりま

せんので急がれるところだと思うんですけれども、何せ人口も少ない町ですので大変だと

思うんです。 

 この前、台風が来て、自主避難ということだったので動いてないところもあったと思う

んですけど、ある地域はすぐに動いて、いろいろとご苦労されたみたいなんですけど、自

治会としては、お昼なんかですと、登録はされているけど、若い方なんかはほとんどお仕
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事へ行っていらっしゃるんで難しいところがあるんです。そういったいろんな声がありま

すので、やっぱりさっきも言いましたようにお任せということではなくて、担当課のほう

でもいろいろと声を拾い上げていただいて、やっぱり住民の命や暮らしを守るのは行政の

大きな責任だと思うので、よろしくお願いしたいと思います。よろしいですか。答弁、す

みません。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 議員おっしゃるとおり、なかなか手助けする方ですね、支援者のほう、例えば日中でし

たらお仕事等でいてはらないということもあろうかと思います。一応、１人の要支援者に

対しまして複数の援護者ですね、つけるようにはお願いしておるんですけども、やはりそ

こで複数名が必要というところで、なかなか手がない、それでマッチングが進まないとい

うふうなことにもなってるかと思うんですが、この件については先ほど先生おっしゃった

とおり、人の命にかかわることですので、積極的に自治会さんのほうにプッシュのほうし

ていきたいと考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ぜひ共同でしていただくようにお願いしたいと思います。 

 それで、すみません、同じページなんですけど、防災行政無線のところが載っているん

ですが、４７ページですね。デジタル化にしていただいて、デジタル化にしたことによっ

て、町内全部網羅できると、全部聞こえますということであったんですけれども、やっぱ

りいまだにある地域では全く聞こえないと。東３丁目のほうはちょっと、ある地域は全然

聞こえないとおっしゃってるんです。なかなか音量も、そばのお家と、ちょっと離れたお

家があるんで大変調節も難しいところだと思うんですけど、やっぱり聞こえなかったら意

味がないんでね。今までも広報車とかいろいろ出してやりますということはおっしゃって

ましたけど、ちょっとある程度、もうデジタル化になって日にちもたっていますので、再

度、聞こえるか聞こえてないかという調査もしていっていただいたらありがたいなと思う

んですが。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 防災行政無線でございますが、昨年の９月４日なんですけれども、大阪８８０万人訓練
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という訓練をさせていただきました。その際に参加された方からアンケートをいただきま

して、「防災無線が聞こえない」「聞こえにくい」という方が何名かおられました。その

アンケートなんですけれども、ご住所等もお伺いしてますんで、おおよそどのあたりが聞

こえにくいのかなということで、後日私どもも状況の確認に行ってございます。天気や風

向き、あと最近の住宅の気密性の高さや窓ガラスの種類なんかで、あと、積極的に聞こう

というスタンスと、聞こえてくると、こういう場合によっては聞こえ方が異なるものかと

いうふうに考えております。 

 議員おっしゃるとおりデジタル化させていただいておりますので、より聞こえ方が向上

してはおると思いますが、やっぱり限界というものもあるのかなというふうに考えておる

ところでございます。そのため、万が一の災害発生時ですけども、まず防災行政無線で、

もちろんボリュームを上げるんですけども、サイレンを鳴らし、そこで放送させてもらう

と。さらには、携帯電話の緊急速報メールやテレビのテロップなどを通じて、さまざまな

方法を用いて情報伝達のほうを行っていきたいというふうに考えておるところでございま

す。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 アンケート調査というのは直接効果があるものだと、把握するのに効果があると思いま

すので、ぜひそれを参考にね。それで、アンケート調査は去年の９月４日にとっていただ

いたんですね。その後は回られたんですか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 アンケート調査、去年の９月にとらさせていただいて、その後順次、地域のほう、私ど

もも何回か訓練で防災無線を鳴らす機会がありますので、そのときに職員を配置して聞く

ようにしております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 
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 ぜひこれからも、聞こえにくいところはちょっと調査に入っていただいて、声を聞いて

もらいたいと思います。せっかくお金をかけていいのをつくっていただいたんでお願いし

たいと思います。それで、あと続けて構いませんか。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい、どうぞ。 

委員（河野隆子議員） 

 ５０ページなんですけどね、防犯カメラの設置費補助金というのが出ています。これは

どこに、何カ所ついているんでしょうか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 防犯カメラの設置費補助金でございますが、平成２７年度におきましては各自治振興協

議会で、１４台の防犯カメラを設置していただきました。具体に申しますと、東区１台、

西区２台、北区が２台、中央２台、馬瀬３台、北出１台、高月南１台、高月北２台の１４

台を設置していただきました。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 町全体で１４台つけたということで、これは補助金でしたから上限があったと思うんで

すけどね、どんな財源構成になってるんでしたか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 設置費用の２分の１、半額を役場のほうから補助させていただいています。上限額は２

０万円でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 
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委員（河野隆子議員） 

 わかりました。防犯カメラと言うても、いろいろと性能によって金額が随分違うという

ふうに聞いています。上限が２０万円ということで、それ以上持ち出しもあったのかなと

いうふうに思いますけれども、この防犯カメラですけれども、犯罪なんかあったときに役

に立つのかなと思いますけれども、やっぱり誰が管理するのか、勝手には見られないよう

にしてあるんですかね。ちょっとそのあたりを、個人情報というかプライベートが侵され

ることのないようになっているのか、どういうふうに見るんですか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 基本的に各防犯カメラには鍵がございまして、その鍵については設置いただいた各自治

振興協議会の、主に会長さんが持っておられます。映像を見る場合は各自治振興協会の会

長さんのもとに寄せていただいて、鍵を借りてからデータのほうを引き出すというふうな

作業をとらさせていただいております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら鍵がかかっているから、誰かれなしには見られないけれども、何か犯罪があっ

たときだけに見るわけなんですか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 カードなんですけれども、基本そのカードの中身、映像ですね、見るのは警察のみでご

ざいます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 
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 では、ふだん、一般の方は見られないということですね。警察の方のみということです

ね。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 そういうことです。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 議会費から、さっき出てきたところをお尋ねします。先ほど議員共済会負担金が２０％

上がったということなんですが、これは一時的なものなのか、恒久的にこの金額でまた何

か上がり幅が決まっていくものなのか、お答えください。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 議員共済会の負担金につきましては、統一地方選挙が４年置きに実施されますので、４

年ごとに大きな費用負担が見込まれることになります。なお、公費負担につきましては全

額地方交付税の基準財政需要額に算入されることで財源措置されるということでございま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。 

 次、行きます。先ほどの防犯のことと兼ねてるんですが、この主要な施策の成果の中で

防犯カメラのこともうたわれています。で、ここにおける成果につきまして、防犯意識や

防犯抑止力の向上及び防犯の検挙につながったということなんですが、忠岡の今の犯罪

率、犯罪状況、またその検挙率等について、この文言のエビデンスをお願いしたいんで
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す。よろしくお願いします。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 すみません。犯罪も多種多様ございますので、具体的に犯罪が何件あったというふうな

数値は、申しわけございません、今のところ持ち合わせておらないんですが、防犯カメラ

の設置によって、聞いているところでは１、２件の検挙につながったというふうなことを

警察からは報告は受けております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 忠岡の犯罪発生率とか、その辺のことに関してはまた調べて教えていただけるのかどう

かということで。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 すみません、後ほど議員のほうに資料のほうお持ちさせていただきます。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いします。どうぞ。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 議会費のところです。政務活動費についてですが、今、政務活動費の不正請求とかが相

次いで発覚しています。本町議会は不正請求や不正な支出などございませんでしょうか。

きちんとチェックされてますでしょうか。 
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議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 阿児局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 政務活動費につきましては、政務活動費の交付に関する規則に基づきまして申請をして

いただき、収支報告等の確認をさせていただきまして、適正に処理させていただいており

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、その政務活動費の情報公開ですね。請求された方の請求人の保護については

厳格にされていらっしゃいますでしょうか。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 情報公開の請求者の情報を保護する規定はございませんが、地方公務員法の守秘義務が

ございますので、請求者の情報を漏らさないように事務局としては徹底してまいるところ

でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。 

 で、これは議長になんですけれども、要望ですが、来年の４月から今年度の政務活動費

の収支の報告をネットで公開するということで、今議論を進めているところでありますけ

れども、ネット公開に向けてきちんとしたルールづくりをぜひしていただきたいというこ

となんですが、その点はいかがでしょうか。 

委員長（森 政雄議員） 

 和田議長。 

議長（和田善臣議員） 

 それは鋭意進めているところでありまして、ただ、領収書の添付、ありましたよね。１

円までの領収書、そういった点はそのホームページには載せないと。ただ、申請に来られ

た場合はそれもお見せするということで了解願いたいと思います。 
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 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 きちんと納得のいく形で公開をね、納得というのは住民が納得のいく形での公開という

ことをぜひお願いしたいと思います。 

それと加えて、議会の改善の問題で、先ほど給与が５％カットしていたのが戻ってしま

っているんですね。それで、引き続き、財政健全化の折、５％カット、それ以上のカット

ということもぜひあわせてお願いしたいという点と、あとは議会だより、忠岡町議会はつ

くっておりませんので、議会だよりについてもぜひ検討いただきたいと、発行していける

ようにということで、ぜひよろしくお願いいたします。 

議長（和田善臣議員） 

 はい、了解しました。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、ちょっと情報公開に関してですが、３６ページのところで、総務費の一般管理費

のところで、先ほど議会のほうの情報公開の請求人の保護ということで、規定はないんだ

けれども、公務員法で守秘義務があるということですが、忠岡町の総務に限らず各担当課

ですね、請求人のプライバシー保護がきちんとされているでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 ご指摘の情報公開制度におきます請求人の保護というところでございますが、先ほども

議会の事務局長のご答弁があったと思いますが、今現在、本町においてはその条例等にお

きまして直接の請求人の方を保護するという形の規定はないものと思っております。しか

しながら、情報公開制度、条例におきまして、特定の個人情報等におきましては公開して
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はならないという規定がございますので、その観点から申しますと、今おっしゃっていた

だきました請求人の保護という形もその類いに該当するというところでございまして、当

然ながら保護するというところで、非公開とするというものに現在考えてございます。 

各課におきましてそのような対応ができておるかというところでございますが、先ほど

申しました趣旨から、各課におきましても特定の個人の情報というところでございますの

で、その点は保護という形で非公開部分というところで徹底をしていただいておるという

状況でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 請求人の保護の規定がないけれども、請求した情報が相手の方の権利やいろいろ、利害

とかいろいろ侵害するという場合については、こういう情報の開示の請求があったと、公

開の請求があったという通知はされるんだけれども、その際にも、誰からそういうことが

あったということは言ってはいけないということは、各課に徹底はされているでしょう

か。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 その具体的な、その部分についての請求人の名を公開するというところだけの徹底とい

うところには該当するかどうかわかりませんけども、先ほど申し上げましたように、情報

公開の条例の中で特定の個人の情報は公開してはならないというところの部分がございま

すので、その点については周知徹底はさせていただいておると認識はしてございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 請求人の保護の規定もできたらつくっていって、明確にしていくというほうが、情報の

公開を請求、そこでちゅうちょするということがないように、ぜひご努力いただきたいと

思います。 

 続けて。 
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委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、４２ページのシビックセンター費のところですが、委託料の植木剪定委託

料に関連してであります。この植木という範疇を超えている、忠岡町のそこの森ですね。

日本庭園というんでしょうか滝が流れているあそこがかなり、もう放置しているというこ

とで、適当に伸びたときに切っておけばよかったんですけど、されなかったのでかなり伸

びて、これがそこの隣接している府営住宅の方々に被害が出てきているというところで、

まず夏場はセミですけど、セミが鳴くのは仕方ないけど、大量のセミだと。それも夜中に

セミが間違って鳴くということが起きたりとか。鳥ですね。鳥があそこにやっぱり夜中も

１匹が騒ぎ出すと、わしゃわしゃわしゃわしゃと、鳥も夜中に騒いでということや、鳥の

ふんであるとか、そういった被害が出て苦情が、何人かの方が忠岡町役場のほうに苦情の

お電話をされたと思います。 

これについても一定、あのまま放置していくということになると、あそこがまた危険な

死角になって、犯罪とかいろいろね。そういう防犯上も余りよくない状況になってくると

いうことで、そこの植木についてはやはり一度、どこかで剪定を思い切ってしていただく

ということをお願いしたいと。これはもう本当にすごい金額がかかる問題なので、ちょっ

と計画的にやっていただきたいということなんですが。 

総務課（南 智樹課長） 

 南課長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 このシビックセンター、その滝付近の木々につきましては、確かに高くなっているとい

う状況でございます。その点につきましても従前より是枝委員のほうから防犯上、暗いと

ころの部分もちょっと出てきておりますので、ちょっと剪定のほうをできないかというと

ころもご質問いただいていたかと存じます。その中で、一応防犯上というようなところ

で、一応中の歩道、通路のところで街灯が何カ所かございます。その街灯の明かりをちょ

っと遮るような形の状況にまで、今まで何度か枝葉が伸びて、住民の方々にご迷惑をおか

けしたというふうなところは実際ございます。その状況を把握した時点で、防犯上問題が

出るというふうなところでございますので、その部分については剪定のほうをさせていた

だいたという実績がございます。 

 あと、鳥ですよね。ムクドリかと思うんですけれども、これはかなり以前からちょっと

懸案事項になっておるところでございまして、その対策については具体的な対策案も講じ

ていないというところが正直なところでございます。その鳥とかの問題ですけれども、ち
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ょっと近隣の状況等、対策も含めてどのような実施をやっているかということで調査した

ことはあるんですけれども、やはり各自治体におきましても、その点についての対策を施

したところで、いい結果があらわれなかったというところのものを拝見してございますの

で、本町としてもそれ以上に何か対策ができるものはないかということで、今後一層検証

のほうをしていきたいというふうに思ってございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 通路のところで街路灯、街灯のちょっと光が届かない、遮っているところについては剪

定をしていただきましたが、またすぐ伸びてましてね。思い切ってそこのところは全部抜

いていただくほうがいい状態、切らなくてもいいですね、抜いたほうが。 

というところと、あと見通しが悪くて、通路ですね。遊歩道になっていまして、自転車

と歩行者とぶつかったりとかぶつかりかけたとか、そういうお声もちょっと状況も聞きま

すので、出会い頭で非常に危ない個所ですので、通路に出るところについてはかなり思い

切って剪定していただくほうが、すぐ伸びて、また言いに行くということがなくて、安全

に通行できるかと思いますので、その辺はちょっとまた検討していただいて、伐採いただ

きたいと思います。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 その滝付近の通路部分で、そのような歩行者、自転車等が接触するような状況での枝葉

が伸びておるというふうなことであれば、当然、危険でございますので、その点、その通

路部分の枝葉の状況、成長の状況を随時観察しながら対応のほうさせていただきたいとい

うふうに思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

 もう１点、シビックセンターに関してですけれども、よくシビックセンター、昼間は駐
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車場に車がとまっているんですけれども、夜中とまっていないので、非常に有効活用でき

ないかというお声を聞きます。なかなかちょっと運用がそうなると、昼間も置かれたら、

今度来庁者の駐車場として使えなくなるという問題もありますので、ちょっとでもお金に

なるん違うかというご提案もいろいろ聞いたりとかするんですけれども、夜中のね。ちょ

っともったいない、あいている、活用ができないものかということで、一度またそういっ

た点もご検討いただけたらということで、よろしくお願いいたします。 

委員長（森 政雄議員） 

 答弁、要りますか。 

委員（是枝綾子議員） 

一応、お答え。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 その近隣の状況等を参考にさせていただきながら、今後有効活用できるような形で考え

てまいりたいというふうに思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

 続けて、ずっと行きたいので。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ４４ページのところの電子計算費のところの社会保障・税番号制度システム改修委託料

に関連してです。マイナンバーね、特定個人情報、マイナンバーの保護評価というものを

していかないといけないと、導入すればしないといけないことになっておりますけれど

も、忠岡町はどのようにその保護評価ですね、されていらっしゃるでしょうか。 

しきい値判断で、一応基礎項目評価はされてますけども、何か５００人以上を管理する

という、その課というかシステムについては、もう一つ重点項目評価が要るという、その

点はされていらっしゃる、それをしないといけないのですけども。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 



61 

 

 申しわけございません。後ほど回答させていただきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。基礎項目評価は導入のときにされていらっしゃるので、５００人以上の

個人、特定個人情報のファイルの取り扱い者数が５００人以上という意味がちょっと私、

わからないんですけど、それに忠岡町の庁内のところで関係するところがあるのかどうか

ですね。そこは重点項目評価もしないといけないということになっていますので、その点

について、じゃあ後で答弁いただきたいと思います。 

 それに関連してですけど、これは税務のほうになるかなと思うんですけれども、税と社

会保障なので社会保障、いきがい支援課がいらっしゃるときにも同じことをお聞きしたい

と思いますけど、税のほうも住民税の申告の際とか、あと、選挙管理委員会が発行する立

会人の報酬の源泉徴収票に、特定個人番号、マイナンバーを記入させるというところがあ

るかと思います。しかし、それを記入しなくても申告書の受け付けはされますね。また、

源泉徴収票についても、個人番号は書いてなくても発行できるということですね。ちょっ

と確認なんですが。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 そのとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、そのことについて窓口で、本人が拒否したりわからないということであれば

いいんですけれども、それが絶対かのような説明ということはありませんね。絶対書かな

いといけないというふうに受けとめられるような説明はされていませんね。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 一応、法律的には書くことになっておりますが、強制はいたしません。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 強制はしない。もちろんできないということなんですけれども、その際に書かせること

による事務量の合理化が図られるのか、それともそれによってかなり手間になるのかとい

うところはどちらでしょうか。 

住民部（山田昌之次長） 

 書かないことによって生じる事務量ですか。うちのほうは事務量はふえると思います。 

以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 書かないことによってふえるけれども、役場はその番号を知っているわけなんで、それ

をＪ－ＬＩＳに問い合わせて調べて書いているということだと思います。そういうことで

すね。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 そのとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 その際に、その個人番号をその書類に書くことによって、保管ですね、その書類の保管

の仕方が厳重にしなければいけないという手間が、かなりの職員に徹底しなければいけな

いという、取り扱いですね。個人番号の取り扱い。厳重に鍵のかかるところに置く。ま

た、それをコピーする際はその番号を、紙か何かで伏せてコピーをとると。そのまま番号

がついたままコピーをとってはいけないとか、いろいろな個人番号の管理の煩雑な事務が

職員にふえていくという問題があるんですけれども、それはそのとおりでしょうか。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 そのとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ただでも忙しいのに、そういう番号を管理しないといけないということが出てくるとい

う、マイナンバーはそういう職員にとっても管理が煩雑で手間になるという問題がありま

す。また、それが漏れたというふうなことがあったり、名寄せとかいろいろそういった外

部からの侵入が、忠岡町はないということでお聞きしておりますけれども、そういう危険

性は、外部とはつながっていないという説明で導入されましたけれども、絶対大丈夫です

かという点で、いかがでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 番号制度が導入されまして、今後また、その連携等の実務が発生してくるんですけれど

も、そこで言われているセキュリティーの問題につきましては、本町におきましてセキュ

リティーのシステムの構築ということで実施させていただいてございますので、攻撃、サ

イバー攻撃等のというところ、１００％ないかと言われれば、確実に１００％ございませ

んというところまではちょっと言えないところは実際ございます。しかし、そのようなこ

とが、情報漏えい等も含めましてないものというように考えてございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 クラウドとは全く別の線だということなので、その心配は、クラウドのほうから侵入す

るということはないですね。自治体クラウドの。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 番号制度で利用する端末につきましては、今言われているクラウドシステムを使用する

というところでございますけども、そのクラウドのシステムを構築した段階で外部からの

情報、外部へ情報漏えいがされるというようなことのないようなセキュリティーも構築は

してございますので、その点におきましても先ほどと同じ答えになりますけども、そのよ

うな問題はないものと思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 クラウドを使う端末のところでこのマイナンバーを使うという場面が、やっぱりあるわ

けなんですね。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 はい、ございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 住民課のところが一番その場面であるかというふうに思います。住民票に個人番号をつ

けるつけないというのは、本人が希望すればつけれるというところがありますので、そう

いったところが一番ちょっと心配なところであるかと思いますが、その点について情報

が、ハッカーね、いろいろ侵入してくるという危険性はクラウドのほうでは、自治体クラ

ウドを使う中でないでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 
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総務課（南 智樹課長） 

 サイバー攻撃、ハッカー等の不正な侵入につきましては、それは先ほど来申し上げてい

るとおり、基本的にはないものであると考えてございます。ただ、それ以外に人的な問題

というようなところでございまして、今回セキュリティー事業ということで実施させてい

ただきました。我々職員がそのシステムを操作する中におきまして、新たな二要素認証と

いう部分を追加いたしましたので、当然その二要素認証の事業につきましてはそのデータ

の持ち出し不可の設定とかＬＧＷＡＮとの完全分離というところもございますので、そう

いった人的な部分での漏えいにつきましてはないものと考えてございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 非常に不安な、１００％完璧な対策というのはとれないというのは誰もがわかることな

ので、そういう情報が漏えいされたりとか侵入されたりということのないように、ぜひお

願いしたいということと、あともう１点、銀行口座に２０１８年の１月から、それは任意

でしょうか強制でしょうか、銀行口座にマイナンバーをつけるというのは。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 任意だと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 最初は任意ですけど、だんだん強制になっていく、３年後にはもう開始するという、ロ

ードマップにも書いてありますので、その銀行から漏れていくという可能性もあるという

ことも非常にありますので、つながればつながるほど危険が、やっぱりセキュリティーが

一段緩くなるので、その辺は心配なところだということは指摘申し上げておきます。 

 一応、マイナンバーは以上です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。三宅委員。 
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委員（三宅良矢議員） 

 すみません、２款１項１目の職員採用と非常勤の職員の給与について、関連して質問し

ます。まず、給与のほうからですけど、今、安倍政権が同一賃金同一労働ということを打

ち出していますが、それが町の人件費及び、あと民間委託に関する算定ですね、それがど

のように将来的に財政運営に影響するかをシュミレートなり検討されたことは今までござ

いますかということで、まずお聞きします。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 今現在まだシミュレーションをしておりません。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今後されていく予定は。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 同一労働同一賃金等につきましては、今後の動向も踏まえて、必要であればその辺も検

討していかないといけないと考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 何らかの形で国から、何かそういう具体的なところが照らし合わせるまでは、忠岡町と

してはそういうような仮定の計算とかそういうシミュレートはしないということで受け取

ればよろしいでしょうか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 国から示しがあるかないかにかかわらず、そういう必要であると考えるときには検討し

てまいるということでございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その必要であるときというのは、具体的にはどういうことですか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 今、まだ同一労働同一賃金というのは具体な中身が見えてきておりませんので、その辺

が見えてきた段階で判断をさせていただきたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。それはその質問でいいです。 

 あと、職員採用についてなんですけど、以前一般質問で僕のほうから質問させてもらっ

たときに、ジェネラリスト、全職員が何でもできるように目指すということなんですけ

ど、今後特にＡＩとか、あとＩｏＴと言われる物のインターネット化ですよね。そういっ

たぐあいでだんだんとその分野についてのスペシャリストの必要性というのはどの自治体

も増してくると思うんですが、まずその辺の必要性についての認識と、そういった専門性

のある人を雇う、職員採用でそういう枠をつくって雇うかの認識、この２つをお答えいた

だけますか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 今、議員ご指摘のとおり、最近社会情勢等で、行政に求められるニーズというのは大変
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多様化しております。その中で専門職、専門性というのはさらに細分化され、必要になっ

てきてございますので、その辺も情勢を見ながらということになると考えております。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その分野について僕、その専門性の分野でいろんな分野あると思うんですけど、その分

野についてはどう思いますかっていう。特に今言ったネット、ＩＴ関係ですね。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 ＩＴ関係につきましても、確かにおっしゃられるとおり、いろんな分野で先進性を持っ

た、そういうＩＴ関係の、人の手にかわるものというのが出てきております。必要な部分

は取り入れながら、また、ただ一般的な会社とは違いますので、行政という場所ではあり

ますので、必要性を検討しながらということになると思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 この前、あれ何でしたっけ、エヴァンゲリオンの何とか社ですね。例えばそういったと

ころがよくＰＲされてはいますけど、例えば具体的にコラボするとなったら、やっぱりそ

ういうポイントというのは、ＩＴにたけた人がこっちにもおらへんかったら、片方、すご

い知識、情報を知っている、片方のこっちはこ少しだけしか知らないといったらマッチン

グできないじゃないですか。 

僕も、とある方と、この前ちょっとＶＲ、バーチャルリアリティ、違う、ＡＲのほう

か、拡張空間の話ちょっとさせてもらって、ポケモンＧｏですね、あんな感じです。要

は、リアルな現実世界で、要はネットを参入させていろんな取り組み、例えばイベントと

かをリアルにしていくというような話で結構盛り上がったんですけどね。実際問題、じゃ

あ、そういったことにすごいたけた人とか興味ある人とか、そういう話があったらがんが

んやっていきたいわとか、そういうような方は忠岡の職員さんで、例えば現場の方で誰か

おられますか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 特にその分野分野で詳しい職員がおるかというのは把握しておりません。ただ、議員ご

指摘のとおり、こちらがもしそういうことを導入する際には、こちらもそういう一定の知

識が必要になるかとは考えております。ただ、今現在はまだ把握できておりません。 

 以上でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 できたらその能力の把握ですよね。僕はその辺、ある程度知っていたので、その人と話

が合いましたけど、例えば僕、その知識が全く、ＡＲと言われて、「はっ、何それ」とい

うようなレベルの人間やったら、向こうは多分もう話がそれから全然進まへんかったと思

うんですよ。極端な話ね。で、役所って、いいも悪いもそういうチャンスってめちゃくち

ゃあると思ってるんです。役所というやっぱり大きな町の組織なんで、ですんで、そうい

うのを進めていくに当たって、まず職員さんの、要はどういった分野に関して能力、興

味、わかるのか。 

例えば僕らでも、例えばその分野についてもっと知りたいなと思ったときに、例えば各

課に行きますけど、例えば平の社員、一般の職員さんでも「この分野のことにはオタク的

にこの人、知ってますよ」ということを教えてくれたら、行政としてどうせえというより

も、「教えてください」とか聞きに行けるじゃないですか。理解できていますか、その

分。そういうのをもっと進めていっていただきたいな。それって別に金もかからんし、た

だでできることじゃないですか。職員さん、このＡ職員さんは何々についてすごい得意や

とか、そういうのを示していただけるというのか。職員リストということになってくるん

ですけど、そういうのって進めてもらえないですかね。 

じゃ、例えばそういうときが、きのうのあの会社、名前忘れた。僕、よう物忘れします

ので。その会社の人と会ったときに、「いや、うちの職員でこんなん得意な人、誰々さ

ん、どこどこ課に２人ぐらいいますので、また今度会ってくださいよ」とか言える、紹介

もできるじゃないですか。例えばそういう場合ですね。そういうのをこっちが持っていれ

ば。なかなか今僕は、それは誰が得意で、誰がどうなのかわからないから、できたらそう

いう、交通整理じゃないですけど、人の能力の交通整理をやっていただきたいなとは思う

んですけど、いかがでしょうか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 今ご指摘のとおり、リストとしてお出しできるかどうかはちょっと別として、もちろん

最近、若い職員が多数入っておりますので、その中でそういうコンピューターに関しての

知識、コンピューターって大まかに言いますけども、その一つ一つの知識を、どんなもの

を持っているかというのは情報として把握していきたいと考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 また、もし来年か、次の委員会か何かあったときにはまた質問しますんで、またそれは

絶対に進めていただきたいと思います。 

 すみません、次の質問、いいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ。 

委員（三宅良矢議員） 

 この２７年度主要な施策の成果の中から、ちょっとお聞きします。５ページの中でこち

ら、今回の決算書で款項目がすごい見やすくなったということで、僕はうれしいんです。

ただ、こちらのほうで、款のみで、科目で総務費ということでくくりであって、例えばシ

ビックセンター防犯入退室設備更新工事が、款項目で区分、どれに当たるかというのが一

目で、一見わかりにくいので、次の回からで結構ですので、例えば事業名の下とかに注釈

なりで埋め込んでいただくことはできないでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 議員おっしゃる主要な施策に、各項目にもうちょっと詳しく、事業の成果、概要、その

辺、ピックアップというところになろうかと思いますが、現状かなり細かくは記載してお

るところでございますが、全てをさらに細かくというところがあると、かなりまた期間も

かかるというようなところで、現状、年度年度の決算に対応した部分で進めていく程度で

ございますが、また今後、こういうところが見にくいというところであれば、その施策、
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個別な説明というところで対応を図りたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 説明をしてほしいというよりも、僕がこれ自分で比べる際に、こちらの例えばＬＥＤ防

犯灯リース料というのが、こちらで言えば２款１項１５目１４区分にあるわけですよね。

それをこの成果に書いておいていただければ、すぐにこれをぱっと見たときに、これをそ

の予算と照らし合わせたときにすぐに探せるんですよ。そういったことはやっていただけ

ないんでしょうかという質問です。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 現状でこの部分、かなり科目というところで各衛生費、労働費というところで振り分け

てございますので、その辺で、比べるといってもまた新規、出てきます。過去には去年の

ものと比べれば割愛しておる部分も出てきますのでね。その辺の、一度ページ数を入れる

等々、改良を検討したいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。あと、その成果の概要から右のほうにいくんですけど、事業の

概要と成果なんですが、例えばなんですけど、「防災のヘルメットの整備をしました」っ

て書いてるんですけど、じゃあ何個、どこに、どういった形で置いてるのか。これまで何

個あったのかが全くわからないんです。例えば、先ほどの防犯のことも兼ねてくるんです

けど、防犯灯リースで成果のところで、「維持管理コスト及び消費電力、二酸化炭素の削

減も可能となった」とあるんですが、具体的に、じゃあどれぐらいの数字として置きかえ

られているのかというのが見えてこないんです。成果って、もっと具体的なものやと思っ

ているんで、僕は。それは、はかりにくいものも確かにあるかもしれないんですけど、じ

ゃあ、少なくとも維持管理コストとか出てきますよね。そういったのを何で、前回の去年

のこのときにもまた同じ質問はさせていただいたんですけど、そういった視点での書き方
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がされていないのが、ちょっとほかの課でまた同じことを言う可能性あるんですけど、さ

れていないのがちょっと残念なんで、その辺もっと詳しく、特に数字に落とし込んで、成

果は特にだと思っているんで、お願いできないでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 その辺、議員おっしゃるところは、今よく言うＰＤＣＡ、そういうものでこの分を利活

用するような施策、利活用というところであるかと思いますので、今後もその辺について

は一定、改善を考えていきたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃ、すみません。ヘルメットを実際どれだけ買って、どこにあるんですか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 ヘルメットでございます。こちらの分につきましては役場のほうで購入させていただき

まして、各自主防災組織に貸与というふうな形をとらさせていただいております。個数で

すが、１自治振興協議会に対して２８個のヘルメットを貸与いたしております。 

 以上でございます。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 ４９ページの防犯灯の件ですけども、２７年度で防犯灯の設置は全て済んでるんです

か。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 防犯灯のＬＥＤの件でよろしいでしょうかね。２７年度で全てＬＥＤに置きかわってお
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ります。ただ一部、青空の地区だけ、町並みを尊重するということでガス灯タイプのもの

が防犯灯としてついておりますので、それを除いては全てＬＥＤに置きかわっておりま

す。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 電気料金が上がっているわけなんですが、以前に比べてやっぱりＬＥＤにかえたという

ことで、電気代はかなり下がっているのですか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 ＬＥＤに置きかえての電気代なんですけれども、約４０％強電気代が安くなっていると

いうふうに見ております。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 街灯はリースですね。 

委員長（森 政雄議員） 

 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 はい、リースでございます。 

委員（前田長市議員） 

 １０年間でしたかな。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 はい、おおよそ１０年間です。 

委員（前田長市議員） 

 １０年間。そのリース代と合わせて計算すると、やはりＬＥＤにすることによって町の

負担は大分少なくなってるんですか。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 小倉課長。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 防犯灯に関する全ての経費という面でお答えさせていただくと、ＬＥＤ化した時点で町

の経費は約９０万円ほど安くなっているかと見込んでおります。 

委員（前田長市議員） 

 年間ね。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 はい。 

委員（前田長市議員） 

 そしたら、それが１０年間続いていくわけですね。 

自治防災課（小倉由紀夫課長） 

 そうです。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 今現在、ＬＥＤは、防犯灯だけですね、町の負担でしているのが。それを町の施設まで

広げるわけにいかんのですか。要するに、防犯灯をすることによってそれだけの経費が浮

いているわけですので、忠岡町の施設ですね。要するに庁舎、学校、保育所、幼稚園、全

ての電球についてＬＥＤにすることによって、電気代の経費に防犯灯と同じような対策を

とれば浮いてくるんと違いますか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 町の施設の中で、例えば本役場、シビックセンターの照明をＬＥＤ化にしたらどのよう

な節減が出るのかというところにおきましては、まだまだそこまでの状況には至ってない

ところでございます。ただ、以前にもこのシビックセンターの照明をＬＥＤ化したらどう

かというご質問をいただいた記憶がございます。その時点で調査のほうをさせていただい

たんですけども、やはり防犯灯、ＬＥＤの設置というようなところでの部分では屋外とい

うところであろうかと思います。それで、シビックセンター、役所内の照明灯につきまし

ては、私たち職員が執務する執務室が中心になってきますので、その執務室をＬＥＤ化し

た自治体も、一応結果というところで見たところは記憶しておるんですけども、やはり経

費削減だけのメリットだけが生じるんではなくて、逆にその反面、デメリット的な記載も

ございました。それは、その執務室の照明をＬＥＤ化することによって、やはり目のちら
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つき等の不快な感覚に職員が多数なったというところは記憶しておるところでございま

す。 

今後、そのようなデメリットの改善策、また今委員言われておる町の役場を含めての公

共施設全体をＬＥＤ化したらどのような効果があらわれるかというところは、先ほど申し

上げましたように検証までは至ってないんですけども、一度そのような、どのような効

果、削減があらわれるのかというところの部分での検証を、まあ検討という段階ではござ

いますけれども、やっていきたいというところで考えてございます。 

町長（和田吉衛町長） 

委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 検討したんですがね、ちょっと財政、逼迫してるでしょう。１０年後か、何年後か、ま

た何千万も一斉にという金ないでと。だから新しいところからやっていこう、徐々にやっ

ていこうということで落ちついているんです。無理していかんとこということで、健全化

の意味もあります。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 防犯灯の場合はリースになってますわね。だから、そういうリースを使うというケース

もありますわね。そういうのでしたらそんなに経費もかからないと思いますんですけど

も、その点どうなんですかね。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 無理して交換まで要らんやろうということで、まあ落ちついてるんですけど。これがご

っつい効果があるという、今も言うように健康にもええぞとかね。まあ、このままいった

らいいん違うかということで言っているんですけど。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 防犯灯の効果がざっと９０万ですか、総合的に合わして。だから忠岡町の電気代を払っ

ている、全ての庁舎ですね。施設、合わしたら電気代って何ぼぐらい要ってるんですか。

それは今のところわからないですか。各施設ごとに電気代が出ますわね。それを全部足し

たら電気代がどれだけ要ってるかというのはわかりますわね。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 前田委員おっしゃるとおり、シビックセンターを含めて出先の公共施設の電気代、全て

合計しますと、町としてどれだけ負担が出ているかというところが把握はできるというよ

うに思ってございます。ただ、ちょっと今現在、その全体の資料というのは持ち合わせが

ございません。ご理解いただきたいと思います。 

委員（前田長市議員） 

 また検討していただいて。以上です。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

 他に。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 まず、今ちょっと電気代のお話がありましたので、前にもお聞きしているんですが、新

電力のほうですね。来年、新年度からやっていきたいというふうにお聞きしていますの

で、その進捗状況とかもしあれば、ちょっと教えていただきたいんですけど。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長 

総務課（南 智樹課長） 

 さきの総務事業常任委員会協議会並びに全員協議会のほうで、河野議員のほうからその

ご質問をいただきましてご回答させていただいたところでございます。そこで各、シビッ
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クセンターを含めて出先の施設等の現契約期間等々も考えましたら、来年度、２９年度よ

り実施できるような形で各課との調整を連携しながら進めさせていただきたいというふう

には、今思っております。ただ、その進捗につきましては、前回お答えさせていただいた

以降につきましては、今現在はあまり進んでいないというところが現状でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ここではシビックセンターだけの電気代、載っていますけど、今言うてましたようにい

ろんな出先機関の電気代もありますから、かなり安い電気代にしたら効果があると思うん

です。９月の定例議会の中でも、やはり長期包括の中で電気代が高くなったということ

で、薬品代も込めて４６０万ぐらい持ち出しがありましたので、ぜひこれは新年、できる

だけ早いほうがいいと思うんで、新年度でなくても年度の途中でもいいと思うんです。で

すので、頑張って進めていっていただきたいというのと、それお願いします。 

 ４３ページの、さっき言うてました防犯入退室設備更新工事なんですけど、昨年度が６

７５万円で今年度がまた出てるんですけど、これは毎年毎年、更新工事をしないといけな

いものなんでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今、ご質問いただいた工事請負費なんですが、２６年度、２７年度の２カ年度事業でご

ざいまして、今年度以降については発生するものではございません。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 じゃ、もうこの年が最後ですか、カードを入り口で通しますね。あれのところですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 



78 

 

総務課（南 智樹課長） 

 職員の入退室、出退勤も兼ねている、職員証も兼ねまして、あとセキュリティーで対応

しています部屋、扉等のものが、その職員証をタッチすることによって開閉されるという

セキュリティーのものでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そして、４５ページなんですけれども、委託料で法律相談の委託料が出てるんですけど

ね。忠岡町は毎月あるんだけれども、その当日の９時ジャストにお電話して予約という形

を今とっておられます。ですね。それで、すみません、１日何名ぐらいまでが申し込みで

きるんでしょうか。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 １日といいますか、１回当たり６件ということでしております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 事前に申し込みできないというところがありまして、非常にお困りやというのも聞いた

ことがあります。例えばお仕事をされていらっしゃる方とかが、休まんと法律相談に行け

ないけど、その当日にならないと取れるかどうかね。ほんま９時ちょうどを待ってぱっと

電話しないといけないので、これはちょっと変えたほうがいいんじゃないかなと思うんで

す。というのは、和泉市なんかは１週間ぐらい前に電話で申し込みできるんです。ですん

で、いろいろトラブルもあると思いますので、これは当日の９時で先着順という方法はち

ょっと変えていったほうがいいんじゃないかなというふうに思っているんですけど、担当

のほうはどうお考えでしょうか。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 ９時の今、受け付けということになっております。これもある意味で公平性を見た上で

の申し込みという形でございます。長い間この規則でやっておりますが、議員のおっしゃ

られたこともまた勘案して考えていきたいと思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ちょっと周りのことも調べていただいて、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今の法律相談にちょっと上乗せして聞きたいんですけど、例えば最近、弁護士さんでも

初めの３０分、初回案件でしたらただでするところってちょこちょこ出てきてるんですけ

どね。例えばそういったところを、もしあふれた人、でも本当に今おっしゃるように仕事

で、「こんなん、きょうしか来られへんねん」とかなった場合って、一応そういったとこ

ろを紹介とかチラシとかを事前に準備しておいてか、リストアップしておいて、「どうで

すか」みたいな示しってできないんですかね。変な話、信用性の担保でしたら、大阪弁護

士会に所属しているということである程度の担保にはなると思うんですけど、どうでしょ

う。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 現在も確かに何件か漏れる方、いらっしゃいます。そういうふうな方には先ほど先生お

っしゃいました弁護士事務所、大阪弁護士会の法律相談、あるいは内容によりまして、例

えば消費関係ですと消費相談センター、女性関係ですと、うちの課あるいは女性相談セン

ター、それぞれ無料の相談もございますので、なるべくそちらのほうをご案内するような

形でお話しさせていただいております。今後もいろいろ考えまして、よりよいところを紹

介していきたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 このまま質問しても大丈夫ですか。すみません。ちょっとまた違う質問します。２款１

項１目の区分１３の住民訴訟ですね。この訴訟の経過報告をちょっと教えていただきたい

んですけど。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 三宅議員、今おっしゃいましたように、今現在、住民訴訟が行われておるというところ

でございます。で、今月に第６回の口頭弁論が実施されたところでございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それ、第１審ですね。１審というか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 はい、そのとおりです。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 大体いつごろをめどに終わりそうとか、そういう話は弁護士さんと話しされることはな

いですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 
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 私も、今おっしゃっていただきましたような、いつごろ終了するのかというところで、

うちの弁護士にもお話しさせていただいたんですけども、ちょっと終わる時期について

は、今現在においてはわからないという状況でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。このままいいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 あと、すみません、この下の国際交流事業補助金のことについてお伺いするんですが、

ピットウォーターがなくなったんですかね。市自体がなくなるんですかね。変な話、なく

なった後、その受け入れる市とどういうふうに交流していくとか、この辺の国際交流に関

して今後の展望、展開。ちょうど小島さんですね、会長がお亡くなりになって、奥さんに

かわったということなので、多分いろんな意味で転換期やと思うんですけど、そのあたり

どのように当面お考えか、お答えください。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 議員おっしゃるとおり、この５月にピットウォーター市からノーザンビーチーズ市に変

更になっております。合併という形でございます。で、現在のところノーザンビーチーズ

市、あるいはほかの市、例えばコートークですとか幾つかの市が、３つの市が合併しまし

てノーザンビーチーズ市になりました。それぞれ幾つかの市が友好提携、結局３つ結んで

いる形になります。現在のところピットウォーター市も、現状で進みたいという意向も聞

いてございます。交流の内容は若干、向こうも混乱しているようですので変わるかもしれ

ませんが、この夏行われました青少年の交流につきましても、ピットウォーターの高校、

受け入れしてくださっております。引き続き青少年交流はしていこうという確認もしてご

ざいますので、２０年続いている交流でございます。お互いの両市の間にも信義を結んで

おりますので、現状のところでとにかくこの友好提携を進めていきたいと考えてございま

す。 

 以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅議員。 
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委員（三宅良矢議員） 

 そのあたりについて現会長とどういうふうに話、進めていくか、会長を初め主要な人ら 

と何か具体的な話というか、はどのようになっていますか。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 現在の会長、新会長、奥会長でございます。引き継ぎの折、ピットウォーター市、いわ

ゆるノーザンビーチーズ市とは引き続き交流を図るようにと指示はいただいております

が、今後の細かいことにつきましては、また国際交流協会の中でいろいろと諮ることがあ

るかと思いますので、その折に相談していきたいと考えてございます。 

以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 まだ詳細までは、しっかりと話はまだやってないということでいいですね。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

委員（三宅良矢議員） 

 今後、話し合いやということで。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 会長との間、これは非常に重要なことでございますので、ノーザンビーチーズ市の関係

につきましては、会長には一定ご報告、我々の知る限りのご報告はさせていただいている

ところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ノーザンビーチーズ市との関係もそうですけど、国際交流協会としての今後についてで



83 

 

す。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 その点につきましては、まだかわって２カ月ぐらいでございます。今後、折に触れ考え

ていくこともあろうかと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 あとすみません、次の、この下にある区分２２の公共施設等事故賠償金で１万３，２２

７円ですが、これ一体何でしたっけ。どのような事故か教えていただけたら。すみませ

ん。多分何か報告を。 

委員長（森 政雄議員） 

 ページ数を言ってあげて。 

委員（森 政雄議員） 

 ３８ページの補償補塡及び賠償金で、公共施設等事故賠償金の件なんですが、これ、ど

のような事故でしたんでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 平成２７年の５月２６日に発生した事故でございまして、町民いこいの広場におきまし

て被害者が転倒し、そこに設置しておりましたネットフェンスの下枠の継ぎ目部分に頭部

をぶつけて、けがをされたという事象でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 これは保険で全額賄われることはなかったんですか。 
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総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 全額補塡されております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すると、この１万３，２２７円というのはどういった費用になるんですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 この１万３，２２７円につきましては、今回、被害者の方がけがされたというところで

ございますので、その相手の方に対しての損害賠償をお支払いさせていただいたというも

のでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それは保険には入らない項目なんですか。保険の保障には入らないという。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今申し上げた損害賠償は歳出でございますので、当然ながら町といたしまして保険は入

ってございます。この分については歳入で入っています。 

委員（三宅良矢議員） 

 入ってきた。すみません。ありがとうございます。 
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委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 ５１ページのプレミアム商品券の件ですが、これは本町においては３０％というプレミ

アムをつけて、１００％完売ということでしたんですけども、その効果額というんです

か、これによってどれだけの効果があったか、お願いします。 

産業振興課（小林和子課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 消費喚起のほうはアンケート等をとらしていただいて、調査、商工会を通じてしていた

だきました。調査のアンケートの内容ですけれども、その商品券があることによって消費

効果が上がった方、また商品券プラス現金をまだつぎ込んで消費された方、そういった調

査回答をさせていただいております。で、ほぼほぼこの消費喚起効果というのも、ちょっ

とパーセントのほうが出てたんですけれども、ちょっと今手元にございませんけれども、

そこそこ上がっておったという感じでは出ております。 

すみません、それで、その結果なんですけれども、去年の１０月中旬に調査させていた

だきまして、回答率が３０．７％、１９２名の方からお答えいただいております。それに

ついては、１冊当たりの消費喚起額、これが２，９４８円という形で出ております。１冊

当たりの消費喚起額です。それに全冊が完売されておりますので６，０００冊、２，９４

８円に６，０００冊を掛け合わせた額、１，７６８万８，０００円、これが忠岡町におけ

るプレミアムつき商品券の、国による計算方式を用いた消費喚起効果額であったと、その

ような形で報告させていただきました。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 やり方もちょっと工夫して、今後もしあればね、あれば必要かと思うんですが、この商

品券を発行することによって、忠岡町に必ずお金は落ちてますわね。今も言うてましたよ

うに、お釣りが出ないということで、必ずその商品券にプラス現金がついてますわね。オ

ーバーした場合ね。その分だけでもやはりこのプレミアム商品券というのは金額以上のお
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金がやっぱり忠岡町に落ちてると思うんですね。そういう点では、このプレミアム商品券

というのは、町の負担もなくて、なおかつ消費喚起が進んだということで、かなり効果が

あったかと思うんですけど、その辺どうですか。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 前田議員おっしゃるように、プレミアムが３割というのがそもそも大阪府下でも最高額

のプレミアム分をつけておりましたことを加味いたしまして、町内で全冊、本当の換金

額、全枚換金されれば７，８００万円の消費相当額になったはずなわけでございます。そ

のうち１，８００万円がプレミアム分という形でございます。先ほど申し上げた１，７８

０何万円というのがその消費喚起効果額ということになってましたので、国からいただい

た１，８００万円にほぼほぼ近い額が消費されたと。アンケートの中には、１０月中旬で

アンケートさせていただいてますので、多くの方に商品券を使用していただいたんですけ

れども、その全ての方から回答をいただいているわけではございません。もちろん高額な

お部屋の改造費ですとか畳を購入し直したとか、そういったお話もたびたび聞かせていた

だいておりますので、高額な部分も消費されたという方もおられたというのも事実でござ

います。ですので、本当に国の施策とはいえ、忠岡町内でも多くの店舗がこのプレミアム

つき商品券に参加していただいたこともあり、新しいお店を知ったという回答もアンケー

トの中から出ていたことも事実でございます。そのようなことからこのようなことに、こ

の消費喚起事業につきましては、消費者の方にとっても、また消費者だけではなくて事業

者サイドにとってもいい消費喚起効果、商品提供のイベントになったのではないかなとい

うふうに担当課では考えております。 

委員（前田長市議員） 

 結構です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（前田 弘議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田弘委員。 

委員（前田 弘議員） 

 ４２ページのシビックセンター費の施設修繕料というのが８００万円余り使われてるん

ですけども、この６階でもかなり水漏れやってるところがあるんですよね。これ、水漏れ
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やってるということは、軀体とこのガラスが外れてるんと違うかというように私は判断す

るんですけども、これは私らの呈祥会の部屋もそうだし、無会派の部屋もそうだし、この

議会事務局も何カ所か漏れてるんですよね。前から言っておるんですけども、うちの事務

局長も身内思いか何か知らんけど、言わないということもありまして、この際一遍言って

おいたほうがいいかなと。いつどこでどんなふうに落下するかわからんなと。このパテと

ガラスが外れてるんと違うかというように思うんですよね。それで、一度この修理につい

て一遍検討してもらったらどうかなと。共産党の部屋は漏れてないんですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 できてすぐ漏れてました。 

委員（河野隆子議員） 

 窓にタオルね。風向きによって。 

委員（前田 弘議員） 

 これは建設担当部長ですか、どうなんですか、誰が担当ですか、これ。前田建設にもう

１回言うておくか、これ。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 施設の管理は総務課の管轄なんですけれども、施設は私どもが担当しましたのでお答え

をさせていただきたいと思います。 

 まず、この建屋が当初から漏れるというのは私も承知はしてございますけども、基本的

に耐震性を高めるためにガラスと枠、フレームは固定してないんです。だから、大きな地

震があっても、カーテンウォールという構造ですけども、建物を揺らしながらもたせると

いう特異な構造をしてございますので、基本的には引っついてないということになってご

ざいます。その中で、当初から漏れていたということはちょっと不徳のいたすところです

けれども、ゴムがもう１８年たって、少しずつ劣化してきているところもあると思います

ので、それはまた施設の点検を、経過的な点検を行っていただいて、悪くなったら対応し

ていただくということが現実的な対応策なのかなというふうに考えておるところでござい

ます。 

委員（前田 弘議員） 

 そうすると、点検はいつやるんですか。雨漏りになってきてですね。やっぱり雨漏りと

いうのは一番やっぱり軀体を朽ちさせるというようなこともあるんでね。これ、普通の家

やったらみんなしますよ、修理。これは町やから、庁舎やからね、「ああ、ええやない

か。うちの家と違うし」というような形で放ったるんやと思うけどね。これ、いつかは一
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遍やらないと、あっちもこっちも水、漏れてるんやというようなことでね。一遍どうです

か。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 びっくりするほどの金がかかるんです。 

委員（前田 弘議員） 

 そうやろな。言うてもな。プールのあの上のガラスも、何か落下したんですか、割れた

んですか。どうなったんですか、あれは。かえごとしましたね。２枚か３枚か。あれは落

ちたんですか。町の駐車場のほうへ。あれは落下したんですか、ひび割れたからかえたん

ですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 プールの屋根が落下いたしまして、駐車場へとめていた車が損傷したというお話をいた

だいているかと思うんですけども、やはり自然の熱によって劣化が生じたことによって、

破損で落下したというところでございます。 

委員（前田 弘議員） 

 とにかくこの庁舎もやっぱりそういうふうなことになってきて、大きな事故が起こった

らいかんのでね。大きな金もかかるんやと思いますが、それはどうせ簡単にできるものや

ったらやると思うんやけども、あっちもこっちも水漏れしてるんやから。６階だけと違う

と思うんですよね。５階も４階も漏れてるんと違うかなと思うんですね。とにかくけがを

せんように早く手を打っていかないと、何かあったら新聞に載るでというようなことにな

るんでね。その辺、ならんうちに早く手を打っていただきたいなというように思いますん

で、その辺よろしくお願いしておきます。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 
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委員（河野隆子議員） 

 ６１ページなんですけど、この年は国勢調査があった年なんですね。で、職員の方も遅

くまで町の中で見かけて、大変ご苦労されたと思います。それで、数年前になんですけ

ど、国勢調査でなかなか回答いただけなかったら、その分交付税が減らされるということ

を数年前にお聞きしたことがあったんですけど、この２７年度の国勢調査では、拒否され

る方とかはいらっしゃらなくて、大体全部は把握できているんでしょうか。２８年度で８

００人ほど人口は減ったというふうには聞いておりますけれども、ちょっとそのあたりを

お聞きしたいんですが。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小林課長。 

産業振興課（小林和子課長） 

 実際調査員、今回の国勢調査は初めてネット回答、オンライン回答が事前に導入された

というところが一番変わっていた点ではあったんですけれども、本町でも３０％強はオン

ラインで回答されたと。残りは今までどおり調査員さんが応対して、紙媒体の調査票をと

いう形で聞いております。 

まだご理解いただけない方、あるいは協力的でない方も、ほんの数名はおられたという

ふうにはお聞きしておりますけれども、実際に顔を対面して、あるいはインターホンでい

らっしゃるのを確認しているということであれば、その調査票の詳しい内容はお聞き取り

はできないにしても、いらっしゃるということで、このお家が存在しないという形ではな

く、この世帯はあるという形での回答だけはさせていただいているようにはしておりま

す。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そうですね。ネット回答というのが３０％強もあるということで、若い方はこういった

のを利用されるかと思うんですけど、そしたらそんなに影響はなかったということでよろ

しいでしょうか。 

産業振興課（小林和子課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 小林課長。 
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産業振興課（小林和子課長） 

 そう多くないと。お家も見てあって、インターホンで応対ができている、あるいは郵便

物も、１回ぽっきりで調査員はやめるということをいたしておりませんので、夕刊、朝刊

などがちゃんと抜け入れられている、あるいはきのうあった郵便物が透けて見えて、ない

ですとか、洗濯物の様子ですとか、そういうことで居住の実態を想定することは可能です

ので、空き家ではないということだけは確認できた場合には、ちゃんとその数の中に入れ

ております。ということで、委員さんおっしゃるように、そんなにたくさんいらっしゃら

なかったというふうに思っております。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ５０ページの人権啓発費の男女共同参画事業に関連してなんですけれど、ドメスティッ

クバイオレンス、ＤＶの相談件数が、昨年度、２６年度は３４件ということでありました

が、２７年度は何件ございましたでしょうか。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 ただいま是枝議員からありました３４件、これ、申しわけございません。３４件はこの

２７年度ということで、申しわけないです。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２７年度ですか。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 はい。前年度が１６件ということで数、カウントさせていただいております。人権相

談、２７年度、延べで５７件ございまして、ＤＶ等の一定女性相談、３４件ということ

で、申しわけないです。それでちょっと報告させていただきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 年々ふえてきているということであります。このＤＶというのが、なぜ男女共同参画の

中でも大きな位置を占めて、事業として取り組まれているのかと、相談事業。というとこ

ろが、日本が締結している国連の女子差別撤廃条約がなかなかちょっと、世界的に進んで

いないというところで、１９９３年に国連が女性に対する暴力撤廃宣言というものを採択

して、「女性に対する暴力は、女性が男性に比べて従属的な地位に置かれることを余儀な

くさせる重大な社会的な構造の１つだ」ということで、女子差別撤廃条約の障害になって

いるというところで、非常に大事な部分だということで言われています。 

で、ＤＶの相談は一応受けていただいたりとか、いろいろな形で救済もされるんですけ

れども、ＤＶをする側の、ＤＶ夫の更生プログラムとかが国のほうでも不十分ですし、啓

発なりいろいろ、そういう不十分なんですね。女性だけ相談を受けても、ＤＶする人が減

らなければ大変いつまでたってもなくならないということで、これはやっぱり国としても

その対応についてはやってもらえて、忠岡町ではなかなかそこまで専門的過ぎますし、そ

んなん、「来い」と言っても来ないですから、そういった点での相談は続けながら、そう

いった更生プログラムについてもやっぱり国に対して要望していただきたいというふうに

思います。その点では要望もぜひしていただきたいと思いますが。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 おっしゃるとおりＤＶというのは命をも奪うような、基本的人権にかかわる問題です。

本件につきましては国への要望という形でＤＶ、あらゆる案件を含めてですが、大阪府の

町村長会のほうからも要望として現在上げてございますので、それを通じまして粘り強く

啓発してまいりたいと考えてございますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 ありがとうございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 もう１点、忠岡町の男女共同参画の計画ですね。これがもう見直しする年に、５年、来

ましたので、それについての見直しについてはどのようになっていますかという点です

が。 

町長公室（明松隆雄理事） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 社会情勢によりまして男女、女性の総活躍法等、いろいろ新しい法もできております。

５年経過したものもございますが、これにつきまして必要に応じて懇話会の開催等につい

ても検討しながら考えてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

 それと、今、安倍政権というんですかが「女性が活躍する社会」ということで、またそ

ういう目標値を持って計画をつくるようにという、また何か言ってきているということ

で、行政は義務と、３００人以上の企業は努力義務ということでありますが、忠岡町はそ

の目標値、計画ですね、どうなっているでしょうか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 今、ご質問の点、忠岡町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画と

いうものを、本年３月に策定してございます。その中で、職員採用における部分になりま

すが、幾つかの主なものがありまして、採用に関しましては３２年度末までに、現在の実

績、３６名の女性職員より２０名引き上げて、女性割合を２５％以上にするというのがご

ざいます。ごめんなさい、これは受験者数です。それから、職員に占める女性割合、これ

につきましては２６年度の実績、３６％より４％引き上げ４０％以上にするという目標が

ございます。また、そのほかにも、同じく３２年度までになるんですが、管理的地位にお

ける職員に占める女性割合、ここでは課長代理級以上としております。につきまして、現

在１８．６％を２％引き上げて２０％以上にするというような目標を掲げてございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 これは忠岡町のホームページでも見ることができるでしょうか。公開されていますでし

ょうか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 ホームページに掲載してございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 どこを、わかりやすい男女共同参画というところの部分でありますでしょうかね。そこ

から引けますでしょうか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 各課の欄がございまして、秘書政策課のところをクリックしていただくと出てくるよう

になってございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 秘書政策課というところにそのような計画があるというふうなのを知っているのは、私

も知りませんでした。なかなかちょっと、知っていれば秘書政策課にアクセスできますけ

ど、ちょっと男女共同参画のところね、明松理事のところを一生懸命見てもないわという

ことになるかと思いますので、その辺はわかりやすくしていただけるようによろしくお願

いします。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 是枝議員おっしゃいますとおり、男女共同参画のページの中にもリンクを張りまして閲

覧できるようにしたいと思います。よろしくお願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 お願いします。はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、５１ページの地方創生先行型交付金の活用事業についてなんですが、２，９００

万円でですね。これがこういう６つの事業をされまして、それについての評価というもの

も、検証についていただいて、議会にもお出しいただいております。これ、本当に国は腹

立つことに、２８年度はこれ全部はしごを外して１円もくれないという、５年間はでもこ

れ継続してやらないといけないし、検証しないといけないということで、非常に効果が上

がっているという、中身的にも非常にいいことをされている分もあるので、これについて

５年間継続して充実させていくという方向で取り組まれるのでしょうか。効果があったと

いうことでされておりますので、そのあたりはどうされますでしょうか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 今、ご質問いただきました、またお話しいただきましたとおり、それぞれ６事業ござい

ます。そのうちの１つは総合戦略の策定事業でございますので、これはもう策定しており

ます。そのほかの５事業につきましてはＰＤＣＡということで評価を外部組織、外部の委

員さんを含めて評価をいただいたところでございます。また、評価が出ているところにつ

いては引き続き、また低かったところについては今後もより効果の上がるように進めてま

いるということで、担当課を含めて確認しているところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 この５つの分についてはＫＰＩ、重要業績評価指数というものを設けて、この地方創生
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の計画の中にはＫＰＩを設けずにメニューとして並べて掲げていらっしゃる分もあるけ

ど、このＫＰＩというもの、目標値を設定されたものについては、どのみち補助金くれな

いんや、交付金もくれないんやから、それは余り気にしなくてもいいということになって

いるかと思いますけれども、例えばもう少し改善してすればいいのではないかというふう

に、地方創生の戦略の会議の委員さんからもいろいろ意見が出たとした際に、やっぱり充

実させて、不妊の治療とか、例えば子育て支援の子どもの医療費や、また英語の分をもっ

ととか、回数を多くとかいろいろ出たり、住宅取得についても非常に、やっぱりこれをも

っとやってほしいという声があれば、やはりＫＰＩを掲げている以上、そこまではふやし

ていかないといけないんではないかというふうに思いますけども、その点について、この

ＫＰＩについて、指標値、どういうふうに、そこまでは頑張る、努力するというお立場な

んでしょうか。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 今、お話の中にありました、確かに補助金につきましては初年度のみで、あとは外され

ているという状況でございます。だからといって、当初設定しております目標値に向かっ

て、補助金をいただけないからということは決してございません。また、これにつきまし

ては効果検証会議というのを毎年度実施してまいりますので、その中で足りない部分、ま

た、やり方を含めて検討を重ねてまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 大変でしょうけども、ぜひよろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、議長と議会のほうにちょっと。前も議長のほうにも相談させていただいた

んですが、土・日・祝に要は控室を使いたいという要望になります。ほかの市町村のちょ
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っと何人かの議員にも聞いたんですけど、土曜、日曜、祝日、基本的にも使えると。そこ

の守衛さんに言うて入れば、入退室に関しては、連れとかはさすがに無理やけど、本人、

議員個人に限ってはできるところが結構あるみたいで。何でかといいますと、こういった

資料も、４年間になるとこの４倍になるわけで、何年かおっていろいろ調査したい場合

に、家に持って帰るわというのはさすがに非効率的なんで、できたらそういった検討をお

願いしたいということでちょっとお伝えしたいなと思いました。よろしいでしょうか。こ

れ、誰に質問したらいいんか。 

議長（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 和田議長。 

議長（和田善臣議員） 

 これは庁舎管理の面になってくると思うんで、総務のほうで答えてもらいたいんです

が。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 局長。 

議会事務局（阿児英夫局長） 

 最初に議員間協議していただきまして、土・日使用するということになりましたら、議

会のほうから事務局のほうへ要請いただきまして、シビックセンター管理という、今議長

が言われましたとおり管理がございますので、その辺、理事者側と協議して決めていくと

いう流れでございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 この委員会でそういう要望があったということで、ご検討くださいということでお伝え

しておきます。要望があったということでお伝えしておきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 簡単なことですけれど、４５ページの広報公聴費についてですが、これ、議長にもお願

い、さっきいたしました。忠岡の議会だよりの発行は特別にはしてないんですけれども、
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広報ただおかに議会だよりというんですかね、議会があったときはこういうことが可決さ

れましたというコーナーをいただいて、載せていただいてるんですが、議会の時期だけ要

るもので、ないときは要らないものなんです。で、もう少しわかるような紙面に、読んで

も私もわからないときがありますので、わかる内容等ですね。どういう議案が、議案のタ

イトルをそのまま載せてもわからない場合がね。一部改正って何やろうと、私もわからん

ときがありましたけど、そういう、もう少しわかるような内容での報告というか、住民の

暮らしのことをこうするって決まったということですので、それをもう少しだけ、もう一

言だけ丁寧に書いていただきたいなということや、一般質問についてはまた紙面が限られ

ているでしょうから、とりあえずその議案の分だけでもちょっとだけわかるように書いて

いただけませんでしょうかと。そういう点なんですけど。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 議会だよりにつきましては、議会の事務局からいただいている原稿に基づきまして作成

させていただいております。先ほどお話もありました議案につきましては、議会のほうで

お話をいただいた上で、それをいただくような形で掲載ということでさせていただいてご

ざいます。その辺、何とぞご理解いただきまして、よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 また、議長のほうで取り計らっていただけたらと思います。 

議長（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 和田議長。 

議長（和田善臣議員） 

 その際に、また代表者会議なりで諮るんですが、紙面の余裕というのは、今見たらかな

り窮屈になっていますよね。紙面がね。その辺が、我々としたらちょっと無理に頼むのも

つらいかなという部分があって、その辺どうですかね。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 明松理事。 

町長公室（明松隆雄理事） 

 ページなんですが、現在、大体平均２０ページほどでいっております。それで予算を立
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てておる中でさせていただいておりますが、やはりどの程度載せるかによりましてページ

の単価が上がってまいります。予算もございますので何とも申し上げられませんが、ふえ

るとなれば当然予算増という形で臨まざるを得ないかと思いますので、その点はまたご検

討いただければと思います。 

委員長（森 政雄議員） 

 和田議長。 

議長（和田善臣議員） 

 これはやっぱり議会のほうで、いずれは作成して、議会だよりというのはつくらなあか

んと思います。朝からも是枝議員がちょっと言われました。私、「了解しました」と言う

たんですが、代表者会議でもその辺のところは私の考えを言ってますので、やらなあかん

のはわかってますけども、急いでつくって、しょうもないものができてもしゃあないと。

ですから、できるだけ早期に実現できるように、皆さんと相談して持っていきたいと、か

ように考えています。 

ただ、広報に載せる分については、やはり広報担当も苦しい部分があるんで、余り無理

は言えないかなと思います。いつ幾日議会がありますよというぐらいは載せてもらえる

と。その辺で了解願いたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。よろしくお願いします。あと、もう最後。 

 ６１ページの国勢調査に関してなんですけれども、国勢調査の人口、国調人口がふえた

減ったということの影響は、どういった部分でございますでしょうか。どういう分野に影

響するんでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 国調の人口が交付税に影響があるというところがご質問の主旨かと思いますけども、そ

うでしょうか。 

委員（是枝綾子議員） 

 影響がありますかということです。 

財政課（田中成和課長） 

 現在、先ほどもお話があったように、８００人を超える人口が、国調人口で２２年度か

ら２７年度で減っております。この分、ことしの交付税、２８年度の交付税なんですけれ

ども、速報値ということで反映しておりまして、現状、算定費目が人口によりまして計上

される費目、この部分に影響がございます。見込みでその８００人、１人当たり８万円ほ
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どの交付税の減収を見込んでおりましたが、現状は全国的に人口が減少傾向というところ

もあり、交付税の特徴のところでも申し上げましたが、２７年度の算定から新規に人口減

少等特別対策事業という項目が設定されまして、そのことによる補正等で需要額の減が抑

えられ、本町におきましても、例年どおりの額が交付されたものと考えていますので、さ

ほど影響はございませんでした。 

 交付税に関しての影響ということでは、以上で説明を終わります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。全国的に減っているので、忠岡だけではないから影響がなかったけれど

も、これがふえたり減ったりというところが出てきた場合はまた変わってくるという、状

況がやっぱり不変のものではないので、やっぱり国調人口は、人口をふやすための地方創

生の事業ということで、人口がふえる目的でこの事業をされているので、いらっしゃるの

に取れないということなのか、それとも減っているということなのかはちょっとわかりま

せんけれども、できるだけ減らないようにということで役所のほうでも努力いただきたい

と思います。 

 答弁は短く。 

委員長（森 政雄議員） 

 誰に。 

委員（是枝綾子議員） 

 誰にでしょう。地方創生の担当の方ですかね。頑張っていただいて人口をふやしていた

だきたいと思います。影響が出てこないように。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 地方創生は、人口減少社会に向けての施策ということになっておりますので、そのとお

り進めてまいりたいと考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですね。 
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委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ５４ページの２款２項２目の１３区分の相続財産管理人選任予納金のことでなんです

が、午前中、前田長市先生から空き家のことについて質問があったと思うんです。それ

で、特定空き家の法律が、空き家対策推進法で特定空き家に指定する権限が、ちょっと僕

の見解が間違いだったらまた指摘してくれたらいいんですけど、市町村に、大枠は国が決

めているけど、細かい運用に関しては市町村に委ねられてると。来年度、空き家について

の調査を始めていくに当たって、忠岡独自で、周辺市と連携してか、そこはわからないで

すけど、特定空き家と、空き家認定に関して何らかの基準というのは設ける予定なんでし

ょうか、どうでしょう。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 一応、２８年度につきましては空き家がどれぐらいあるのかという把握をしているとこ

ろでございまして、次に先ほどご指摘ありました特定空き家の認定ですね。まず、認定す

るための基準を国・大阪府が示されておりまして、それを今各市町村が練っているところ

でございます。先ほど近隣にということもありましたけれども、この近隣市の動向も注視

しながら、また協調もしながら、同じような基準で特定空き家に認定できるように、今後

検討していくものというふうに認識してございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すると、国と府はもう特定空き家ということに関しては示しているので、あとは市町村

が、いわば認定するかせえへんかの基準を決めていくという段階にあるということでいい

んですね。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 国と大阪府は現在、ガイドラインですね、特定空き家に認定するための各項目について

の考え方を示したガイドラインを出しましたので、それを受けて市町村独自の認定の基準

をつくっていくということでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 そのガイドラインっていただけますか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 ホームページに載っているかと思いますけれども、必要であればお渡ししたいと思いま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 また下さい。以上で結構です。ありがとうございます。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 今の関連やけど、私も朝、聞いたんですけども、空き家というのは、空いているのも住

んでいるのも税が一緒やという話、朝からの話はね。で、もし空き家の家を取り壊して更

地になったらどうなるの。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 評価といたしましては、更地にされますと評価額の７０％が課税標準となります。で、

小規模住宅というのは、その評価額の６分の１が課税標準となりますので、その６分の１
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が取っ払われると、評価額の７０％で課税、評価することになります。 

委員（前田長市議員） 

 ６倍掛ける７０％ということ。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

住民部（山田昌之次長） 

 １００万円といたしますと、小規模住宅の居住地の場合、割る６で１６万６，０００円

の評価が、更地にしますと非住地となり７０％ですので７０万円ということになります。 

 以上です。 

委員（前田長市議員） 

 大体４倍近くになるんですね。 

 それは国の政策やから、忠岡町に言うてもしょうがないんやけども。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。特定空き家に指定されますと、勧告されますと、うちのほうはその６分の１を

なくして、普通の課税にします。非住宅の課税にいたします。以上です。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 空き地、更地にしなくても４倍の課税になるということやね。 

住民部（山田昌之次長） 

 はい。 

委員（前田長市議員） 

 わかりました。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい、最後。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。先ほどの質問の関係なんですけど、去年ぐらいに新聞メディアで、大阪府

の中で忠岡町が空き家率ナンバーワンやということで、２０．何％ということが報じられ

たんですが、それって、その計算とか分子、分母の持ち方って何やったかってわかります

か。 

町長（和田吉衛町長） 
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 どの記事で。 

委員（三宅良矢議員） 

 毎日。うちで見たんで毎日ですね。去年でしたよ。この特定空き家の件で。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 すみません、それ、ご指摘されたときに大阪府に問い合わせをいたしました。これは忠

岡町の特定の部分をとらまえて、そこの部分の空き家率を出したというところでございま

す。駅周辺だったかと思うんですけども。ですから、府下全域の全戸数を比べたものじゃ

なくて、特に駅周辺の特定の部分をピックアップして比べた数字が、たまたま高かったと

いうふうに聞いてございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。もう質疑ないですね。 

（な  し） 

委員長（森 政雄議員） 

 ないようですので、これで質疑を終結いたします。 

 民生費に入る前に、暫時休憩といたします。午後３時３５分から再開いたします。 

（「午後３時２３分」休憩） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 休憩前に引き続き、審議を再開いたします。 

（「午後３時３５分」再開） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 次に、６１ページから７７ページの第３款 民生費につきまして、担当課の説明を求め

ます。 

（担当課：説明） 

委員長（森 政雄議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ありませんか。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ６８ページのところなんですが、福祉バスの自動車リース料が出ています。これは２７

年度から本町が直営で運転手さんを雇って乗ってもらってるということで、金額が随分変

わってますけど、もちろんここに人件費であったり、ガソリン代であったりとかが入って

くるので、これだけの金額で終わったというわけじゃないんですけど、大体１５０万円ぐ

らいの効果額と言っていいんでしょうか、ぐらいの金額でよかったでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません、ちょっと今細かなところまでわかりませんが、大体そのぐらいやったかな

と記憶しております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 福祉バスにつきましては、土曜日も運行してほしいと、その点につきましては再三うち

の議員団でも申し上げているところなんです。簡単に計算して１５０万円浮いたと。で、

福祉バスは福祉センターとセットであるからということで動かせないということをいつも

おっしゃってるんですけどもね、そのセットという考え方がおかしいんじゃないかなとい

うふうに思うんです。本町のほうは、もちろん普通のバスは走っていませんし、大変縦に

長いんでね、福祉センターに行くという目的だけじゃなくて、病院へ行ったり買い物へ行

ったりとか、やはり高齢者の大事な足になっていますので、土曜日も動かしてほしいとい

う要求はもう皆さん聞いていらっしゃると思うんです。 

 で、その点について、今後努力していただいて、１５０万円のお金も少し助かったとい

うことですので、できるというふうに私、考えているんですけど、いかがでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 福祉バスの運行につきましては、要綱によりまして運行している状況です。ですので、



105 

 

今のところ福祉センターの開館日に運行しているという状況になります。で、市町村で運

営しているそういう福祉バスと、あとまたコミュニティバスというように呼ばれているよ

うなものもございますので、その辺のあくまでも目的は福祉センターの送迎用として運行

している状況ですので、その辺のところはご理解いただきたいと思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 毎回言われることは同じなんで、福祉センターへ行くためのバスであると。もうそこを

根本的にちょっと考え方を変えていただかないと、なかなか土曜日の運行まで行かないと

思うんですね。やっぱり高齢者の方々が足の確保ができないと、どこにも行けないと。そ

ういうこともあると、やっぱり介護が必要になってきたりとか、そういう重症化もしない

ためにも、やっぱり福祉バスは土曜日も運行してほしいと。で、増便のほうも、やっぱり

行きはええけど、帰りのなかなかバスが来ないということでお困りの声も聞いているの

で、増便も考えていただくと、そういったことも思うんです。 

 先日なんですけど、是枝委員と一緒に福祉バスを利用させていただきました。なかなか

乗る機会もなくて申しわけなかったんですが、コース的にいいますと、浜霊園なんかのバ

ス停があるんですが、あそこからおりると浜霊園がすごく、かなり歩いていかないといけ

ないですね。お墓参りですから高齢者の方も多いと思いますので、もうちょっと浜霊園寄

りに、Ｕターンできるんで行けないかなということも思いましたし、あと「太平のゆ」の

ところを２回通りました。あれはちょっとどうなんかな。私が乗ったときは誰も乗ってこ

られませんでしたが、２回まわる必要性があるのかなと。それならもうちょっとほかのと

ころを回っていただくと、そういった手法もとれるんじゃないかなというふうに思ってい

るんですが、コースのほうはちょっとご検討。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 今後、検討して努力してくれということですが、しょっちゅう検討と努力してるんで

す。コミュニティバスに切りかえるということであれば、もう本町はバス運行はやめよう

と思っております。こんな小さいとこやから、それぞれの人が工夫したらいいなあと、こ

ういうふうに思っているんですが。福祉バスということで来てるので、忠岡町独自のやり

方が今日いけているので、できるだけ福祉バスでいこうと、今ぐるぐる回ったとか、コー
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ス検討については絶えずやっているんですけど、うまくいってないんですが。福祉バスで

すので、病院通いもあるから、病院のとこらへ行ってとまれというような、とまろうとい

うことでやっています。 

 そんなことで、貝塚やあんなところの都市バスとちょっと違うんで、あそこら１回乗っ

たら、１時間ぐらい回って目的地へ行かなあかん都市バスですわね。うちの場合は、一方

通行もあったりして非常に難しいところがあるので、できるだけこれからは福祉レクリエ

ーションかな、そういうようなときでも利用できないかとか、絶えず検討させているんで

すよ。福祉と名前をつけて活動させていこうかなと思っているんですが。そうすると、足

の悪い方、手の悪い方が万代へ行くのにちょうどええわと、福祉バスやからと言うている

のもあるし、それから、がらがらで走ってるんやったらとまれよということで、手を挙げ

たらとまるような、そういうシステムも導入せないかんのかなとか、ちょっと絶えずいろ

いろと研究しておりますが、都市バスはもう走らす気はありません。民間にやってもらう

とか、いろんなことがあると思うのでね。福祉バスでいきたいと。その福祉という名前を

拡大していきたいなということで、今検討させているんですけど、また、知恵が湧いたら

発表していきたいと思ってます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今、町長のほうからね、コミュニティバスならもうちょっとやめておきたいと、大変ち

ょっと冷たいご答弁だと思うんですね。やはり忠岡町の中に足の、町長は今お元気でいら

っしゃいますので歩けるやろうとおっしゃいますけど、かなり高月北とか高月南のほうは

ここまでとても歩いていけないと。なので、結構バス停でも、毎日私は通りますけど、や

っぱり二、三人の方が待っていらっしゃいますし、ここの役場を利用されて、役場の前で

待っていらっしゃる方もいらっしゃいます。 

 やはり住んでよかったと、住みなれた町と言うて町長もおっしゃってますので、やっぱ

り足の確保というのは大変大事だと思うんです。やっぱり買い物難民とか、今いろいろテ

レビなんかでもやっていますけれども、やはり高齢者が住みなれたところで住めると。そ

ういったところはやっぱり足の確保というのは大変大事なことだと思うんです。 

 で、土曜日に動かすことによって予算的にどれぐらい要るのかと。そんなに要るもんじ

ゃないというふうには思っています。ですので、先ほども申し上げましたけども、福祉セ

ンターとセットであると、そこの考え方でなくて、別に福祉センターへ行かなくても、買

い物でも病院でも何でも使っていいんですよね。ですので、土曜日も動かしてほしいと。

これはなくすという考え方は、全くそれは私も納得できませんので、今後町長にもぜひ検
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討していただきたいというふうに思います。 

 町長、すみません、もう一度答弁お願いできますか。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 そういうコミュニティか施設バスについては、今も大検討しているところです。北区か

ら府中まで行く、そういうような走り方とかね、あるいは岸和田、泉大津駅へ行く走り方

とかね、そういったようなこともできるので、こんな検討も一方でもやっておりますが、

福祉バスでいくと余り変えらんでええのでね。コミュニティバスにするとバス停をつくっ

たりもしなければならない。あるいは、バス停はうちの前に来てくれるなというようなこ

ともありますので、いろいろ検討していかないかんなと思ってるんですが、福祉は冠をか

ぶせると廃止は難しいなあと。健全化の１つなんで、一方では健全化の問題もあるんです

けども。 

 それで、一人一人大事にしていきますが、一軒一軒は大事にできないので、そういう点

もありますから、悩ましい問題がついて回っております。できるだけ福祉バスとして生か

していく方法はないかなあと。今後、検討をさらに加えていきますが、ちょっといろいろ

バス利用については変わっていくと思いますので、また教えてください。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ぜひ住民が使い勝手のいいバスにしていただきたいと思いますので、ちょっとこれは要

請しておきます。 

 で、６９ページなんですけど、子どもの医療費の扶助費が出ています。２６年の１０月

から小学校３年までして、２７年の４月からでしたね、小学校卒業まで広げていただいた

ということで、この年は新子育て交付金１，１００万円が入った年でしたね。で、そのお

金があるのでもっと拡充ができるのではないかというふうに私もお聞きしたことがあった

んですが、それを使って拡充していくと、そういったお考えはないでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 
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子育て支援課（二重幸生課長） 

 確かに議員おっしゃられているとおり、新子育て交付金というもので、本町では１，１

００万ほど大阪府のほうからいただいております。ただ、これは何もしなくても充てられ

るというものでもございませんので、前年度と比べて制度を拡充した場合に交付していた

だける交付金ということになっておりますので、２７年度につきましては先ほどおっしゃ

られたとおり拡充しましたので、この部分というのは１，１００万いただくことができま

したけども、今後これを継続していただくということになると、またさらなる拡充という

部分が必要になってくるということは考えておりますので、その部分につきまして財政状

況等々を含めて総合的に検討して、今後さらなる拡充につなげていきたいというふうには

考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 この１，１００万が３年間、たしか入るというふうにお聞きしたと思います。当時の教

育部長さんは、このお金というのは、さらなる拡充に使うのではなくて、今までの子ども

の横出しの分にも充てましたということをお聞きしたことがありました。で、午前中に是

枝委員もおっしゃいましたけど、例えば消費税を上げて社会保障を充実するんだと言うん

だけれども、それを充てるのではなくて、ただの置きかえ、それやったら何の意味もない

と思うんです。なので、忠岡町としても、この１，１００万円が入ってきても入ってこな

くても、子育て支援として子どもの医療費の助成制度の年齢引き上げというのは、大阪府

下でも約８割が中学校卒業まで、来年からするところもあります。近隣でしたら和泉市、

泉南なんかはそうなのかな。ですんで、やはりもうかなり忠岡町がおくれてきていると、

そういった自覚はお持ちなんでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 おっしゃられてるとおり、以前は平均ぐらいでというふうにお答えしてたと思いますけ

ども、ほかの自治体がかなり年齢のほうを上げてきておりますので、そういうご指摘につ

きましては痛感しておる次第でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 子どもが小さいうちは、かなり病気がちも多いですけど、まあ中学に上がりますと、そ

うそう病院には、けがぐらいかな、というふうに思います。ですので、そんなに予算が今

後要るとも思いませんので、ぜひ中学校卒業までの年齢引き上げというのは、もう早期に

実施をしていただきたいというふうに思います。これは町長にお聞きしましょうか。町

長、子どもの医療費の助成制度、中学校卒業までということで。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 来月にでも、来年にでもやっていきたいと思っています。今も発表してますように、赤

字出してるのに拡大はできるだけ慎めということで各部に言っておりますので、健全化さ

せてます。だから、またこういう場で、赤字でもこういうことをやれといういろんな施策

があると思うので、また予算設定のときにはしていきたいと思っています。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 赤字であっても、いろいろと物件費であったり委託料であったり、無駄を削っていけば

いけると思うんですけど、今、もう一遍再度確認です。町長さんの思いとしては、もう来

年４月からやっていきたいと、そういうふうなお考えなんでしょうか。確認です。今おっ

しゃいました。 

町長（和田吉衛町長） 

 もう来月にでもやりたい。 

委員（河野隆子議員） 

 やりたいという。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 
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 この決算委員会で赤字出してるのに、まだそんな事業をやってるんかと。バスを走らす

のかと言われたらいかんと思って、慎重に慎重に答えているつもりです。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 バスはさておきまして、もちろんバスも充実していただきたいんですけど、子どもの医

療費については、町長としてはもう来年からやっていきたいと、そういった思いでいらっ

しゃるというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 ところが、予算査定すると、医療費以外にも出てくるからね。だから、順位性をしっか

り、来年の順位性、来月の順位性を決めていきたいと、こういうふうに思っています。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 まあ、同じことばっかり言ってられませんので、ぜひ前向きにお願いしたいと思いま

す。ちょっと一たんここで、すみません。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今の子ども医療費のことでちょっとお聞きしたいんですけど、例えば中３まで拡充した

場合、例えば入院、通院別でもいいんで、財政負担ってどれぐらい新たに生じるんでしょ

うか。高３まででも結構ですし、シミュレーションがあれば教えてください。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 医療費ですので、推計というのがなかなか難しいんですけども、今回、４年生から６年

生まで拡充しまして、大体６００万程度、年間で経費がかかっております、実際の医療費

としまして。ですので、恐らく６００万以内にはおさまるのではないのかなと。これはあ

くまでも予想といいますか、確定ではございませんけども、そういうふうには考えており

ます。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ありますか。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 いいですか。河野委員、よろしいですか。 

委員（河野隆子議員） 

 まだ後ありますので、先にどうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 子どもの医療は余りお聞きするのも、先ほどの地方創生の先行型交付金のところでの検

証ということで、効果検証会議での評価ということで、適切な取り組み評価で、次年度以

降も着実に推進されたいという意見もいただいてますし、今後の方針としても、大阪府内

においては助成対象年齢を中学校卒業以上が半数を占めていることから、助成対象年齢な

どについては今後検討してまいりたいということで、これはもう非常にアンケートまでと

ったら９７．１％が満足していると、満足度が非常に高いという、ここまでされているも

のですので、これは効果検証会議というのはどなた、住民も参加しての会議なんでしょう

か。どういう会議なんでしょうか、効果検証会議というのは。戦略会議のメンバーです

か、総合戦略をつくられたメンバー。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 中定課長。 

秘書政策課（中定昭博課長） 

 はい。その中から各部門の代表の方にご参加いただいております。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、満足度も高いし、その効果検証会議でも着実に推進されたいということ
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もいただいていますので、これは非常に進めて前進させていただかなければいけない最優

先課題であろうというふうにも思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 で、すみません、いいですかね。 

委員長（森 政雄議員） 

どうぞ、是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 福祉バスのことなんですけれども、ちょっと私は違って、前も委員会で言いましたけれ

ども、第１便をピープルハウスの作業所の方を乗せるために運行をしているというところ

の分については、ピープルハウスに迎えに来てもらってくださいと。みんなが乗れるよう

にすればもう少しまた時間の運行も広がっていくんではないかということを申し上げたん

ですけれども、それについてはピープルハウスは和泉市とかいろいろ作業所ね、あそこ来

られている方は、迎えに行っていて、忠岡の人だけこんな形にされていらっしゃるのか、

それとも自力で来なさいというような作業所なのか。全員が自力で来ていて、忠岡はたま

たまこのバスで行っているけど、和泉市や岸和田から作業所に通う人は自分で来ているん

でしょうかね。そのあたりですけど。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 通所の利用者については、基本的に送迎はございません。それは施設のほうに確認して

おります。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 他市の人は、送り迎えしていただいてるんですか、ピープル作業所のほうが。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そういうことはございません。 

委員（是枝綾子議員） 
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 ございません。ということは、すみません、ピープル作業所と書いてあるんですけど

も、一体これは作業所じゃなくて、今は自立支援法に基づく何という施設になってるんで

すか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 生活介護に当たります。 

委員（是枝綾子議員） 

 生活介護。介護ですか。 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 生活介護で、多分送迎すれば加算があるはずですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 送迎加算の項目はございます。ただ、ピープルさんとしては、それは加算の適用という

んですかね、挙げておりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 バスも人もないから、自分で来てくださいという作業所になっているわけですか、ここ

は。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 そのとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 ああ、そうなんや。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。そしたら、これは３０人ぐらいのちょっと大きな規模の作業所だったと思

うんですけれども、忠岡以外の方はどうやって来られていらっしゃるのかというのは聞い

たことございませんか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 基本的に、徒歩であるとか自転車で通われているというのは聞いております。あと、ピ

ープルライティングとしましては、ショートステイの送迎は行っております。あと、生活

介護で岸和田市にライティングの従たる事業としての作業所があるようです。そこに対し

ての送迎を行っているというのは聞いております。ただ、ふだんのその作業所に通うに当

たって、ピープルハウスがバスを出しているとか、そういった事実はないと確認しており

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 非常にサービスの悪いところだなというふうに、普通、送迎バスね、どんな小さなとこ

ろもありますよね。ないんや。そうですか。でも、努力していただきたいなというふうに

思いますけど。ちょっとこれは今、他市の人も自力で来いというような、そういう作業所

なんだというのはわかりました。他市の人もそうやし忠岡もということですね。 

 じゃあ、すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 福祉バスは、これは福祉センターのバスですと言うてるんですけれども、指定管理の事

業の中に、協定書の中に福祉バスというのは事業として含まれてるでしょうか、協定書で
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すね、基本の。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 基本協定には含まれておりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 含まれてないですね。 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 福祉センターのバスだと言いながら含まれていないということなので、忠岡独自で福祉

バスを運行するということは可能であるというふうには思いますので、やはりもう少し充

実させてほしいというお声があると。福祉というふうに言うんでしたら、やはり高齢者の

方の外出を援助していく。年いってきたら、高齢になってきたら、移動支援というものが

非常に大事になってくるんですが、なかなか介護タクシーとかを使えるような方は福祉バ

スには乗れませんのでね。だから、そういう方が少しこういうのがあれば、外出できて、

社会的な活動、行動にもつなげていけるということで、非常にこれはいい制度だと思うの

で、土曜日もぜひ運行していただきたいし、運行するにはお金もそんなにかからないとい

うふうなことで言われてましたので、月決めになってて、月５万円しませんね、バスの契

約は、リースはね。それで、その土曜日運行すればどのぐらいになるかとか、あと、ガソ

リン代がどのぐらいかとか。運転手さんは八千二百何がしだそうで契約されてますね。費

用も具体的に計算できるかと思うので、ぜひそういった高齢者の方、障がいある方、いろ

いろな方がどんどん外出できるように、そういう取り組みをぜひするという。 

 多分障がい計画をつくられたと思います。障がい者計画もつくられてると思います。福

祉バスを非常に活用していくというふうなことも多分書かれてると思いますので、ぜひそ

の辺は充実させていくという立場で、一度試算もしていただけたらなというふうに思いま

すが、試算されてますでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 さきに河野委員からもありましたように、２６年度からは委託で運行しておりました。

２７年度は直営にさせてもらいました。その効果額は大体１３３万円ということになって

おります。で、あと直営をやってる分なんですけども、これは私どもちょっと専門的では

ないんですけども、道路運行法上、委託の委託となるといろいろ引っかかってくる分がご

ざいますので、それは指定管理のほうには含めてないという状況になります。 

 で、またその１日当たりの効果額というたらいいんですかね、大体２７年度は３１１万

５，０００円ほどのバスの運行の費用でしたので、運行日数が２４６日でございましたの

で、大体１日当たりの費用というんですか、大まかな目安は出ると思います。それの分が

もし休みの日に動かすとなると、具体的に細かい話になるかわかりませんけども、費用が

膨らんでいくという形と思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今、財政健全化ということで福祉センターも土曜日が休みになったわけですよね、これ

は。ですね。ただ、ほかの市や町は福祉センター、週２日も休んでないですからね。せめ

てバスだけでも運行してほしいということで、ささやかなそういう願いですので、ぜひ検

討していただきたいということを思っています。すみません、ちょっとこれは質問するつ

もりやなかったんやけど。 

 あと、小地域ネットワークについて、６３ページなんですけれども、７００万円の委託

料が出ております。これ人件費の委託料なんで、いつも７００万円なんです。これは小地

域ネットワーク委託料というのは、何しか１人に委託してるわけではなく、そういう、ど

こに委託をしているんでしょうか、すみません。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 社会福祉法人忠岡町社会福祉協議会に委託をしております。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、委託の仕様書は実施要綱に基づくということになっております。実施要綱を

ちょっと見ましたら、いろいろと個別援助活動ということでたくさんあります。見守り声

かけ活動、家事援助活動、介護介助援助活動、軽作業援助活動、ガイドヘルプ活動、介護

用品自助具リフォーム活動、配食サービス活動、その他小地域事業の目的を達成するため

に必要な個別援助活動ということで、個別援助活動についてもこのぐらいあるんですけれ

ども、またこれグループ援助活動というのもあって、触れ合い食事、会食サービスとか、

いきいきサロン、ミニデイサービス、地域リハビリ、世代間交流、子育て支援活動、お年

寄りだけじゃないんですね。子育て支援活動も何かこの小地域ネットワークでするという

ことになってて、こういう中身で委託をしていると、契約を結ばれているんですけれど

も、全部されてますでしょうか。この中身で委託されているので。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 その個別援助活動につきましては、先ほど是枝委員おっしゃったとおり、いろいろ活動

内容がございます。その中からおおむね週２日以上実施し、記録することということにな

っております。その他、グループ援助活動も紹介していただきましたが、それもおおむね

月２回以上実施する、可能な限り２種類以上の活動をおおむね月２回以上実施することと

いうふうになっております。ですので、全てが全て活動としてできているものでもないと

思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 忠岡町は、何がしたいんですか、これで。というのがよくわからないんです。この中か

らできそうなことを選んで、週２回以上、どれか１個でもやっといてというような、そう

いう委託の仕方で７００万円を出しているということであれば、ちょっと委託契約のあり

方がおかしいと思うので、これとこれをやってくださいというふうに明確に忠岡町がこの

事業をするという意思がないですね。委託って、これどういう委託契約なのか、ちょっと

私もよくわからないんですけれども、協定書じゃないですよね。協定書なんですか、こ

れ。委託契約ですか。どっちでしょう。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委託契約になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 委託契約ですね。実施主体はどこですか、そしたら。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

委員（是枝綾子議員） 

 実施主体は忠岡町ですね、委託やから。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そうですね。はい、そうなります。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、委託する実施主体の明確な事業を、これをするというそれがないと、何でも

ええからやってくれという委託のあり方は委託じゃないと思うんですけれども、その点に

ついては、忠岡町はこの小地域ネットワークでどういった事業を展開したいというふうに

思って、ここに委託をされているんでしょうか。もう一遍お聞きします。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 小地域の活動としまして、今後、地域における触れ合いサロンとか、そういう展開をし

ていただきたいということで、社協のほうもその辺、今年度、先進的な市を訪問して視察

もしておるところでございます。ですので、なるべく早くそういうサロン活動をしていた

だきたいという思いがございますので、その辺を中心に要望していきたいなと思っており

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 小地域ネットワークの単位ですね、単位というか地域というのは、どこで１カ所でしょ

うか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 小学校区単位になりますので、忠岡地区と東忠岡地区の２地区に分かれております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、これは東忠岡と忠岡のそれぞれの地区、何でしたっけ、何かありますね、地

区福祉委員会というところに委託をするということなんですか。グループ援助だからグル

ープに、いきいきサロンをやってくださいとグループに援助をするということですよね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そういうことになりますね。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、はい、すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 グループに委託をする。委託は社会福祉協議会ですよね。社会福祉協議会に委託をして

いるのに、そこのグループは社会福祉協議会が地区福祉委員会が中の組織やということ

で、社協がやってるということでするわけですね、そしたら。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 そのとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ７００万円出して、いきいきサロンを月２回やってもらうと。でも、これは実は可能な

限り２種類以上の活動ということで、いきいきサロンだけじゃだめなんですね。そうです

ね。さきの活動の中から可能な限り２種類以上の活動をおおむね月２回以上実施すること

と書いてあるので、もう１つ何かせなあかんですね。ですよね。１個だけじゃだめです

ね。触れ合い食事、会食サービス、いきいきサロンの中でするというふうな、そういう形

なんですかね。でも、何かちょっとほんとにね、小地域ネットワークで今この忠岡で求め

られていることって何なのかということで、例えば個別援助というところが非常に薄い、

少ない、忠岡はね、というところがあるので、孤独死をされたというケースが何か先日も

あったりとか、そういうお声を聞くので、やはり見守り、声かけ訪問ということをしてほ

しいって、そういう声もあるんです。それにはどう応えていただけるんでしょうかという

ことでね。忠岡はする気があるのかないのかというところで。この小地域ネットワークの

事業に入っているのでね、委託をしているんだけど、忠岡は何をしてもらってるんでしょ

う、この小地域ネットワークで、すみません、そしたら。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 忠岡地区と東忠岡地区に分かれてますけれども、その中でまだ細分化で、忠岡地区であ

れば東西南北の区域で活動しております。また、東忠岡地区でも、中央、青空から、馬

瀬、北出、高月というふうに分かれて活動していただいております。その中でも、一遍に

全体的に安否確認の行動を全地区で行動できるかというと、なかなか難しいところで、順

番にその辺は進めていきたいなと思っています。中には、ある地区ではそういう安否確認

を兼ねての自宅訪問を定期的にしていただいてる地域もございますので、そういった部分

を各地区に広めていきたいと思っておるところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 ちょっとすっきりとわかりにくいんですけれども、一応この小地域ネットワークという

のは長いですね。もう１０年以上ずうっとこういう形でされているんですけれども、これ

は社協のお仕事と、社協そのものの本来の仕事なのか、忠岡町としての事業なのかという

ところが、地区福祉委員会は社協の仕事です。社協の活動ですよね。それはそれでやって

いただいて、忠岡町としての事業というふうに両方すれば、すごく進むわけなんやけど、

社協の仕事を忠岡町が委託をしてやってもらってるから、社協でやってるのかな、お金は

どこからどうなんだろうというふうなね、そういう形になっているので、社協は社協とし

ての活動をしていただいて、忠岡町としての事業は、やっぱりアンケートなり忠岡町の実

態をつかんで、これが必要だということで委託をされると。両方してもらえたら、すごく

広がるということなので、それが最小公倍数じゃない、最大公約数か何かでちっちゃくな

ってしまっているので、非常にもったいないというふうに思います。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 それを一緒にしたらあかんわけですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 一緒じゃないです。 

委員長（森 政雄議員） 

 ちょっと雑談やめてください。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、泉元課長さん、だからこれは社協の事業ではなく、実施主体は忠岡町で小

地域ネットワーク活動というものをやっているということなので、たまたま社協に委託を

しているということなので、社協は社協独自の活動はしていただいて、忠岡町は忠岡町の

お金を出しての事業をすれば二重に広がるということで非常にいいことやと思いますの

で、そういう方法も一度また検討していただけたらと。 

 実際に忠岡町で必要とされている事業は何なのかということも、実態も調査、把握して

いただいて、進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 その辺、十分に検討させていただきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ちょっとお聞きします。またこの主要な施策の成果についてなんですが、個別に挙げて

いくとすごい時間かかるんで、昨年ちょっと質問を、萬野部長のときやったんですけど、

兼ねてちょっと聞きますけど。 

 去年、こちらの部分に関して、成果を特に数値とかであらわせるものでも全然あらわれ

てないと。だから、これ評価できませんやんということでちょっとお伝えさせてもらった

んです。萬野部長からは、一定の昨年度、成果については数値化できるものにしてはもっ

と詳しく来年度より回答できるようにしていくとはお答えいただいたんですが、ことしち

ょっとどうなるんかなということで待ってたんですが、去年の内容とほぼほぼ、文言のほ

んまに末尾だけが変わっているようなもので、数字は変わってますよ、多少、その出して

いる。全く同じなんです。去年のこの回答をどのようにお考えなんですか、まず。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 数値化といいますと、具体的に言いますと、どういったことが。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃあ、例えばですが、これの１１ページに、緊急通報装置等整備事業とありますね。

延べ６２０件の方が利用されてますと。ここに例えばひとり暮らしの高齢者の安全が図ら

れたとありますが、例えばじゃあこれ、１年間で誰が何件使われたのだとか、そういう細

かいことって多分たくさん書けると思うんです、成果として。使ってない、０件だけでも

すごいことやと思うんです。例えば、そういうのをもっともっとしっかりと書いていただ

かないと評価できませんよと。全部否決ですやんって。成果じゃなくて、ただの報告だけ
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にしかなってないじゃないですか。成果報告になってないじゃないですかということで、

もっと何かそういう数値化できるものってあると思うんです。そこはどうお考えですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 また、その成果につきましては、徐々に改善していきたいと思っております。去年と余

り変わらなくて申しわけございませんでした。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃあ、来年は、例えばこれ、こういうような数値化できるはずやからという話し合い

というのは応じていただけますか、来年度に向けて。要は、こちらに載っけるということ

で、例えば１項目ずつここで挙げていったら時間ないので、それはしないです、ことし。

ですんで、そういうようなこういう数値として評価できますよね、成果としてあらわせま

すよねということに関しては、一定話はしていただいて、可能であれば載っけていただけ

るのかどうかのご回答をお願いします。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 また、その辺は相談させていただけたらと思います。またあと、どの辺まで細かくいく

かにつきましては、全体的なボリュームもありますので、私どもだけじゃなくて、ほかの

課の部分というたらいいんですか、その辺も影響が出てくるかもわかりませんけれども、

その辺は整合性をとっていただきたいと思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。  

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それはまた、さっきも総務にもお伝えしましたし、またあと教育のほうも、これまた後
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でお伝えすることなんで、それはお願いします。 

 では、すみません、続けていいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 こちらの地方創生先行型事業の効果検証についてというところの９ページで、特定不妊

治療支援事業で、総務に予算が上がっていたんですけど、担当課が健康福祉部保険課やっ

たんで、ちょっと今質問させてもらってもよろしいでしょうか。 

 これの助成件数と妊娠件数が出てるんですが、これの年齢属性ですね。大体２０代、３

０代なのか、５年区切りでもいいんですけど、そういう属性をまず教えていただきたいと

思います。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまその分につきましては、ちょっときちっと出しておりませんので、年齢の属性

につきましては。また後ほど資料のほうを。 

委員（三宅良矢議員） 

 あしたまでに何とかなりますか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい、大丈夫です。 

委員（三宅良矢議員） 

 では、お願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ６３ページの負担金補助及び交付金の町社協補助金の２，９００万円、そのほかのこと

も含めてで、社協の指定管理の問題についてなんですけども、指定管理は本会議でもいろ

いろと質問をさせていただいて、前の部長さんがいろいろと評価については第三者という

んですかね、そういったところで評価、ＰＤＣＡサイクルに乗っからないので、そういう

委員会なり、そういうチェックするところをつくって、そこでしてまいりたいというふう

なことで答弁されてたかと思うんですけれども、この指定管理ですね、２７年度がもう過

ぎましたけど、２６年度のちょっと報告みたいなのはいただいてるんで、２７年度はちょ

っと載ってないんですが、それはきちっとどこかで評価されて、これでよかったかという
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ふうなのがちゃんとできているかというふうなチェックはされましたですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 指定管理に基づく評価は、施設のほうから社協のほうからいただいておりますので、そ

れに基づきまして評価しておるところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 どこが評価。その上がってきた評価を、またそれを役所の中でチェックをすると。自分

たちで委託されたものが、自分でこんなんしましたよ、よかったですよと言うて出してき

たものを、はいそうですかと、そのままそれで評価されたと。それはちょっと違いますよ

ね。やっぱりちゃんとその指定管理が、５年間契約してるけども、契約不履行とかいうよ

うな場合やったら、それは契約を取り消すという場合もあるわけですから、ちゃんとそれ

が適切に行われて、もっとこういうふうに改善点があるから改善をしてくださいというふ

うにも言わないといけないんですけど、そういう場が、そういう委員会なり、そういう協

議会なり、何かつくっておられるでしょうか。役所の中にですよ。課長お１人が評価して

いたら、だめです。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 役所の中には、そういう指定管理の評価をするところはございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 課長、忙しいのにね、チェックされてると思いますが、これを導入するときというんで

すか、５年間の、何で５年間やとかいう議論もありましたし、指定管理じゃなくて委託で
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いいん違うかという話もありましたけど、指定管理は制度としては役所の中にちゃんとそ

ういう第三者的な委員会的なものをつくってチェックをするというのが本来のあり方であ

ると、制度だというふうに言って、その当時の部長さんも、そのように検討して、そうい

う制度にのっとってやっていきたいと思いますというふうに言っていらっしゃったので、

ちゃんとつくられたのですかというたら、つくってないということがわかりましたので、

それはやっぱりつくって、評価を役所でしてください。その点いかがでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 どういう形式でやったらいいのか、その辺がちょっとまだ勉強不足でございますので、

検討させていただきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 改善点もね、やっぱり住民の声も反映させていきたいと思いますので、ぜひよろしくお

願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 施策の成果におきまして、１２ページに障がい者の相談支援事業をみなと会さんに委託

していますけど、去年に比べて、ちょっとここだけ聞きたかったのは、人数ですね。相談

人数が６割減ってるに、相談延べ件数が１．７倍になってるんですけど、何かあったんで

すか。去年に比べてボンボンと数字がね。何かあったんかなと、逆に。逆に言うと、そん

なん書いてくれへんかったら、図られただけでまとめられたら、僕らもだって評価しよう

がないんで、何かあったんかなと、逆に。ここに関しては特にあったんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 
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いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ちょっと今、何かあったんかと言われても、私もちょっと今のところわからないんです

けども。 

委員（三宅良矢議員） 

 特定の人が何人かが、すごい毎日のように相談に来るようになったとか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そうですね、そういうようなことは想像はできるんですけども、ちょっと具体的にどの

方がというのは、ちょっと今のところわからないのですが。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、また教えてください。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 先ほども出ましたけど、緊急通報の件なんですけどね、昔はピープルさんに委託をして

いて、ちょっと使い勝手が悪いということで、非常に夜中に連絡員の、２人いらっしゃい

ますけど、そこへ電話がかかってきて見に行かなあかんということもあったりして、今、

大阪ガスのほうへ委託されていると思います。 

 で、私も一度電話をとったことがありますので、大変対応もいいですし、そのおひとり

暮らしのところ、何も事故はなかったんですけどね、ただのお留守だったんですけど、ち

ゃんとあと事後報告も大阪ガスのほうからかかってきたので、大変改善されたというふう

に私は思っています。 

 で、６２０件ということですが、この１年で救急車を呼んだりとか、夜中に大阪ガスの

方が行ってくれたりとか、そういった出動回数とか、そういうのがもしわかっていれば、

報告いただきたいんですけど。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません、ちょっとその辺の細かな点までは、今のところ手持ちでございませんの

で、また報告させていただいてよろしいでしょうか。 
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委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 では、それはちゃんと持っていらっしゃるんですね。報告はあるだろうから。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 報告は必ずありますので、統計的にはまた出させていただきます。 

委員（河野隆子議員） 

 では、後ほどお知らせしていただくということで、あと続いてよろしいでしょうか。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい、河野委員。 

 その前に、お諮りいたします。 

 本日の会議時間について、議事の都合によりあらかじめこれを延長してよろしいです

か。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（森 政雄議員） 

 ご異議ないものと認め、議事の都合により延長させていただきます。 

 河野委員、どうぞ。 

委員（河野隆子議員） 

 すみません、７２ページなんですが、子育て支援センターの委託料が載っています。こ

れは民間の保育所のチューリップさんにずっと前から委託されているんですが、これは就

学前の保育所も幼稚園も行ってないお子様とお母さんが行けるという場なんですけど、忠

岡町には２つ公立の保育所があって、私も随分前にね、公立でも子育て支援センターをや

っていかなあかんのと違うかと言ったことはありますが、なかなか場所と人員も要るとい

うことで、ご検討はされていなかったんですが、やはり公立でやると非常にいい面もたく

さんありまして、先日、是枝委員と私、泉大津の上條の認定保育園のほうね、公立でやっ

ておられるんで、見学に行かしていただきました。 

 毎日やっておられるんですね。で、午前中も、それから昼からも１時から３時までやっ

ておられます。チューリップさんでしたら全部午前中だけで、週に３回か４回ぐらいの程

度で、３回かな、大方３回ですね。というので、やはりお仕事をして、保育所に入れてい

るお母さんもいれば、お家で子どもさんと２人きりでいらっしゃるお母さんもいてて、な

かなかそういった方のお母さんのほうが悩み事もありの、核家族が今大変ふえていますの

で、不安もあったりで、やはりこの子育て支援センターが公立であると大変安心もできる

と思うんですが、これについて子育て支援センター、今チューリップさんでやっておられ
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ますけど、ちょっとすみません、実情がわからなくて、たくさん来ていらっしゃるんです

かね。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 チューリップでやってます地域子育て支援拠点事業の実績でよろしいでしょうか。２７

年度の相談実績としましては、年間２０４件。あとは、サークル活動で３６回、延べ４３

４人参加。あとは、わんぱく教室ということで９３回、延べ１，２０９人が参加というこ

とで報告のほうは受けております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 相談もかなり２０４件と多いと思います。やはりいろいろと若いお母さんですから、育

児にもなれていらっしゃらないところもあるので、そういったことでやはり専門家のお話

を聞いて、悪いほうに、虐待とかあったら大変ですので、そういったことも防げるのかな

と思うんですが、サークルも，これ延べですからあれなんですけど、この１，２００人と

か４３４人、かなりの方が行っていらっしゃると思うんです。 

 前、私は１回、現地を見せてもらったことがあるんですけど、その当時は泉大津からも

来てはるということもお聞きしました。で、やはり毎日やっていないので、なかなかあふ

れる方もいらっしゃらないのかなという心配もありますし、やはり公立でやっておられる

泉大津さんなんかの例を挙げると、保健センターともいろいろ連携できたりとかあって、

パパさんのパパ講座、そういったこともいろいろやっていらっしゃるそうなんです。 

 で、やはり公立でやると、例えば東忠岡保育所なんかは公立でやってもらったら、チュ

ーリップさんまでおりてこなくていいのでね、大変身近に、乳母車、ベビーカーを押して

でも行けるというところも、近くで建ったら利便もあると思いますので、ちょっと公立で

子育て支援センターをこれから検討していくと、そういったふうにはお考えはないでしょ

うか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 



130 

 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今後、今現在進めております幼保一体化計画ですね、その中で認定こども園ということ

で考えております。そうなりますと、今申し上げられてる子育て支援センターというもの

が設置しなければいけないということになっておりますので、認定こども園になった暁に

は、公立の部分でも子育て支援センターというものを設置していくというふうに考えてお

ります。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 その認定こども園というのはまだ先の話であって、まだ決まったものでも何でもないで

すし、まだいろいろと検証もしていかないといけないと思うんです。とりあえず、やっぱ

りお仕事もされてないで、家で子どもさんと２人きりのお母さんであったりとか、そうい

った方の育児に対してのいろんな相談ですね、そういったのはやっぱり、今チューリップ

さんでやっていただいてますけれども、やはり忠岡町の公立でやっていくと、そういった

ことが大事だと私は思います。 

 で、もちろんこれは人員も、前にお聞きしたことがあるんですけど、お母さんが必ず横

についていらっしゃいますので、そういった人員がたくさん要るのかなということも思い

ますし、あと、場所の問題もあると思うんですけどね。例えば今、忠岡保育所のほうは空

き教室もあるのかなというふうに私は勝手に思ってるんですけど、そこら辺はどうなんで

しょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 確かに場所というのは要るのかなと。かなりプライバシー的な部分にもなってくると思

いますので、当然専用の相談室みたいな部分が必要になってくるというふうに考えますの

で、今の現状で言いますと、すぐにというのがなかなか難しい部分がございます。ただ、

忠岡保育所において空き教室というのは、今現時点で１部屋、空きはございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 
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委員（河野隆子議員） 

 ぜひ子育て支援センター、公立でやっていくといったことも検討に入れていただきたい

と思うんです。で、泉大津なんかね、この便利なかわいらしい「おづみん」のゆるキャラ

なんですけど、子育て応援アプリといいまして、これアプリね、押したら子育て情報とか

施設、イベント、予防接種、いろいろ見られるんですね。こういったのも忠岡町でもつく

っていただいたらいかがかなと思うんですけど、どうですかね、これについて。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 いきなりアプリというのはなかなか難しい部分がございますので、今現時点で我々考え

てますのは、紙ベースで、例えば０歳のお子さんであれば、どこどこの課でどういう事業

をやってますとか、こういう相談を受けてますとか、各年齢に応じて、あとは当然小学校

に入った場合でも、こういうのをやってますとか、その辺の町の中でいろんな施策という

のがございますので、その辺をできるだけわかりやすくまとめていったものをつくってい

きたいなというのは今ちょっと検討はしておる最中でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 一応紙ベースもおっしゃってましたけど、今もうみんなスマートフォンを持っていらっ

しゃいますので、これでしたらすぐ見られますので、ぜひこれもちょっとご検討をお願い

したいと思います。いかがでしょう。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 ちょっと中身、私もわかりませんので、その辺また見せていただいて、検討させていた

だきたいというふうに思います。 

委員（河野隆子議員） 

 お願いします。 

委員長（森 政雄議員） 
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 いいですか。他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今の地域子ども・子育て支援事業、１３事業のことについてお尋ねいたします。これは

子ども・子育て応援プランにも書かれてある、いろいろ条件があってできないこともある

かと思いますが、私、チューリップ保育所が何をしているのかと思ったら、この１３事業

のうちの４つ目の地域子育て支援拠点事業のみを委託しているということが、これわかっ

たんです。実施要綱なり、ちょっといろいろ見ましたら。その地域子育て支援拠点事業は

４事業あるんですね、その中で。一応交流の場の提供やら、子育ての相談援助とか、地域

の子育ての関連情報の提供と、あと講習ですね。さっき河野委員が言うたパパさんの講座

もあれば、沐浴する講座とか、いろんな講座をするということの４つは、一応地域子育て

支援拠点事業という、児童館でやっているところもあれば、保健センターでやっていると

ころもあれば、何か保育所であったり、どこかの集会所で、それは拠点とは余り言わない

ですけど、そういう４つの事業に関してきっちりとできていらっしゃるでしょうかという

ことですけど。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今おっしゃられているのは、チューリップの中でできているのかどうかという。 

委員（是枝綾子議員） 

 子育て支援拠点事業の４つの事業ですね。育児相談は電話で予約して何かしてください

ということとか、サークルみたいな楽しくみんなで交流するというのはされているんです

けど、あとよくわからないのが講習ね、講習等の実施ということと、あと情報の提供です

ね。関連情報の提供ということがどの程度できているのかという、そのチェックというの

はどこがされるんでしょうかね。一応委託したら報告も上げていただいて、そのとおりに

できてるかどうかというチェック、委託契約に基づいてね。そうですね、チェックはやっ

ぱりしないといけないと思うので。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今おっしゃられている分については、きっちりと報告いただいておりますので、やって

いるというふうに理解をしております。 

委員（是枝綾子議員） 

 講座もやっていますか。講座もやっている。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 講座ですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 講座です。楽しく遊ぶのはやってはると思う。交流はやってますよ。相談も何か予約制

みたいなんですけど、やってますね。あと、関連情報の提供、どんな形でやってるのかな

というのとか、何かよくわからないですけど、関連情報の提供。あと、講習の実施という

点が、ちょっと９月の行事を見ていたら、その点がよくわからないし、弱そうやなあとい

うところなので。そこのところももう少し具体的にこんなふうにしてほしいということ

で、いろいろと言うのは、二重課長さんですか、チェックして。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 本当は子ども・子育て会議の中でそれはされるべきことではないのかなと思うんですけ

ど、計画どおりそれが委託されて、その計画どおり進んでいるかどうかというチェック、

会議を開いて点検しないといけないですよね、子ども・子育て会議を開いて。そういった

委託事業についても、やっぱりそういった中で皆さんの声を反映した事業となるように

ね。チューリップの取り組みじゃないんです。忠岡町の事業の委託をしているということ

で、主体は忠岡町なので、そのあたりは専門家のやっぱりお声も聞きながら強化していた

だいたりとか、具体的な実施方法をいろいろと検討していただくようによろしくお願いい

たします。 

 これはこれで。あともう１点、１３事業のうち１３番目は、私ちょっとこれはしなくて

もと思ってるんですけども、忠岡町が場所もなくてもできる事業をされているかどうかと

いうことで、７つ目の子育て援助活動支援事業、利用者支援事業、あ、８つ目や。８つ目

の利用者支援事業ですね。利用者支援事業というのはやっていらっしゃるでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 
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 利用者支援事業につきましては、我々窓口に来られた際に、さまざまな情報の提供をさ

せていただいておりますので、それが一応利用者支援事業というふうに私のほうは理解し

ております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 厚生労働省のパンフレットが何かご丁寧にインターネットにありまして、それで見まし

たら、子育てコンシェルジュと書いてました。コンシェルジュって執事ですよね。窓口へ

来たら、来たときだけというんじゃなくて、ワンストップでその方の必要なこととか、い

ろんなところとの連携・連絡をとるというのは役所でないとできないんでね、これはちょ

っとチューリップ保育所ではそれはできないことなんで、保健師さんやら、いろいろそう

いうお医者さんであったり、いろんなそういったところとの連携やら、これは保育所に入

所が必要やとか、いろいろそういう子育てコンシェルジュという役割がそうなんだそうで

す、利用者支援事業。これはぜひ実施をしていただきたいと。専門的な知識がやっぱりこ

れは要るんでね、ちょっとそれをどこでするかと、どなたにするかというところを、やっ

ぱり子ども・子育て会議でもよく検討していただいて、それは相談とはまたちょっと違う

んですね。相談よりももっとすごいんですね。その人、うろうろせんでも、あっち行きな

さいと言わなくても、もうそこでタッタッタッと、いろいろ解決のためにあらゆる連携・

連絡、諸機関と連絡をとってするというお仕事なので、またそれもぜひ、場所は要らない

と思います。人の体制ですけれども、職員の方で専門知識を持っていらっしゃる方にぜひ

やっていただくように、よろしくお願いいたします。その点はお返事だけ。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 我々職員、常にそういう気持ちを持って、住民の方にはいろんな情報を提供させていた

だきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 その事業は検討していただけるんでしょうか、利用者支援事業は検討していただけます

か。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 先ほども言いましたけども、各職員がそういう来られた方にこういう支援が必要だとか

という部分につきましては、我々さまざまな横の連携も含めてしておりますので、日々そ

ういう部分については十分できておるというふうには認識しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 泉大津を見に行ったところでは、保育士をされていた方とか、地域支援センター、拠点

じゃないんですよ、この支援拠点事業じゃなくて、地域子育て支援センター、それが保育

所の中に市の直営で市の職員さんがやっていらっしゃるというところで、コンシェルジュ

の活動をされていたということなので、やっぱり全然差がありますよね。泉大津のお母さ

んが子どもを連れて、そういうコンシェルジュのところへ行くのと、忠岡のお母さんと。

やっぱりちょっと受けられるサービスの違いがあるなあというふうに思いましたので、そ

こは保育士さんも保健師さんも忠岡町職員にいらっしゃるので、そういったところで活用

して、ぜひ考えていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 ６３ページにシルバー人材センター補助金が出てるわけですけど、６７０万ほど補助金

が出てますんですけども、今現在、このシルバー人材センターの会員というのはふえてま

すんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 
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いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 会員数のほうは、今現在、２７年度末で２４０人で、ふえている状況でございます。 

委員（前田長市議員） 

 ふえてますよね、高齢者が多いからね。はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 それで、実際に稼働している人は何人なんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 就業実人員は１９４人でございます。ですので、年間就業率は７８．９％でございま

す。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 ということは、５０人ほど会員にはなっているけども、実際に仕事に携わってないとい

うことなんですね。で、シルバー人材センターの５０人ほど、まだ仕事についてないとい

うことで、それはその仕事を町としてもっとふやしていこうというような活動はどういう

ふうにしてるんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 仕事量は、シルバーとしてもあるように聞いてるんですけども、なかなか実際に働いて

くれる方が少なくて、広報でも会員募集をしている状況というようには聞いております。

ですので、この働いてない方５２人ということですけれども、ちょっとその原因は何なの

かがわかりませんけれども、全体的に仕事量はあるんやけども、もっともっと会員さんが

欲しいというふうには事務局のほうは言ってます。 

 というのは、やっぱり福祉的就労になりますので、就労時間等、やっぱり上限がござい
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ますので、その辺１人の方がずうっとフルタイムと言うたらおかしいですけども、そうい

う働きはできないところもございますので、その辺は働いてくれる方をどんどん募集した

いというのは、集めたいというのは、事務局のほうは言うています。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 ということは、会員さんをどんどんふやして、仕事をさらに回転さすという意味です

か。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そうですね。実際に就業されている方も年齢的に上がってきてるとも聞いておりますの

で、その辺の新陳代謝ではないですけども、実際働いてる方の比較的若い方の会員をふや

していきたいというのは、事務局のほうは考えてるみたいです。 

委員（前田長市議員） 

 ああ、なるほど。はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 要するに、仕事はあるんやけども、年齢等のそういう制限があって、なかなかその仕事

に携われないという人も多いということですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そうですね。よく植木の剪定が見られるんですけれども、皆さん高齢になってきてまし

て、なおかつ暑いときでも寒いときでも作業してくれてたりしますので、そういった方の

確保というんですかね、はどんどんしていきたいというふうには考えているところです。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 どぶの掃除、あるでしょう。あれはシルバーでやってるんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ちょっとその辺の細かいところまでは私、把握してないんですけども。 

委員（前田長市議員） 

 また別なんかな。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 その辺はどうなんでしょうかね。いろいろ農作業の時期であるとか、そういったことで

地域の方がやってたりとか。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員 

委員（前田長市議員） 

 定期的にああいうどぶの掃除というのは、昔でしたらまちで、自分らの地域は自分らの

地域でどぶの掃除してましたでしょう。ところが、今しないわね。道の上に上げて、汚い

からね。そしたら、委託すると町がやってくれるんですね。それをシルバーがしているん

と違いますか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 その辺のどこが雇用主というんですか、町がお金を出しているのか、そうか普通の住宅

の前のところは、その方がお金を出しているのか、その辺はそこまではちょっと把握して

ないんですけれども。 

委員（前田長市議員） 

 その辺、どこかわかる課はないんですか。 

住民部（軒野成司部長） 
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 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 ちょっと関係はないんですけど、生活環境のほうで年２回、クリーン作戦をやってござ

います。その折に、地区によってはどぶの掃除、土上げですね、泥上げというんですか、

その部分を上げていただいて、翌週には建設のほうから委託している業者さん、この分に

ついてはちょっと建設に聞いていただかないとわからないんですが、そこが回収すると。

で、当日については、生活環境並びに役所の中で動員している職員で、粗大ごみ等はクリ

ーンセンターのほうへ運んでまいります。泥、土についてはそれができませんので、建設

のほうが翌週、委託している業者さんが持って帰ると。以前であれば、水利組合さん等が

やってた仕事を役所のほうでやってるというような現状になってると思います。 

委員（前田長市議員） 

 そうですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいか。他に、ありませんか。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 待機児童がどのぐらいいたかどうかということを、２７年度の待機児童数と、今現在の

待機児童はどんな状況になっているでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 ２７年度につきましては待機児童ゼロということで、４月と１０月についてはゼロとな

っております。２８年度につきましても、４月時点ではゼロとなっておりますけども、現

時点におきましては５名ほど待機が発生しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 去年はゼロでしたけれど、ことしは現時点で５名いてるということで、５名の年齢、ク

ラス別というんですかね、年齢別の人数を教えていただけるでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 ０歳が３名、１歳が２名です。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 やっぱり０歳、１歳ですね。わかりました。なかなかちょっとどうにもならないもので

しょうか。０歳、１歳、なかなか面積と人の体制と。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 そうですね、０歳については職員１人で３名、１歳については５名ということになりま

すので、今申し上げた数を入れるとなると、最低２人、各クラスごとに１人ずつの職員と

いうのが必要になってまいりますので、ご存じのように、以前から言うてますけども、職

員の確保というのがなかなか難しい現状でございますので、今の時点におきましては解消

というのがなかなか難しいということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １０月１日採用で保育士さん募集があったと思うんですけど、その方が１名入られて

も、少しは解消にはならないんでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 はい。委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 それに期待しておったんですけども、実は途中で妊娠されたということで１名職員が減

っておりますので、正職としましては数が変わらないということになりまして、結局１０

月採用があったとしても待機児童の解消にはちょっとつながらないということでございま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 町長さんが待機児ゼロで頑張るんやというふうにおっしゃっておられて、今、安倍首相

が、みんな女の人は働けと言うて、どんどん働かそうとしているというところで、なかな

か待機児童の解消についての手だてがね、国のほうからの手だてがきちんとないというと

ころが、やっぱり実質のサービスを提供するのは市町村なので、ほんとに国の責任が大き

いと思います。 

 保育士の確保が、こういう小さな忠岡町のようなところはしにくいというふうには思い

ますので、そのあたりも保育士の確保、待遇の改善、それはやっぱり国に向けて強く要望

していただいて、保育士が確保できる、働きがいを持って働ける職場をつくっていくとい

う点でも、国のほうに要望を強くお願いいたします。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 そのように今後ともしてまいりたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、パートの方、何とか採用をしていただいて、待機児童を１名でも見てあげられる

ようによろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、子育て支援センターのことで、先ほどにまた戻るんですけど、違う面から

ちょっとお聞きします。子育てサークルとかができてきますと、内向きで終わるサークル

と、外にいろいろ広げていこうかというサークルに分かれてくると思うんですけど、そう

いったときにボランティアセンターとの絡みって必ず必要になってくると思うんです。そ

の辺に関して、今の時点でいいんで、その連携についてどんな状況でしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 ちょっとすみません、ボランティアサークルのほうは、私、よく理解できておりませ

ん。チューリップさんのほうでやっていただいてますサークルにつきましては、あくまで

も保護者の方が中心というふうに聞いておりますので、その方がどういうふうに考えてお

られるかというところまではちょっと把握しておりませんので、お願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 でも、少なくとも支援センター、チューリップさんとの責務としては、コーディネート

する責務はありますよね。場合に応じては。だって、サークルを支援しているわけですか

ら、育成って自分たちだけで終わるのみの育成じゃないですよね。例えば、その人たち

が、子どもが大きくなっても、新しい子どもたちを支援したい、育成したいというとき

に、そういった人たちをサポートするのも育成の範疇として、要は地域子育て支援センタ

ーの事業としてはもちろん含まれるわけですよね、コーディネーター機能として、一種

の。含まれてないんなら、ないと言うていただいてもいいですし。そうなった場合という

のは、やっぱり地域のボランティアセンターとの関連とか、日々つながりって重要やと僕

は思うんですけど、そのあたりに対する役場からの呼びかけというか、そういう投げかけ

というのについて、どのようにお考えでしょう。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 あくまでもその保護者の任意という形でされてるサークルになりますので、そういうボ

ランティアセンターみたいなものがありますという、そういう情報提供についてはできる

とは思いますけども、強制というのはなかなか難しいかなと。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 別に強制してやれとか、そんなんじゃなくて、ただ、やはりそのサークルがうまいこと

展開しようというものやったら、ボランティアコーディネーターって要るわけじゃないで

すか。そういうのをうまいことコーディネートする役割の人が、社協に。それに対してつ

なげる役目、アドバイスできる役目として、地域子育て支援センターがコーディネーター

として位置してるわけじゃないですか。それって、横の連携がないと、例えば変な話、コ

ーディネーター、要はチューリップの専従担当者４名とボランティアセンターの人が全く

顔の面識もなければ、そんなところにも行き着かないわけじゃないですか。やっぱりその

辺って連携は必要やと、小さい町やったらそこの連携は必要やと思うんですよ。それに対

する町としての投げかけはどのようにお考えされてはるのかなということでお伺いしてい

るんです。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今後、そういう部分につきまして、チューリップを通じてそういう情報提供というもの

はしてまいりたいというふうに考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、福祉のほうとして。 

健康福祉部長（東 祥子部長） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部長（東 祥子部長） 

 今のそのボランティアセンターと子育て支援センターとの関連のことなんですけれど、

今、議員ご質問いただいた件についてはまだ始まったところで、何もまだできてない状態

でありますので、これから少しずつ検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 始まってるのはお聞きしているんで、ただ、やっぱりそこの考え方を持っていただかな

いと、いつまでも誰も進まないわけじゃないですか。で、僕も前に違う市におったんで、

やはり社協とそこって、綿密に結構やりとりがあって、社協のボランティアコーディネー

ターがベースの地域イベントに、ここで言うたら子育て支援センターに委託された事業所

さんが乗ってきたりしてるんですよ。これはいいなあと正直思ったりもしてたんで。じゃ

ないと、ずっと今後、展開ないですよ、そんなん。だから、できるだけそういうつながり

というのは役所レベルでもしていただきたいし、それこそ現場レベルの専従の方とボラン

ティアコーディネーターも、できるだけ定期的なつながりを持っていただきたいと思うん

ですが、どうでしょう。 

健康福祉部長（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部長（東 祥子部長） 

 ちょっとうまくいくかどうかはあれですが、できるだけ前向きに検討してまいりたいと

思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 うまい仕掛けとかをちょっと考えていただければなと。また僕もそんなん問いかけられ
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たらいいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ６７ページの介護支援センターの委託料が出ていますが、この支援センターというの

は、すみません、どこに置いているんでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 社会福祉法人光生会、ピープルハウス忠岡になります。 

委員（河野隆子議員） 

 ピーパルハウス。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。 

委員（河野隆子議員） 

 ピープルさんね。 

 すみません、委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 具体的にどういった事業をされて、委託をしてもらってるんでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 老人福祉に関する、いろいろ地域の福祉に関する問題について、要は相談援助業務をし

ております。介護福祉士１名分の人件費としての支出というところでございます。２４時
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間の受け付けということで、この辺は広報も通じてお知らせしているところでございま

す。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 介護福祉士の方が１名、２４時間。そしたら、住民の方が何かお困りだなというとき

に、そのピープルさんに電話したら、この介護福祉士の方が電話に出てくれると、そうい

ったシステムになってるんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 基本そういうことになっております。ピープルハウス忠岡の職員は、介護福祉士なり社

会福祉士なり資格を持った職員で運営されてるところでございます。また、その老人のみ

ならず障がい施設もございますし、その辺のところは職員同士も連携をとって対応を図っ

ていただいているものと思っております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 これは大体あるんですか、実際に電話かかってきたりとかあるんですか。委託料は払っ

てますけど。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい、相談件数はございます。 

委員（河野隆子議員） 

 何件。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 ２７年度で６件ございました。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そうしましたら、お電話でまず相談して、そこのお家に出向くと、そういったところま

ではしていただけるんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 場合によってはそういうこともあろうかと思いますが、とりあえず電話相談をしていた

だいて、それの対応を図るということになります。ですので、社会福祉法人でもあります

ので、いろいろその社会福祉事業としてもしている分がございますので、そういった高齢

者のみならず、もしその生活支援という場合もありましたら、老人福祉施設で運営してお

ります社会貢献事業とかもありますので、その辺のいろいろな事業も絡めて、住民に対す

るそういう相談を受けているというところになります。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 金額にして１６２万円です。年間、今２７年度は６件と。恐らく半分以上はお電話で済

んだのかなというふうに自分勝手に想像しているんですけどね。それがいつかかってくる

かわかりませんので、この６件に対してこの金額が高いのか安いのかというと、一般で考

えると、すごく高いというふうに私は思うんですけどね。もうちょっと何かいい方法はな

いんでしょうか。やっぱり委託料１６２万円も出しているので、夜中もかかってくるんで

すかね。そういった報告書みたいなんは、もちろん泉元課長さんの手元には来ますよね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 
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 ２４時間ですので、その受けた報告は受けております。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 恐らくピープルさんは、２４時間、このためにいらっしゃるのじゃなくて、入所してい

らっしゃる方がいるので、ついでと言うたら大変失礼ですけど、そういったところでいら

っしゃるから、電話がかかってきたらとるというふうになっているのかと思うんですけ

ど、なかなかピープルさん、夜中お電話つながらないことが多いんですよ。ちょっと今、

ちゃんと現状はよくなっているのかもしれませんけど、私も何度か夜中に緊急通報がピー

プルさんに委託している時分は、２回ぐらいかけたことあるけど、お電話になかなか出ら

れないといったこともありますので、ちゃんと委託料も払っていますから、きっちり。ち

ょっとこの委託料ね、１６２万円、やっぱり介護福祉士さんがお話を聞いてもらわなあか

んというところもあるんでしょうけど、これはやっぱり２４時間のメニューというのは組

まなあかんもんなんですかね。緊急性のあるものじゃなかったら、２４時間じゃなくても

次の日の朝にお電話という方法もあれば、役場に電話してもいいと思うんですけど、これ

はやっぱり２４時間でこういうふうにせなあかんというものなんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 やはりその２４時間受け付けできるところは、施設としても町としても持っておかない

と、住民福祉にはつながらないものかなと思っておりますので、必要であると感じており

ます。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。 

委員（河野隆子議員） 

 ごめんなさい、最後、委員長。 

 ２４時間体制で必要であるという、今、担当課の方はおっしゃっていますので、きっち

り報告もいただいて、充実したもので、せっかく委託料も払っていますので、ちゃんと報

告もいただいて、後にどうやってつなげていってはるかというのもちゃんと見てほしいと

思います。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 こういう２４時間の受け付けをしているというのは、きちっと広報して周知を図って活

用していただけるように努めてまいりたいと思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今の質問にあわせてなんですが、昔は社会福祉法人のピープルさんぐらいしか２４時間

対応できるところはなかったと思うんですけど、今、言い方はあれですけど、サ高住とか

有料とか含めたら結構数あるじゃないですか。これ、随契にしていく理由って何なんです

か。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ２４時間の相談業務としましたら、高齢のみならず障がいであったり、その他住民の相

談業務、福祉的な受け付けをするとなると、いろいろその分野がありますので、そういう

ところを総合的に考えますと、社会福祉法人光生会さんはいろんな事業を手がけておりま

す。また、なおかつ社会貢献事業とかもやっておりまして、生活困窮者に対して現物給付

ができたりとか、そういった面でこちらも支援をお願いするときもございますので、その

辺直結しておりますので、よそさんとなりますと、ちょっとなかなか時間もかかったり、

手間取ってしまうと、生活に日々のことにかかわりますので、土・日にかかわらず受け付

けして、そういう対応できるようなところが最適かなと考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 でも、それってピープルさんじゃないとできない理由じゃないですよね、だって。じゃ

あ、ほかの有料さんなりサ高住の質が低いということですよね。相談体制の質が。という

ことを言っているわけですね、今。そうなんですね。わかりました。それで結構です。 

委員（是枝 綾子議員） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ７１ページの児童福祉費の賃金で、これはちょっと初めて予算化されているＤＶ被害者

等支援コーディネーター賃金ということで、具体的にこの、賃金なので非正規だと思いま

すが、どのような方がどのような活動をされたのかなということをちょっと教えていただ

きたいのですが。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 このＤＶ被害者等支援コーディネーター賃金につきましては、大阪府の新子育て支援交

付金を活用しまして、コーディネーターを採用しております。そのものにつきましては、

警察のＯＢという方で、特に虐待等の相談があればメインで動いていただいておりますの

で、今までですと我々職員で対応してた部分をその方が受けていただいてるということ

で、我々職員の負担軽減にはつながっておると。 

 で、２７年度の実績としましては、相談受け付けが６４件、家庭訪問が７回、あとは施

設訪問が２回、あとは研修にも１８回参加していただいております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

 以上です。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 イメージがちょっと女性かなと思ったら、警察のＯＢということであったんですが、こ

れは、虐待は基本、子ども家庭センターのほうに連絡をするというのが一般的な、皆さん

そういうふうに思っていらっしゃるんですが、これはどこに、忠岡町役場にかけるわけで

すか、この方にとかという、行ってくれという。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 
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 もちろん子家センにも連絡等は入りますが、直接役場に電話で連絡が入ることも多々ご

ざいますので、そういった場合はこの方が対応していただくということになります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 子ども家庭センターの人手が足らないからということで、大阪府がこんなふうにとかい

うふうにしてきた制度ということでもないんですね。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 違います。 

委員（是枝綾子議員） 

 子ども家庭センターとの連携というのは、どんなふうに。警察のＯＢの方は、こういう

児童虐待のいろいろなそういう専門ではないですよね。その連携はどのようにとっていら

っしゃるのでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 子家センだけじゃなくて、当然警察等も絡んできますし、あとはうちの小・中学校、保

育所、幼稚園も含めてですけども、いろんな関係機関というのがございますので、そうい

う中で警察のＯＢということで、知識的にもいろいろお持ちですので、そういうことで調

整していただいてるというふうにご理解いただければいいかなと思いますが。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 警察のＯＢが行かれた場合がいいケースと、別にそういういかつい人が行かなくてもい

いケースと、やっぱり専門的な児童相談所の職員が行くほうがいいケースと、いろいろあ

るかと思うんですけど、別に自動的に皆この警察のＯＢに全部行ってもらっているわけで

はないんですよね。そのケースによっての対応ということですか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 そういうことでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃあ、一般的には忠岡町にかかってきても、子家センと連携をとりながら対応して、

この方に行ってもらうと、一緒に行ってもらうとか、いろいろそういうふうな判断はどこ

が一応この役所の中ではされるんでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 要対協、要保護児童対策地域協議会というものがございますので、そちらのほうで判断

をしております。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

委員長（森 政雄議員） 

 他にありませんね。 

（な  し） 

委員長（森 政雄議員） 

 それでは、質疑を終結いたします。 

 

委員長（森 政雄議員） 

 次に、７７ページから８８ページの第４款 衛生費につきまして、担当課の説明を求め

ます。休憩はその後にいたします。 

（担当課：説明） 

委員長（森 政雄議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。再開は午後５時４５分からです。 

（「午後５時３２分」休憩） 
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委員長（森 政雄議員） 

 休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後５時４５分」再開） 

 

委員長（森 政雄議員） 

 説明は終わっておりますので、ただいまよりご質疑をお受けいたします。ありません

か。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 クリーンセンターのところでいろいろと、８６から８７ページにわたりまして長期包括

の整備運営ね。これは毎年３億５，０００万ほど出ていますが、この２７年度といいます

のは、非常に私たち問題にしておりました粗大ごみの破砕機がつぶれたということで更新

工事をされたということがございました。１億３，５００万円。非常に忠岡町の財政が大

変だというときに大きな金額だと思います。もちろんこの事業をするときに、私たち共産

党の議員団は、これは反対をさせていただいております。 

 粗大ごみの破砕が、これがずっと今までの質問の中で、長期包括の中に入っていない

と。ＪＶさんのほうは、古いから、こっちの破砕機はもう２０年以上たっているからリス

クが高いということで外されているというふうにお聞きしておりました。しかし、運転管

理というのはもちろんこの破砕機がなければ燃やせませんので、運転管理というところで

は長期包括の中に入っていますので、運転と管理、管理も入っているのですから、なぜも

うちょっと早い時期に。物は何でもそうですやん。すごく傷む前に、ちょっとでも軽いう

ちに直すと費用も安くつくというふうに思うんですが、その点について、これは何年も放

置していたんでしょうか。そうか急に悪くなったんですか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 この破砕機につきましては、破砕機に限らずなんですけども、やはり町財政がかなり逼

迫した状態が過去にも続いておったという中で、原課としても過去にその破砕機のふぐあ

い等について、財政当局のほうにはもちろん予算折衝という形で上げてはきてるんですけ
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ども、やはり全体の予算の枠組みの中でなかなか金額もでかいということで却下されてき

たという経過があったというふうに聞いてございます。そのさなか、昨年の３月ですね、

ついに破砕機が壊れてしまうという事態に至ったということでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 原課のほうでは、もうそろそろだめだということで、修理という形でおっしゃていたん

ですね。しかし、財政課のほうで、ちょっと財政逼迫しているから無理だということで、

延び延びになってしまった。それで、結局は新品にかえなくてはいけないということで、

なおさら忠岡町の財政が逼迫する形になったんだと思うんです。 

クリーンセンター、この長期包括については非常に高いお金がついている上に、この新

品にせなあかんかったというと、高迫議員も何遍も言うてましたけど、なぜ修理できない

のかと。なぜ新品にするのか。長期包括で、もうあと残り３年ほどだと思うんです。いず

れは広域に持っていかなあかんと思うんです。３年で無理だとしても５年、６年先にはも

う持っていくという方向で行かなあかんときに、なぜ新品にかえるのか。これ、新品にか

えたら２０年以上また使えると思うんです。本当にこれ無駄なお金だと思うんですが、な

ぜ修理しなかったのか、なぜ新品にしてしまったのかというところもお聞かせ願いたいの

と。 

 あと、運転管理の中で、これは例えばＪＶさんが管理している中で、もうつぶれそうだ

なあと言うてても、たとえつぶれても自分ところのお金は全然使いませんから、そこら辺

はちょっと、全部町が出すんやからということで甘く見ていらっしゃるんじゃないかなと

いうふうにも思うんですが、その２点についてお聞かせ願いたいと思います。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 昨年の補正のときにも議論はあったかと思うんですけれども、やはり壊れた部分の修理

ということ等についても当時検討されたということで、修理案の中で制御盤、電気制御盤

の部分のみの修理案、あるいは切断機と制御盤を修繕した場合の案、で、全部更新した場

合の案ということで、３案をご提示させていただいたということでございます。 

壊れました破砕機の部分のところ以外に、コンベヤーというんですかね、回転破砕機の

部分というのが、要は今回更新する部分の一番下の破砕機の下部というんですかね、一番
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底の部分にあるということで、今回つぶれた部分をやりかえたとしても、またその上にあ

る部分の施設という、そこをまたのけて、また入れかえなあかんという手間が発生すると

いうことで、結果的に、この破砕機自体も前年、２６年にも油圧機があかんようになった

りとか、完全にだめになる以前にはいろいろと症状が出ていたわけで、そこの修繕をやっ

てもやっても、結果的にはこういう形になってきたということで、今言う部分的な修繕を

やったときに、また新たに新品になった部分をのけて、またそこまでいらいに行くという

んですかね。ちょっと言い方、説明は悪いですけども、そういう部分でいくとまた新たな

修繕費というのがかさむということで、トータル的に見た場合に、１回で払う今回の設備

更新というのは確かに１億３，５００万円と、かなり大きい額になるんですけれども、た

だ、これ、分割で修繕、修繕でまた同様の違う部分が故障した場合に、新たなまた費用が

乗っかってくるということで、最終的に議員の皆様にご判断いただいたんかなというふう

に思いますので、最終的にやはり全部更新という手法というのが、町としても一番ベスト

なやり方だったんではないかなというふうに考えてございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 それは、もちろん私も素人ですし、恐らく担当課の方も技術職の方は今いらっしゃらな

いので、向こうが、それは一体誰がそういうふうに先駆けて修理、修理になるだろうとい

うふうに判断してしたんでしょうか。それはＪＶですか、それとも役場ですか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 もちろんそれまでにも修理の部分ということで、いろいろ要望というんですかね、この

部分で放っておくとここはだめになるよということでの要望というんですかは聞いておっ

たんですけども、そこを総合的に町で判断する中で、一番ベターな方法だということで、

それぞれのパターンのもちろん見積もりも徴取して、それを中で検討・精査した中で、全

部更新という形に至ったというところです。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 
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委員（河野隆子議員） 

 岬町でも熊取でも同じ流動床でやってるんですけど、うちより古くても大切に使ってお

られるからいまだにそのまま使っているというふうに聞いています。なぜ忠岡町はそんな

に早く物が壊れる。２２年動かしていらっしゃいますけども、クリーンセンターがずっ

と、これから何十年とあそこでごみを燃やすというふうなこともあるかもしれません。そ

れだったらなんですけども、一応広域でやっていくという町長のお考えであるんですか

ら、本当に３年か４年しか使わないものにこの１億３，５００万ですかも投じるというの

は非常にもったいないと思うんです。普通の家庭でしたらやっぱりお金がなかったら修

理、修理といった方向で行くと思うんですね。 

３年、４年、修理、修理が高くつくとおっしゃいますけど、これが例えば３年としまし

ょうか。そしたら１年で５，０００万弱、４，５００万ぐらいの修理費が割ったら要って

いるわけですよ。なので、やっぱりこういうところをしっかりとお金を押さえていかない

と、忠岡町はこの先大変になると思うんです。 

この粗大ごみの施設更新工事もそうですし、上の壊れている間の破砕前の処理業務委託

料も１，５００万ぐらい出ています。これはすみません、３月につぶれたので何カ月お願

いしたんですかね。何カ月分でしょうか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 こちらですけれども、前処理の部分につきましては、一応４月から実際には前処理業務

を入っているんですけども、まず随契で５月から２カ月、これは緊急的に２カ月間稼働し

ております。その後、補正が通ったということで、そこから計７カ月、計９カ月で前処理

業務していただいた分の決算額ということでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら、この前処理の委託料は９カ月分でこの金額ということでよろしいんですね。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 はい、そうでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 たしかこれは藤原環境さんでしたか。 
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生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 そうでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今、奥村課長のほうから随意契約でということで、別に藤原環境さんじゃなくても、も

っとね、入札か何かしてやってもらえるところの業者がなかったのかと。全く競争原理が

働いていないので、向こうの言い値のままというふうにも捉えられますし、なぜ随意契約

でそのままいったのかと。これは何遍もうちの議員団でも指摘させていただいています

が、その際に連携がね、ＪＶさんとの連携がうまくいくと、そういったことをおっしゃっ

てました。 

 しかし、この前処理を現場も見せていただきましたけれども、ガシャンとね、これ何と

いうんですか、ユンボじゃないけど、ユンボみたいな破砕の特別な、それで壊して、あ

と、ほうきで掃きながらベルトコンベヤーに載せていらっしゃいました。そんなに連携が

要るお仕事ではないというふうに私感じましたんで、なぜ随契でいかれたのかと。ちょっ

とその点についてお聞きしたいと思います。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 建設機具とか、そういう今ご質問がございました器具、機械ですかね、そういったもの

をリースで借りるということで、極端な話、建設的業務というんですかね、施工あるいは

オペレーティングできる業者さんであれば、できることは可能かなというところなんです

けれども、従来よりクリーンセンター内の場内整理であったりとかその辺の業務について

も清掃業務については当然熟知されておられますし、本町にあります清掃業者３社の中

で、唯一藤原環境さんがその建設業務については登録もございますので、今申し上げたそ

ういうオペレーティングとかそういう部分についても十分対応できるということもござい

ましたので、その辺を含めまして、また業務を入札になれば、もちろんその辺のまた積算
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もして入札してという形で、手続的にも時間的なものもございますので、やっぱり日々の

処理をまずとめるよりも、まず早急にこの辺の処理をやっていただきたいという部分もご

ざいましたので、その辺のところを総合的に勘案する中で、藤原環境さんが一番適当だろ

うということに至ったということでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 奥村課長はこの当時はそこの担当課でいらっしゃらなかったので、奥村課長ばかりに聞

くのは大変あれなんですけど、やはりよそで見積もりというか入札しないと、この金額が

本当に妥当なものなのかと。ちょっとクリーンセンターに関しては、今までもこの金額が

本当に正当なものなのかと、そういった疑惑というたら大変申しわけないんですけど、そ

ういったことは私以外でも皆さん持っていらっしゃると思うんですね。なので、やはり連

携がうまくいくとかじゃなくて、きっちりと随意契約じゃなくて入札してやってもらう

と。そういったことで差額も出て財政のほうも助かると、そういったことも出てくるかと

思うんです。 

 今回は、このクリーンセンターは、また電気代と薬品代か、それから労務費の見直しも

ございましたですね。なのでこれ全部足すとすごくね。計画して、こんなん思ってなかっ

たものがこの２７年度はどんと出ているんです。２８年度もこの前、９月議会で労務費も

電気代とかも上がっていましたので、そこもまたお支払いしないといけないというふうに

なっていますので、ごみというのは必ず出るものですけどね。もうちょっと努力して、こ

れだけお金を使うの、今までもこれずうっと、きょうは朝からやっていますけど、１００

万、２００万のお金でもやっぱり財政が逼迫しているからできないということをおっしゃ

っていましたので、なぜこんな大きな金額をぼんと出してしまうのかということで、これ

はもうちょっと精査してしてもらわないといけなかったと思うんです。その点については

いかがでしょうか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 今申し上げました前処理の業務の件なんですけども、経緯的にはもともとこの破砕の前

処理する前段で、要は破砕業務できないということで、これ外部委託にした場合に、要は

どれだけかかるのかということをまず試算する中で、本町としては当初外部に、大栄環境
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のほうに持っていって、その辺の部分で、運搬と向こうの処理料を見込む形で、月額にし

ますとおおむね４００万ぐらいの費用がかかるだろうということで予定しておったところ

でございます。 

 ところが、その業務については従前より、この業務というか、大栄環境に持っていって

る部分の業務を藤原環境さんがやっておったということで、その部分の話をすり合わせし

ているところ、環境さんのほうから、こういうやり方もあるよということで前処理をやっ

たほうがもっと安くつくん違うかと。要はクリーンセンター内で細かく粉砕することで、

あとはベルトコンベヤーだけ直結でずうっと回すような形で送り込めばもっと費用が低減

できるんではないかというご提案いただいたという中で、先ほどのちょっと申し上げた随

契の理由とあわせ持って、この方法が一番効率よく、またすぐに対応できるというところ

で、ここの前処理という形を選んだという経過になってございますので、それでいきます

と、単純に決算ベース効果だけで見ますと、その前処理を選んだことによって２，０００

万近い金ですかね、そこは効果が出たんじゃないかなというふうに思いますので、決して

ここありきで前処理ということをやったのでなく、その前段に今申し上げた、通常で外部

に出したらもっと財政負担的な部分があったのかなというところについてはちょっとご理

解いただきますとありがたいと思います。 

 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 いろいろと大栄環境なんかも考えたということですが、やはりかなりの金額ですから、

なかなか納得は、ご説明いただきましたけれども、納得がいく金額ではないというふうに

思うんです。 

 で、この労務費のほうの見直しの部分ですと、これは委託料に関する６８条、ちょっと

６８条ということをおっしゃっていたんかな、委託料の額の変更ということで、日本国内

における一定の賃金水準または物価水準の変動により委託料の額が不適当と認められると

き、インフレスライド条項にのっとって金額を協議したということなんですけど、人件費

としては大体、ざっとですけど、長期包括で大体お１人５５０万円ぐらいの金額が出てい

るのかなというふうに思うんです。今、なかなかお給料というのは上がってません。アベ

ノミクスでも毎年全然賃金が下がっている中で、この労務費の見直しということで大方５

００万円、この年、出しています。それで２８年度もまた出るということで、これは向こ

うが、ＪＶさんのほうが丸々言うてきた金額をお支払いされたんでしょうか。それともい

ろいろと交渉された中でこういったことになったんでしょうか。 
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生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 これは９月議会でも同様の議論させていただいたかなと思うんですけども、そもそも人

件費、労務単価の上がった部分ということで、もともとＪＶさんの要望としましては、業

務委託と工事全ての人件費について労務単価を上げていただきたいという部分で、先ほど

議員ご指摘の契約書の６８条の中で掲げている、要は人件費の高騰であったり、賃金水準

が上がったとかいうときに申し出ができて、その中で町長とＪＶが協議した中で決めてい

くという中で、要は本町としてもなかなか業務委託の全てにまで労務単価を見るとなると

かなり額的にも膨大な額になるということで、せめてその補修工事、点検整備部分につい

ては一定見ていきましょうということで合意したものでございまして、２７年度、そして

９月議会でも補正させていただきました件についても同様に、点検整備等についての労務

単価でございます。 

 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 厚労省のほうから通達が来たということでしたが、それは強制でなくてお願いであっ

て、もしこれ、忠岡町ですよ、向こうから言うてきて、「いや、払いません」というふう

になったとしたらどうなんでしょうかね。向こうはそれなら仕事やんぴいというふうにな

りますか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 必ずしも払わなかったからといって違法かと言われると、そこはちょっと明確にはわか

らない部分があるんですけれども、ただ町として最終的にはやっぱりここについては一定

見ていこうということで、どこまでも最後は協議の世界でございますので、契約に基づい

て最終的に町とＪＶの中での落としどころで決めたものについて、２６年、２７年という

形で精算させていただいているところでございます。 



161 

 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 この長期包括で頼んでいるところに、そんなに手厚く気を使わんでもええと思うんで

す。やっぱりこれだけするんやったら、それ住民の皆さんのために使ってもらいたいと、

そういうふうに思います。これはもう決算ですのであれですけど、私たちはこの粗大ごみ

の破砕、更新工事ですか、これはもう本当に今でもやっぱり認められないというふうに思

っていますので、それは意見として述べておきます。 

 一たんこれで、ちょっと。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 また、クリーンセンターの粗大ごみの破砕工事については河野議員が今質問されたの

で、ちょっと違う観点でお聞きしたいんですけれども。 

 まず、わかりやすいところからですね、これは搬入ごみの破砕前処理の、何か藤原環境

に随意契約された、１カ月１７２万８，０００円という契約をされたんですけれども、１

カ月ね、日割り計算もされるんでしょうけども、半端なところは。その見積書が粗いんで

す、すごく。これ、もっと細かいのは出していただいていらっしゃるんでしょうね。一応

これ、単価見積もり、搬入ごみ、粗大系破砕前処理工一式、数量１、単価１６０万という

ことで、１カ月当たりということで、期間が６カ月ということで９６０万ということで、

別途消費税かかります。こういう見積もり。これ以外の見積書もいただいているんです

ね。一応これは議会向けに簡単な見積書を出していただいたんですよね。もっと、その機

械のリース代がこんだけでとか、いろいろそういう積算されていらっしゃる、何かそうい

うもっと細かい見積書で契約されたんですよね。そのところをちょっと教えてください。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 
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 すみません、当時の見積もりというのは、今是枝議員からご指摘のとおりのものだった

のだと思います。ちょっと今担当にも確認したんですけども、恐らくそれ以上の細かい部

分については掲載されてなかったのかなということで、ちょっとそこをもう一度また確認

はさせていただきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 議会向けの資料と、あと、役所の中はやっぱりきちっと根拠を持って、この工事はどう

いう積算根拠でこの契約金額になりましたと、こんだけ値切りましたと、１割、２割も値

切りましたというんだったら、それはあれですけど、ちょっと違う感じがしまして、それ

が、課長がかわったからわからないということもあるんでしょうけども、やはり随意契約

でするんですから、入札じゃないから、適当、話し合いで決めていいという、そういうも

のじゃないですよね。やはり一応根拠を持って、それで協議をして、できるだけ安くやっ

てねというふうに交渉するのが本来だと思うんですが、そういう交渉の仕方はされてませ

んよね。でしたね。 

住民部（軒野成司部長） 

 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 私が当時の課長でございますので。まず１つには、破砕機が壊れたというところがあり

ます。破砕機が壊れて、この２７年度中にぜひとも直さんとというようなところがござい

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、処理前の破砕機の、前の処理の話で。 

住民部（軒野成司部長） 

 それはわかっているんですが、当然その中で、トータル的に破砕機本体の工事並びに前

処理ですね。その辺のトータルの金額でいくと、当然安くなる方法をということで、

我々、今うちの課長が申し上げたとおり、当初は大栄環境のほうへ出すと。その運送代と

しては、今契約している金額がございますので、それで積算させていただいたと。トータ

ルの金額でいくとかなりの金額がかかると。その中でＪＶ並びにうちの中での、藤原環境

との協議させていただいて、より安くなる方法をということで提案された分に乗っかった

ということでございます。 
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その中で、要は前処理の作業というのは、人件費並びに重機のリース代、これが主な金

額であるというふうに認識してございます。それについて見積もりをいただいたというこ

とでございますので、分かれているところというとその２つではないかなと。ちょっと生

活環境のほうへ帰らんと、その辺、細かく積算しているかというようなところを確認させ

ていただくということでご理解いただきたいと思います。 

ただ、１つは破砕機が壊れて、我々が初め思っていた形の部分より安くなる方法を業者

と話し合いして、随契で持っていったというような形でございますので、よろしくお願い

いたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 随意契約やからいろんなことを省略してもいいということではないというのは、もう議

会でも指摘もさせていただいております。随意契約の手続もきちんととられてませんよ

ね。地方自治法施行令の第１６７条の２にある、きちんと、１３０万円以上の工事につい

ては、一応入札なり競争入札に付しないといけないと。しない場合はそれなりの理由とい

うことで、その理由がちょっと納得のいかない理由ですが、それを納得したとしてもやは

り幾らの工事でというふうな、きちんとした積算も出してもらった上でしないと、１カ月

当たりというのが、リースは１カ月当たりというリースの機械の借り方ってあるかと思い

ます。使うときだけ借りるって、その時間で割るというのはちょっと合理的でないので、

それはわかりますけど、人間はどれだけ、ごみの量に応じて働くと思います。用事もない

けど来て、うろうろしてというふうなこともないでしょうから、やはりごみの量に応じて

何時間という時間で人についてはというふうな考え方というのもあったんではないかと。 

 このほうが安いんですって言うけど、安いんか高いんか検証できないですものね。この

セットなんですもの。１セット、人と重機ワンセット１カ月１６０万という、これがわか

らないですね。日曜日は当然休みでしょうし、土曜日は半日でしょうから。ごみがなかっ

たらしないというときでも１６０万円という、それがちょっと合理的じゃないですね。合

理的であるという説明もしていただかないと根拠がないということなので、これはやっぱ

りきちっと見た上で、この金額でもっと高くなるんやけど、この金額で安くなったんだよ

というふうに説明があればみんな納得すると思うんです。まだね。「これは高いん違う

か。損してるん違うか」という気持ちがあるから、やっぱり随意契約で、それも予定価格

をきちんと随意契約でも持っておかないといけないです。その随意契約の調書に予定価格

をちゃんと書いておかないといけないです。予定価格調書をね。ということですよね。 

 なので、その随意契約の事務の流れというのをやっぱり。で、業者から見積書を出し
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て、照らし合わせて、ああ、安いから、２、３社を見るけど、２、３社取れなかったら予

定価格とこの見積もりと合わせてどちらが安いというふうなことで交渉するというふう

な、それが本来の随意契約の事務の流れなんで、その手順を踏まないから、「やっぱりこ

れはおかしいんじゃないか」「高いん違うか」「何でや、いつも同じ業者」と、こういう

ふうになるわけなんで、業者にしても、「何や、いろいろ言われて、安うしたってるの

に」と言うかもしれないです。安くなっているかどうかがわからないので、それを、安く

なっていると言ったら安くなっていますという、そこをきちっと細かい明細的なものなり

予定価格を町でつくるなりしていただけたらと。そういう予定価格をつくるのがそうい

う、環境技術研究所さんがいつもとっていますけど、そういう予定価格をつくるのにそう

いう業者を入札させるというのも１つの方法かと思います。後から見てもらったら、それ

は予定価格、出てきません、後からだと。 

 ということなので、それはやっぱり今後ね、随意契約する際の手続をきちんととってい

ただきたいということで、少々高くなってもこれが正しいやり方で、皆さん誰も文句がな

いという、そういう方法をとってください。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 言われることはよくわかりますので、次年度の予算計上の折は積算できるような形の部

分を計上させていただいてコンサルに出すと。そこの中で積算から全て出さしていただく

ようなことを考えて、この秋の財政とのヒアリングに臨みたいと考えます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 公平公正、透明性を高めていくということが契約においては必要なので、そのための

少々、積算でちょっとお金かかるけれども、それはやっぱり住民に納得していただける方

法だと思いますので、それはぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 見積もりが細かいのが出ていないというと、後でつくることも可能ですけれども、いつ

その見積もりをいただいたのかという日にちもぜひ、ちょっといただきたいと思います。

後からつくって出すということは、パソコンなのでできますので、あるんでしたらお出し

いただいて、なければないという報告もいただきたいと思います。 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 次ですけれど、すみません。破砕機の分ですけれども、破砕機、これは見積もり審査を

環境技術研究所にしてもらって、見積金額の何か、掛ける０．９３掛けたとかいうて、そ

ういう説明があったんですけれども、それは本当にこの見積もりでいいのかという、これ

も資料しかないので、これをきちんと積算する。これ環境技術研究所に何ぼで委託したん

でしたっけね。１５万６，０００円ですね。１５万６，６００円で委託をされて、見積も

っていただいたと。後からですね。見積もり査定をしていただいたという資料を、これち

ょっと簡単に、わかりやすいようにしていただいてるけど、本当にきちんとやっていただ

いて、１５万６，６００円の仕事の書類というのがあるんでしたら、それも見せていただ

きたいと思います。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 向こうからの書類等ございますので、また提出させていただきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 また、その見積もりの中身について、チェックはきちんとされていらっしゃいますかと

いうことで。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 中身のほうについても十分精査する中で、金額については確定してございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、環境技術研究所さんが全て、忠岡町のこういう衛生関係の施設なり全て見て

いるというところが疑問点ということですので、その環境技術研究所さん以外のところが

見積もった金額が一体どんな金額なんだろうということを経験したことがございませんの

で、本当にこれが正しいんだろうかと。いつも業者が違えばまた違うんでしょうけど、同

じなのでね。本当にちょっとそういう疑義があるということで。 
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 あと、先ほど忠岡町は財政厳しいということですけれども、やはり厳しかったら修理で

いくのが本来でありましょう。たった５００万か６００万の子どもの医療費の助成をなか

なかできないとか言われているけれども、１億４，０００万、５，０００万を出されると

いうことなので、そういう考え方がちょっと理解できません。理由書はもう既に以前にい

ただいておりますけれども、入札しないとこういうのはだめだということはないというの

は、そのときにも議論いたしました。 

 クリーンセンターのダイオキシンの恒久対策工事、これね、平成１１年の９月３０日に

してるんです。で、一応、落札業者は住友重機械工業ですね。住重工業で、その子会社の

住重環境エンジニアリングが下請でやっていたみたいですけれども、ここはやっぱし入札

に付して、来なければ不調ということか、そこと何かするなり、やはり入札に１回出す

と。もし新品でするんであればね、ということも可能であったんでないかと。これ、ダイ

オキシンの恒久対策の工事って、炉そのものですよ。炉そのものを入札に出しているとい

うことがありますので。だから破砕機なんて、刻むということが、原則そういう工事は入

札には向かなくて、炉のダイオキシンの工事、炉をちょっと大きくしたりとかいじったり

する、その工事を入札にかけたことが忠岡町はありますので、やはりこれはやろうと思え

ばできたんではないかと。破砕機は長期包括の範囲ではありませんので、契約違反にはな

りません。そうですよね。そうですね。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 はい、そうです。 

委員（是枝綾子議員） 

 よく長期包括の契約やから、契約やからというけど、契約違反にはならない契約外のこ

とも契約の中にあるかのように、ちょっとそこに取りつかれているというところは、ちょ

っと発想を変えていただきたいということと、あと、今後こういう入札できるものまで入

札しないというのはちょっとおかしいので、入札に付してください。 

 あと、その煙突の工事もここ、してるんですね。この年。煙突、クリーンセンター煙突

内筒、８７ページ、１，４００万は、さっきの１億という数字を見たら１，４００万が少

ない金額に見えますけど、大きな金額ですわね。これも随意契約でしたか、これは入札で

したか。すみません。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 これも随意契約でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 なぜ随意契約だったんでしょうか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 この煙突なんですけれども、平成１３年に一応、内筒が腐食によって傾いた経緯等ござ

います。その中で、煙突の延命化工事を今回も順次やっていくということで、やはりこれ

も長期包括の部分以外のところになるんですけども、実質的には運営管理等をやっていた

だいているところにやっていただくほうが、よりスムーズに、もちろん工事車両であった

りとか入ってきますので、その辺の部分で通常の処理業務等に支障等ないような形で工事

を進めたいということで、ＪＶのほうに随意契約したということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 工事がしやすい。それは委託管理しているところがすればそれは楽でしょうけれども、

取りに行きますよ、その業者が、委託業者が。これは取りたいと思ったら、そのほうがや

りやすいと。ほかの業者が入ってこられるのは嫌やと思ったら取りに行くから、入札にす

ればもっと下がったかもしれないと思います。そうですよね。取りたいときは取りに行き

はるもんね。だから安い金額でまあまあなりますね。入札の下限は、工事は１０分の８で

したか。どんなんやったかな。最低制限価格がね。最低制限価格を事前に公表すれば大変

安い金額になっておったと思います。だからそういう、やはり不透明な部分というんでし

ょうか。工事がスムーズって考えるのは、委託をされている業者が考えることであって、

忠岡町が考えることではないと思います。連携をね、工事が入札で決まったんやったら、

そこで話し合って連携よく業者がされると。どうしてもそういうよその業者を入れたくな

ったら取りに行くということがあるので、それは業者に任したらいいことで、いろいろそ

ういう配慮し過ぎているというところが、こういう結果になったと思います。 

 ですので、長期包括外であり、煙突はもう別にそんな、技術がものすごくとか、秘密で

とかいうことではないと思います。この２つの、粗大ごみと煙突については長期包括外で
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あり、契約違反にはならないので、競争入札に付すべきであり、どうしても取りたいと思

ったら取りに来るという、そういう性質のものであったというふうに判断いたします。以

上です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 し尿処理場の件ですけれども、２７年度はまだ広域で泉大津のほうではしてない、なか

った年ですね。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

奥村課長 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（前田長市議員） 

 金額を見ますと６，７００万ほどし尿処理場にかかっているわけですけれども、２８年

度から泉大津のほうに処理場を委託しているわけですね。大体、そうしますとどのぐら

い、広域でした場合幾らぐらいかかるものですか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 今、手元にちょっと数字があれなんですけども、一応この６月から広域のほうに受け入

れということで、１０カ月分ではございますけども、おおむね多分１０カ月で２，７００

万ぐらいだったかなと記憶してございます。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 
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 そしたら委託するのに、年間２，７００万、今１０カ月。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 １０カ月ですね。 

委員（前田長市議員） 

 ざっと計算して。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 はい。 

委員（前田長市議員） 

 それ以上はお金は全然かかってないわけですか。それ以外のお金はかかってない。その

し尿処理をするのに泉大津に委託して、全てのお金がそのお金ですか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 し尿処理場費というところで見ますと、今申し上げた部分だけですね。一部これ、また

ちょっと次の年度にはなるんですけども、今のし尿処理施設のところから電気の配線がい

っている部分がありまして、管理人の選別の部分の機械、電気配線が来てございまして、

その部分については電気代がちょっと発生はしておるんですけども、基本的には今、この

し尿処理場費については全て委託のほうに移行したという考え方で結構です。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長、ちょっと補足させていただきます。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 泉北環境のほうへ委託を出さしていただいて、泉北環境の施設に大規模改修とか、これ

から先にもしあれば、その部分について応分の負担を求められるというような形にはなっ

てくると思います。ですので、今の３市でやっておられますので、それと同じような割合

で契約というような、委託というような形になってございますので、その中で平成２８年

の６月から翌年３月までの部分ということで請求されるのが先ほど申し上げたぐらいの金

額なんですが、ただ若干、その持っていく量によってその辺変わるところはありますが、

ほとんどその辺の金額であるというふうに認識してございます。 

委員（前田長市議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 そうしますと、こういう広域にした努力によって４，０００万ほど大体安く、このざっ

とした計算から言うたらね。 

住民部（軒野成司部長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 委託料と、まあ維持補修というんですか、年間これぐらいの補修をということで計画的

にし尿処理場についてはやっておりましたので、その両方で６，６００万ぐらいか、し尿

のほう。そやから、自前でやっている部分については今申し上げた６，６００万ぐらいで

あったであろうと。それが３，０００万前後、若干、１０カ月ですんで超えるかもわかり

ませんが、約半分ぐらいの効果額が出てくるんではないかなというふうに考えてございま

す。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 やっぱりし尿処理場を広域にしたことによってこれだけ安く済んできましたんでね。本

当によかったと私らも思っているんですけどね。これから先、やっぱり量がだんだん減っ

ていくわね。まだね。水洗化になってね。だからそうなると、さらにまだ下がるというこ

とですか。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 今の泉北環境との協定の中では、要はある一定、負担金の金額というんですか、決めら

れてる部分があります。それプラス量ですね。その部分について変わってくるというよう

な形なんですが、もともと忠岡町の量自身が知れておりますので、その辺は変わってきて

もそんなに金額的には下がってくるとかいうような形にはならないかなというふうに考え

てございます。 

委員（前田長市議員） 
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 結構です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、８０ページの役務のほうからちょっとお聞きします。成果のほうにも上が

っているんけど、すこやか赤ちゃんの、乳児の全戸訪問の件なんですが、多分ほかで誰か

聞かれたと思うんですけど、もう一度聞かせていただきます。これ、産婦さんと新生児さ

んの把握方法って、まずは住基のほうがベースなんですかね。どのような把握の方法でし

ょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 これは母子手帳を取りに来られた方で把握しております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その中で、この人数に上がってない、例えば訪問できなかった、連絡つかなかった方と

いうのはいるんでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 おりません。 

委員（三宅良矢議員） 

 なし。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。次、また質問項目、変わります。８１ページの区分１９の看護高等専修学

校運営負担金とあるんですけど、これはどこの学校のことなんですか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 泉大津市医師会の看護学校の負担金でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 忠岡町から、昨年ぐらいでいいんですけど、何人ぐらいそっちに進学したとかわかりま

すか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 すみません、その人数につきましてはちょっと把握はしておりません。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 また別段で回答いただけますか。進学状況って、何人ぐらい行ったのかなって、ここ

に。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 確認いたしまして、また報告させていただきます。 

委員長（森 政雄議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 お願いします。 

また、さっきの確認に戻るんですけど、特定不妊治療の助成金の先ほどのエビデンスの

こと、まだ回答いただけないんですよね。今の段階で。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 すみません。先ほどちょっと下へおりて確認したんですけど、まだ間に合わなかったの

で。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、委員長に質問になるんですけど、これの回答は多分あしたの午前中にはい

ただけると思うんですけど、きょうここの衛生費で多分無理やと思うので、あしたの始ま

りの前か何らかの形でちょっとこの質問だけさせていただきたいんですけど、よろしいで

すか。 

委員長（森 政雄議員） 

 急がなかったら、総括質疑でもいいのでは。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。総括質疑ですね。すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 それでよろしいですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい、結構です。 

委員長（森 政雄議員） 

では、総括質疑でお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 
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委員（三宅良矢議員） 

 ８２ページの墓地のことでちょっとお伺いします。僕もよくわからないんですけど、忠

岡の真ん中の斎場のある墓地のことなんですけど、あれって、区画の管理ってどうなって

るんですか。うちの家もあるんですけど、何かみんなぐちゃぐちゃやから、あれって何

か、墓地の地番じゃないですけど、あるのかなということでちょっとお聞きしたいんです

が。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 吉田課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 共有墓地につきましては、どの区画にどなたがおられるということは事務局のほうでは

把握ができておらないというような状況でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すると、それの所有者の移転とかというか、例えば僕の家、２つ置かせてもらってるん

ですけど、何らかの形で要らなくなったとするじゃないですか。その後のその残りという

のはどういうふうにされていくものですか。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 吉田課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 今現在、使用者の方がお返しをいただいた場合には、その場所に忠岡町墓地管理委員会

の立看板を立てた状態で、今後そこには誰も建ててはだめですというような形の文言で表

示をしております。 

委員（三宅良矢議員） 

 結構です。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ８５ページですが、その他プラの収集委託料が出ています。２６年の１０月からその他

プラ、始まったと思うので、この２７年度、丸々１年分のその他プラの収集した量という

んですか、１年間のわかってると思うんですけど、２７年度はどれぐらいその他プラ、出

たんでしょうか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 総量に換算しまして、２６年の半年ですね、こちらは６０トンで、２７年度が１４０ト

ンでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 １４０トン出たんですね。住民の方も大変協力されているので、たくさん出していただ

いて分別していただいてることはいいことだと思うんですが、ただ、これは前からお聞き

していますけど、長期包括の中でごみを減量していかなあかんと。１０％減量したら精算

金が戻ってくるということですけど、その１０％も係数を掛けていくので、大変毎年厳し

くなっていくというふうになっていますけど、このプラスチックは、燃やしていないけ

ど、契約書にもともと入っていないから燃やしていることにして、精算金が戻ってこない

んですね。この１４０トンという数字が入れば１０％を超えない。どうですか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 その他プラに関しましては、この部分を加味しましてもプラスマイナス１０％超えはし

ません。ただ、し尿処理のほうの広域化になったということで、し渣が幾分減ってきま

す。その分を入れると恐らく１０％を超えるのではないかなというところでございます。 

委員（河野隆子議員） 



176 

 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 し尿のほうが広域化になるから、その分は燃やさなくていいから減っていくだろうと。

ということは、この年度は無理だったけれども、２８年度はひょっとして精算金が戻って

くると。戻ってこない。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 その他プラと考え方が同じにはなるんですけども、あくまでも本町の施策変更という形

で、その他プラとし渣については除外されるものでございますので、要求水準書の中にあ

る可燃割合の中には当然これらは載せるという形で精算していくものでございます。 

 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 その他プラは焼いたことになると、外さないということで、し尿もそうなるんですか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 そうでございます。広域化については、この平成２０年の長期化を始めたときには広域

化になるということについては見込んでいなかったということで、これはあくまでも町の

施策変更という形になりますので、同様の考え方でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 
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 し尿も入らないということで、これはちょっと納得いきませんよね。これだけごみが減

っていって燃やしていないのに精算金も戻ってこないと。これはやっぱり協議の余地があ

ると思うんですけどね。その点いかがですか。協議していただかないといけないと思うん

ですけど。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 確かに、私が２５年から生活環境の課長として座りました。その時点でどんどんどんど

ん施策的に変えていく部分がございました。ただ、その２５年においてはその部分を、そ

の他プラスチックにしても、要はし尿のし渣にしろ、クリーンセンターの中で燃やしてい

たんですよね。で、平成２０年で長期包括の契約を結んでございますので、その中での、

これとこれは見ますよというような部分がありますので、それを２６年以降、町の政策変

更でその他プラスチックの分別を始めましたと。また２８年、ことしの６月から政策変更

でし尿を広域のほうへ委託したという形で、それまでの間、その部分についてはクリーン

センターのほうで燃やしていたと。ただ、燃やしていた中、施策を変えなかってもごみの

減量の出前講座であるとか、そういうふうな啓発活動は引き続きやっていたわけですか

ら、１０％、その部分を燃やしたという形をとっていても、要は１０％を超えれば返って

くるというような形ですので、そのハードルが政策変更によって落ちたんやけども、要は

それはもともとの長期包括の中で決められている部分で、計算をしても１０％を超えるよ

うな努力をしていきたいというふうに考えてございますので、その辺、平成２０年の時点

でそういう文書を交わしていますので、ご理解いただきたいと。努力は引き続きさせては

いただきます。また、住民の皆様についても、平成２０年の条件でもう１０％を超えて減

らしていくというようなところでご協力いただきたいというような形で、これからもごみ

の減量を目指していきたいと考えてございますので、その辺ちょっと契約上の変更という

ような形ですんで、なかなか企業さんとの話し合いが難しいところもあると。ただ、引き

続きお話はさせていただきますので、その辺よろしくお願いいたします。 

 また、前半の部分については忠岡町、企業さんからお金をいただいております。だか

ら、平成２２年から２４年までの間について１，０５３万８，４４１円と、これは忠岡町

のほうへ入ってきてございます。そのとき企業さんのほうから、その部分について返して

くれとか減らしてくれとかいうような要請は来てございません。で、２５年からそういう

状況になってきまして、この部分で２７年度、２８年度の補正まで入れますと１，５４６

万９６８円と逆転してきてございますが、条件的には何ら変えてはございませんので、状

況的にはこれも震災であるとかその部分で原発がとまったとかいうような部分での電気料
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金の値上げでございます。その辺はちょっとご理解いただきたいと思っておりますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 その他プラは１４０トン出て、分別したけれども焼いたことになる。し尿処理もし尿処

理のチーズというんでしたか、ケーキでしたっけ。 

住民部（軒野成司部長） 

 脱水ケーキです。 

委員（河野隆子議員） 

脱水ケーキね。それも広域でいくから、燃やさないけど、２０年度の契約の中には入っ

ていないから、その分も減量にはならない。何か聞いていると、もう減量するのが嫌にな

ってしまう感じですよね。 

 今、部長さんおっしゃったように、２２年から２４年はこっちから、精算金が戻ってき

たというのがありましたよね。それを今おっしゃっていただいたと思うんですけど、その

とき企業さんは何も言わなかったと。そやけど、その先、もう毎年どんどんどんどん払っ

ていくんですから、絶対損はしないと思うんですね。 

やはりこれは、この点は住民の方が聞いたら、もうその他プラ、分別もしないわという

ふうになってしまうと思うんです。聞いたらね。だから、やっぱりこれから協議はしてい

ただかないといけないと思うんです。例えばこんな労務費についても上がってるし、忠岡

町が言われたらお金払ってるんだからね。その点は協議はしてもらいたいというふうに思

います。 

その点が１点と、あと、さっき是枝委員から煙突のことをおっしゃってましたけど、こ

の１０カ年の財政見通しで、また煙突のクリーンセンター外筒改修事業、これが内筒で、

今度外筒というのが出てきてるんですけどね。これはされるんですか、２８年度で。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 今年度事業で外筒工事については行っております。もう既に工事のほうが９月中で一応

終わるということで、今年度事業でございます。 

委員（河野隆子議員） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 すみません、もうされたということで、申しわけありません。ちょっと勘違いで。もし

してなかったら、これもやめてくれというふうに私は言いたかったんですけど。 

 最後に軒野部長のほうから、協議についてはいかがですか。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 当然、引き続き、精算金については翌年の６月以降に協議するという文言が契約書の中

にうたわれていたと思いますので、協議のほうはさせていただきます。ただ、先ほども申

し上げたとおり、企業さんが何か悪いことをしての部分ではありませんので、要は震災で

あるとか、もう一つの労務単価の部分にしても、平成２０年では想定できないような形の

部分で出てきておりますので、その辺我々、交渉させていただいて、労務単価について

は、役務費については除外していただいておりますし、毎年これからやる点検整備につい

ての工事費の労務単価だけ見させていただくというふうな交渉をさせていただいた経緯が

ありますので、これを労務単価のほうまで計算が及びますと２，０００万以上の金額が発

生しますので、毎年する工事の点検だけということで限定させて町として答えております

ので、その辺ちょっとご理解いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ぜひ、同じことばっかりの繰り返しなので、もうやめておきますけども、協議はぜひし

ていただきたいというのは要請しておきます。 

 続いて聞いてもよろしいですか。 

委員長（森 政雄議員） 

 どうぞ。 

委員（河野隆子議員） 

 ちょっと変わりまして、住民健診ですね。せっかく来ていただいてますので。受診率が

大変伸びたというふうに私、聞いているんですが、日曜日もしていただきましたんで、非
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常に好評であるというふうに聞いています。で、２０１４年が２７．３％で、これは２０

１５年ですね。２０１５年の見込みが３２．２％というふうに書かれているんですが、最

終的には今年度、２８年度は５０％受診率を上げていくというふうにおっしゃっています

けど、どういった目標で、どういったふうに進めていかれるんでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 まず、平成２７年度の特定健診の受診率ですが、平成２８年８月末現在で３２．７％と

なっております。最終的に確定するのは１１月ごろになると思われます。恐らくこれ以上

大きく伸びることはないと思いますので、ほぼこれが最終値になるかと思われます。 

受診率の向上としましては、受診向上ということで受診料を５００円から、平成２７年

度、５００円から０円に引き下げたり、あと勧奨文書を送付したり、個別に電話にて受診

勧奨とか、あと肺がん検診も無料でセット受診というふうな努力はしてきておりまして、

毎年少しずつ受診率は向上はしております。ただ、これが受診率がまだ伸びるかという

と、そうではありませんので、今後の受診率の向上対策としましては、平成２９年度から

は健康マイレージを取り入れようかと、現在検討を行っております。一口に健康マイレー

ジといっても、そのやり方についてはいろいろありますので、できるだけ住民皆様自身に

健康の関心を持っていただいて、あと、がん検診等の受診率向上も含めて検討していきた

いと思っております。 

委員長（森 政雄議員） 

 いいですか。河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。３２．７％っておっしゃってますけど、一応目標は５０％でなかったで

すか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ５０％ではありますので、なるべくそれに向けて邁進したいと思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ３２、随分上げていただいて努力していただいてるのはわかってるんです。ですけど

ね、３２．７でもうこれがというわけでなくて、５０まで上げていただくように。で、日

曜日なんかのまた日にちは今後ふやしていかれるんでしょうかね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 平成２７年度では、前年が１日設けておりましたのを２日にしました。平成２９年度以

降についてもその辺はまだはっきりと決めてはいませんが、住民さんのニーズに応えるよ

うな形で検討していきたいと思っております。 

委員長（森 政雄議員） 

 よろしいですか。他に。 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 クリーンセンターの件なんですけども、２０年度に包括になって、２９年で終わりにな

るのかな。２９年、３０年。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 ３０年です。 

委員（前田長市議員） 

 ３０年で包括、終わりなんですね。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 一たんそこで契約のほうは、終わりですね。また広域になるか、また継続になるか、そ

れとも委託になるか、ちょっとわかりませんけども、その１０年間の包括の中で、修理と

いうのは把握されてるんですか。どのぐらい、毎年ね。 

住民部（軒野成司部長） 

 すみません。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 



182 

 

住民部（軒野成司部長） 

 一応、平成２０年の契約の折に、平成３０年までの修繕箇所、これぐらいであろうとい

う計画がありますので、それに沿って進めていくという形になってございます。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田委員。 

委員（前田長市議員） 

 いや、計画じゃなくして実際にね。毎年、包括やからちょっとわかりにくいやろうけど

もね。これだけの修繕費が要ったと。年々ふえてくるわね。年々修理代もふえてくるわ

ね、当然。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 一応、先ほど申し上げたとおり、平成３０年までの計画、今年度はこれだけするという

計画がございます。で、平成２７年度、記憶しているところによりますと、計画的な工事

の部分について平成２７年度がピークやと、当初の契約になってございます。ですので、

今年度補正させていただいた、２８年度で補正させていただいた労務単価については、そ

の部分で去年よりかなり上がっているというのは、分母となる工事の量が多いという形で

ございます。また、この工事については毎年、このぐらいの厚みの報告書が上がってきま

す。ここはこういうふうな形で工事をしましたという写真も全てついているものが報告書

として上がってきて、うちの担当の部分で確認しておりますので、工事はそこできっちり

やっているというふうに考えてございます。 

委員（前田長市議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田長市委員。 

委員（前田長市議員） 

 そうしますと、３０年を切ってですよ、再度、はっきりしてないけども、あと１０年間

包括でまたお願いしますというような契約になった場合、やっぱり修理代がずっとかさん

できますよね。そうすると、今回の、今までの包括の値段では到底済まないと思うんです

けど、その点はどうなんですか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 
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 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 もちろん施設が稼働して大方３０年近く動いているということで、もちろん今想定して

いる以上のまた修繕箇所というのは当然あろうかと思うんですけども、まだそこについて

は、今後長期包括を続けていくのか、また広域についても当然協議、まだこれからやって

いるところでございますので、その辺の状況を見据えた上での話になろうかと思いますの

で、まだ今どれぐらいかかるかというのについては、ちょっと今のところ不明確なところ

でございます。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 ちょっと補足させていただきますと、２０年度の長期包括の部分については、当初の大

規模改修、約１２億、この分が乗っておりますので。 

委員（前田長市議員） 

 その中にね。 

住民部（軒野成司部長） 

 はい。ですので、仮にですよ、仮に次またそういうふうな形で長期包括という時点で、

今１０年稼働してございますが、１０年でつぶれるような形の運転はしておりませんの

で、その部分で大規模改修的な改修工事がそこで必要になるんかどうかというのがよくわ

かりませんが、もしそれがないんであれば、毎年の補修、整備の費用は上がりますが、実

質的な大きな１２億というような金額が当初にぼんと要るというような形ではないかなと

いうふうには思います。これもまだそこまで話はいっておりませんので、事務局サイドと

してはということで、当初の大規模改修の金額はそこから全て、順よく除外できるんかな

というような形はないとは思いますが、その辺で金額的に落ちてくる可能性は十分あると

考えてございます。 

委員（前田長市議員） 

 わかりました。 

委員長（森 政雄議員） 

 いいですか。他に。 

委員（前田 弘議員） 

 はい。委員長。 
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委員長（森 政雄議員） 

 前田弘委員。 

委員（前田 弘議員） 

 このクリーンセンターの件になってくると、時間もかかり、いつもごたごたごたごたや

ってるわけなんですけども、このクリーンセンター、長期包括の１０年契約となっており

ますが、広域にあと、ことしを入れて３年ぐらいですね。２８年、２９、３０と。で、広

域にやるというようなことは前に進んでいるのかどうかということですね。 

 町長も４期目の町長立候補に対しまして、本会議の中で、広域事業も前に据えて進んで

いくというようなことを言うてましたけれども、その辺町長、広域にするのか、このまま

やっていくのかと。今、前田長市議員も言われたように、あとまた大きな金かかるんと違

うかというような懸念もあるんでね。なるべくやったらもう広域的に話を進めていったら

どうやと。精力的に進めていただきたいというように思うんですけど、町長、どうです

か。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 広域については、広域というのは絶対必要やと思っています。国民健康保険も水道も、

ごみも消防も、全てだと私は思っております。それはまたしっかりささないかんと思って

いますが、規模的に見てね、面積的に見てね、人口的に見て、そういうものだと私も。今

まではもう、そんなんよそとは違うんだと、忠岡にあるものは忠岡という、そういうので

来たと思います。そういう意味においても、ごみの焼却についてはどこかにお願いしたい

と。大阪市でも堺市でも、どこかにお願いしたいと思っております。 

先ほどし尿処理の質問が出ましたが、３市が非常によく理解をしてくれておりますの

で、これからはもっと迫っていきたいなと思います。 

 それから、ちょっとこれ推測ですがね、長期包括というのが年限が来ますわね。切れた

ら、今よりも半額にさせてもらうとか１億でさせてもらうとか、そういったような条件が

出てくるかもわかりませんし、私どもはひょっとしたら３市のほうへ行くよりも今続けて

やったほうが安いという数字も出てくるかもわかりません。しかし、先ほど来言っていま

すように、いろんな条件でどっちに乗っていくかということにも選択が始まるんではない

かと思います。 

３１年の３月か６月かで終わるわけですから、終わりですから、向こうに続くようなわ

けにいきませんので、先ほど来の質問のように、今から、あしたからという日を考えて行

動しなくてはいけないと、こういうふうに思っています。 
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いつも言うように相手のあることですので、やっていかないかんなと。それで、非常に

荒くたい話ばっかりになってくるんですが、力を入れてしっかりとやらんとあかんのでは

ないかと、そういう思いでおります。一軒の家やったらね、これあかんから隣へ行こかっ

て行けるんやけど、自治体の問題ですので、難しい話が多いです、やっぱり。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 前田弘委員。 

委員（前田 弘議員） 

 やはり１万８，０００ぐらいの人口ですしね。これからまだ少なくなってくるというよ

うに思いましてね。人口も。このようなことでやっぱり大きく皆さんに負担かかってくる

ということになってくると、皆さん本当に迷惑がかかるというようなこともあるんで、今

町長の言われたように広域にやっていただいて、なるべく歳出削減を図っていただいて、

私がきょうの冒頭にも言ったように保育所の問題でも、微々たる問題でも、高い高いと言

われているような状況の中で、そういう大きな金額を削減していただいて、住民の負担に

ならんように、広域に前に進めていただきたいと、私は最後にそのように言います。お願

いしておきます、すみませんけど。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 先ほど河野議員の質問に軒野部長さんが答えておられた、意味がちょっとわからなかっ

たので確認をしたいんですけれども、クリーンセンターの委託料の精算ですね。年に一

遍、６月ごろからされる分で、今まで返してもらう、忠岡町からすれば委託しているＪＶ

のほうから返してもらってた、つまり向こうは損をしていたんですよという説明なんです

けれども、それで今、電気代などが高騰してきて忠岡町が払わないといけないと、損だと

いうふうに言ってるけど、今まで向こうが損してきたと言うけど、実は以前の計算書を見

たら、電気料金ごっつい安いから、安くなったにもかかわらず返してくれてないとかいう

ことで、丸々損でなくて、実は向こうが返しているということはそれだけかからなかった

から返しているということなので、それまで下がりぐあいが５％いってないから、下がっ

てるにもかかわらず懐に入れてたんだよというふうなことを私は申し上げたい。これを見

ながら思います。２３年度分を見ていたら。なのでＪＶは損してないんですね。この精算
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委託金。もっとマイナス、もっと返してもらわなあかんかった、そしたらということにな

るので、そこのところが私はちょっと理解できないんです。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 すみません、私の言葉足らずかもわかりませんが、言いたかったのは、条件は一切変え

ていません。実は、プライマイナス５％から、ごみの排出量についてはプラスマイナス１

０％と。これは平成２０年に取り交わした部分から一切変わっておりませんので、そうい

うことをちょっと言いたかっただけのことでございます。ですので、要は先生言われると

おり、４．５％でも、そこまではどちらかが、まあ言い方は悪いですけども、精算の基準

がただそれになってるだけですので、その近くまで来ててもというのは、双方同じ条件で

すので、その辺を言いたかっただけでございます。失礼いたしました。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今までの精算金の受け取っていた合計と、忠岡町がここ最近、数年払っている合計と合

わせると、やっぱり払ってるほうが多い、精算金はそういうふうに思うんですけれども、

どうなってるんですか。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 そのとおりでございます。震災後は払うほうにみんな変わってきておりますので。 

委員（是枝綾子議員） 

額が違う。桁違いにね。 

住民部（軒野成司部長） 

 いや、５００万ほど余分に払っているような形になってございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。だから。はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

だから決して、条件は一緒であるけれども、今までのこれまでのトータルで見てきたら

忠岡町のほうがたくさん払っているということですね。向こうから返していただいてる分

とね。 

住民部（軒野成司部長） 

委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 はい、金額的にはそのとおりでございます。ただ、原因要件というのは自然災害であっ

たり、それに伴う原発がとまって電気料金が上がってきたというのがメインでございます

ので、それがもしなければ、それ以後もうちのほうへいただいていた可能性もあるという

ことでございますので、その点よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 それと、燃やしていないにもかかわらず燃やしているようにカウントしているその他プ

ラスチックと、あとし尿ですね。最近ではね。それの分も、いろいろ電気代もそんだけか

からないし水道もかからないし燃費もかからない、薬品もかからないということで、向こ

うは得をしてるけど、マイナス５％以上を超えていないということなので、その点につい

ても、まあ少しですけど、やっぱり得をされていますね。細かい話ですけど。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 再三申し上げているとおり、平成２０年に決めさせていただいた率については一切手を

加えてございませんので、その中で計算上そうなってるということでございます。ひとつ

よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、精算については、忠岡町は損してるということだけ申し上げておきま

す。 

 あと、予定価格の算出の資料をちょっと私、見ておりましたら、補修費が１０年間でト

ータルで４億５，３００万円組んでいらっしゃいます。平成２７年度においては７，００

０万円の補修費ということで、一応包括事業をね、その予定価格を出しているんです。ほ

ぼ予定価格に近い金額でもう契約されていますので、２７年度、人件費ですか、修理点検

の人件費が上がっていると、安倍さんが何か出したってくれやと言ってるからということ

で、６００万か７００万追加で精算金以外に出していたということで、それの補修費は

７，０００万円超えてますか。すみません。２７年度。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 議員ご指摘の点検・修繕費の年度計画に基づく分の金額のこと。じゃなくて。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃなくて、年度計画は３，５００万円ずつぐらいかな、何かな。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 ２７年度は一応５，３２０万という形になるんですけれども、その部分のお話ですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 それでもいいですし、一応、包括の予定価格を算出するときには、これはだんだんふえ

ていくと。均等に修理はしないですよね。やっぱり古くなってくると金額が上がってくる

という、そういうところでちょっと見たんですけど、５，０００万でもいいですわ。計

画、予定ですか。予定の５，０００万いってますかね。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 すみません、もう一度。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。補修費ですね。補修費のところが人件費、ここを見てくれということで言

われていて、それで２６年度でもいいですけれども、これは２６年度の精算金やから５，
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５００万ですね。それを超えていらっしゃいましたでしょうか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 ２６年度の点検・修繕については、計画の中で一応３，９７０万という形で予定してご

ざいます。その分の労務単価については一応、その分の６０％を見るということで、大阪

府下の労務単価ということで。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 それはいいですけど、実際にＪＶがお支払いになった、支払った補修費ですね。それが

その予定を超えているんであれば出す必要はあるけど、超えてなかったら、予定やからそ

れでやってもろたらいいんじゃないですかと。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 長期包括というこの制度というのは、もちろん計画に基づいて修繕していくわけで、要

はＪＶさんが幾ら使ったから何ぼ返しますよという、そういう精算方式ではございません

ので、あくまでも１０年間発生するであろう修繕について、全て計画の中で金額を積算し

た上で、それをまとめてお支払いするものでございますので、その部分で払っていないか

らといって、それも返してくださいというような契約内容になっているものではございま

せんので、そこについてはご理解お願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。返してくださいということは言ってません。一応、予定価格を出すときにこのぐ

らい要るというふうに積算をされているわけですね。これでも渡し過ぎやと思うんですけ
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れども、それが５，５００万なんです、２６年度については。でも、３，９７０万って勝

手に予定の計画を立てていらっしゃるけれども、実はこういう。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 すみません、ちょっと１点、逆にお聞きしたいんですけども、先生ご指摘の、今２６年

度の５，０００万とおっしゃっているのは。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 予定価格の、そもそも入札すると言うてたときに出したこの３６億３，２７０万円の予

定価格の根拠ですね。そういうところで、これだけ見てあげてるんやから、それでできる

でしょうということで、そのように、これ以上支払うことはございませんというふうなこ

とで言ってはるから、契約上はそうなってないというのは議会はだまされてるわけなの

で、そんな話は聞いてなかったですけど。一応その渡してる。 

委員長（森 政雄議員） 

 契約書はどないなってるの。金額。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 契約書につきましては今、先ほど申し上げました計画年度の工事費ということで、２６

年については３，９７０万という形で、年度ごとにそれぞれ予定されている修繕点検分が

あるんですけども、今ちょっと先生からご指摘のあった部分の。 

委員長（森 政雄議員） 

 どっちが先かわからんので。 

委員（是枝綾子議員） 

 いや、こっちが先なんです。 

委員長（森 政雄議員） 

 そやけど、それからまた契約書が変わったかもわからん。それだったら。 

委員（是枝綾子議員） 

 だから、契約書をそんなふうにしてるというのは議会には別に報告はなかったわけで、

だから皆さんが「ええっ」とかいうことになってるという、それだけの話。説明不足だっ

たと、担当課がね。 



191 

 

住民部（軒野成司部長） 

 いや、ちょっとその辺、我々わかりませんので。 

委員（是枝綾子議員） 

 大体、契約書なんて提出ないですもの。事細かい契約書の提出はないですから。 

委員長（森 政雄議員） 

 いや、計画書はあったのと違いますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 計画書も、そういうのがそんなにすぐ出てこないです。 

委員長（森 政雄議員） 

 補修金額、毎年書いたものが。 

委員（是枝綾子議員） 

 それは出してある。出してあるんだけど。 

委員長（森 政雄議員） 

 それが計画書でしょう。 

委員（是枝綾子議員） 

 だから、その計画書に基づいてというふうに、そんな話、聞いてなかったので。で、計

画書の合計がまあまあ合うけども、４億５，３００万で合うんです、最後は。どういう計

算なのかわかりませんけど、最初の１年目から修理が要るということになって、その３，

９７０万円になってるんですけど、１年目、２年目は要らないというふうな、そういう見

積もりなのでね、こっちは。予定価格なので。 

それはいいんですけれども、だからその計画の３，９７０万円を超えているんですかと

いうことで、実際にお支払いになって。計画よりも、それは社会情勢が変化したというの

はわかりますけど、その予定している金額よりも社会情勢がごっつい変わって上がった

と、それよりも超えてしまって足らへんということであれば出してもいいけども、その範

囲でおさまっているんやったら、社会情勢が変わっても、ちょっとそれ予定どおりやから

いってよということで。 

委員長（森 政雄議員） 

 いやいや、これはそうです、予定金額、その分で補修していくから、合計ああいう金額

になってるのではないですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 で、その予定の３，９７０万円、平成２６年度、３，９７０万円で補修が、人件費が上

がっててもそれでおさまってるんやったら、ええん違うの、それで。「それで頑張って

ね」というふうに言ってもいいんじゃないでしょうか。それでも足らへんて。足らへんこ

とはないでしょう。修理の予定の計画どおりの人件費が上がっていっても、その範囲内で

おさまっているんであれば、それはそれで「頑張ってね」というふうに交渉したらいいん
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じゃないでしょうか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 労務費の部分については、もちろん平成２０年、この計画の当初の。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかってる。最初のね、労務費が上がったから自動的に上げるというふうな、そういう

契約書になっているかといえば、上がった場合はやっぱり交渉して考えると、加味すると

いうふうな、そういう程度の契約だったと思うんです。だから自動的に全額補償してあげ

るというものではないと思うので。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 自動的に全額補償しているわけではございませんので、あくまでもその役務の部分もご

ざいますし、ＪＶさんが求めているのは、全ての労務費についてというところはもちろん

あったんですけども、本町としては要は点検・修繕部分については一定見ていきましょう

ということで合意したということでございますので、その辺でご理解のほどお願いしま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 町が合意をしてしまったということでありますので、もうそれは私たちが議会で「それ

はおかしいやないか」というふうに言っても、もう契約を結んじゃって、お金を返してし

まっているので何も言えませんけれども、やっぱり忠岡町、お金ないんやから、これ、ど

こかから交付税でくれるわけでないので、やっぱりそこは交渉をして、６００万、７００
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万ね。なかなかそんなお金出されへんと言って住民には我慢してもらってるのに、ここで

は３，９７０万円の予定の範囲での修理が終わってるにもかかわらず、出してるんやった

ら、それはおかしいんじゃないでしょうかと。 

それで、実際に本当にどれだけ修理代に要っているのかと、補修費に要っているのかと

いう金額もつかんでいらっしゃらないということだったので、それはおかしいんじゃない

ですかと。何ぼ修理にかかってたんですかと、ことしは。予定は３，９７０万、その範囲

でおさまりましたかというふうな、そこを聞いてるんです。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 あくまでも長期包括という部分でいきますと。 

委員（是枝綾子議員） 

 だから、その制度はわかります。わかった上で、つかんでますかと。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 いや、つかんでないですよね。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうじゃないですよね。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 通常はつかまれないですよね。だから。 

委員（是枝綾子議員） 

 いや、つかまないといけないんと違いますか。交渉するのに。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 だから、一定額を１０年間という形でお支払いするものについて、その中で、要は運転

管理の中で、例えば刃がまだもつんであれば、ある程度、そこまで我慢しようかとかいう

ところで、そこを外した部分についてはもちろん企業さんの企業努力の中で出てくるもう

けの部分でもございますし、そこはそういう形の契約体系でございますので、これ、例え

ば刃を交換しなかったですよね、その分については経費が浮いてるんだからもっとじゃあ

ほかの部分で見てくれよということを町から要求するって、ちょっとこれはまた道理が違

うのでないかなというところがあります。あくまでも契約内容がそういう契約ですので。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。是枝委員。 



194 

 

委員（是枝綾子議員） 

要求するとかでなくて、何ぼかかってるのかも報告もなければ、２，０００万ぐらいで

おさまってるかもしれませんよ。それやのに、そしたら。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 それを報告いただく義務というのは、この契約にはございませんので。 

委員（是枝綾子議員） 

 義務はないけれども、ほんまに一体幾らかかってるんやという、それぐらい聞けるんじ

ゃないでしょうか。その上で交渉するということをされたら住民も納得するんです。「あ

っ、そんなにお金かかって、３，９７０万円では足出てんやなあ。そんなら人件費は出し

ましょか」となるけれども、ごっつい、その範囲でおさまってるのを。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長、すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 あくまではそこは営業秘密の部分でございますので。 

委員（是枝綾子議員） 

 上がったら、この金額でやってくださいと。 

委員長（森 政雄議員） 

 そういう契約でしたね、あれ。 

委員（是枝綾子議員） 

 そういう契約やね。「この金額でやってね」というのがこの契約やったんですけどね。

ですからその金額、かかっても。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 その一定額、決まっている中の部分については、ＪＶのほうでこれだけの経費の精算で

これだけの利益が上がりましたということを報告していただく義務はございませんので、

それについて我々から強要するものでもございませんので。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、これだけ人件費が上がってるという計算式を出してこられました。議会に出

されました。ですけども、総額幾らかかったのかがわからないという、修理費にという資

料だったので、本当に幾ら、この範囲でおさまったんですかと言っても、町のほうは担当

課もつかんでいない。でも、請求が来たから出してますと、住民にはそういう説明になっ

てしまうんです。だからこれはね。 

委員長（森 政雄議員） 

 契約やから。 

委員（是枝綾子議員） 

 契約やから、そういうことに。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 ですので、だから１０年間の労務単価というものを平成２０年度現在で組んでいますの

で、それについて一定やっぱりＪＶのほうから、これについてはそれだけの、通常毎年毎

年やる工事であればそれだけの労務単価を見てもらえているものが、要は２０年ベースで

もともと積算したものなのでということになりますので、今言う１個１個の。 

委員（是枝綾子議員） 

 だからそれはわかった上で。積算はわかっているんです。わかっているけれども、忠岡

町はお金ないんですよ、今。ないんでしょう。ないんですよ。ないのにそんなにぽんぽん

ね、当たり前にどんどんどんどん出していいのかと。だからそこは「幾らかかってるね

ん。ちょっと頼むわ」という交渉をやっぱりしてほしいというところなんです。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長、それなりにやってくれてるんと違うの。 

住民部（軒野成司部長） 

 要はその部分について要求、仮にしたとしましょう。それを「これは私どもの企業秘密

ですよ」という形で拒否することは可能やと思います。その部分が企業秘密に当たるとい

うような記載もありましたので、要はその部分の中で出してもらえるんかどうかというよ

うなことをうちのほうから求めるのも、当初の契約の中ではその文言がありませんので、

要はこれだけでという形の部分でありました。それで契約を結んでございます。そのとき

に双方、判こを押してますんで。 

もう一つ、これの部分については、労務単価が急に上がってきました。普通の精算金で

はありませんので、その部分について協議しなさいと、これも拘束力がないと言われれば

そうなんですが、その他プラスチックの部分についても、要は受けなかっても罰則規定は

ありません。ですが、忠岡町は受けました。要は国の施策にのっとって動かしていただい

てる部分もありますので、その辺ちょっとご理解いただきたいというふうに思います。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これは議論が済んでいることでありますから、これ以上してもなので、住民が聞いたら

やっぱり納得はいかないという問題であるということだけは指摘をさせていただきます。 

 そういうことで、あと。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 灰の搬送業務についても、ぜひ積算根拠を明確にしてやっていただきたいと思います。

それだけは言っておきます。灰の搬送業務の委託についてもきちっと、予定価格を随意契

約でされるんでしたらね。安過ぎて、人件費も出ないと、最低賃金も出てないということ

であれば、ちゃんとやっぱり引き上げていかないといけないというふうには思いますが、

そういった予定価格をきちんと持って、この灰の搬送業務の随意契約もされるように求め

ておきます。その点どうですか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 灰の搬送業務につきましては、月額単価という形で搬送してございます。またフェニッ

クス、大阪湾広域臨海環境整備センターのほうについては、トン単価という形で支出して

いるものでございまして、その他の業務等についても、もちろん月額でやっている部分も

ございます。その辺の数値を参考に設定しているところでございまして、以前にも議論の

あったところなんですけれども、決してこの月額の金額が高いのか安いのかというところ

で、以前トン単価にしたら高いんじゃないかという議論もあったんですけども、私どもの

搬出するバッカンの積載が１回につき３．１トン程度しか乗らないということで、よその

市町村は１０トン単位で搬送できるということで、いわば１回でよその市町村が１０トン

車で行けるところが、本町は３回行かないけないというところで、その分についてはもち

ろん搬送についても業者の部分の負担もあるということで、この辺の金額で推移している

というところでご理解いただきたいというふうに思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 熊取については３社から見積もりを取って随意契約をされているということで、忠岡町

は見積もりを取る業者が少ないということであるのであれば、どういう金額が、妥当じゃ

なくて適正な価格、妥当な価格じゃなくて適正な価格ということをきちんと把握していた

だいて、これが安過ぎて、さっきも言ったように最低賃金を下回るような委託であれば、

それはやっぱり公契約というふうなことですから、法は守らないといけないので、それは

引き上げていくということなので、それはそれで必要なことだと思います。ですから、幾

らが本当の金額ですかというふうに聞かれたときに、わからないということではやっぱり

公金を支出していくということについては問題があると思いますので、適正な価格をちゃ

んと算出されて、それでしてください。 

トン数ね、小さなトラックやからということで、小さなトラックやからこの５８万３，

２００円というのが適正な価格なのかというふうなことで、積算根拠とか、そういったの

がもしあるんでしたら出していただきたいと思います。予定価格があるんでしたら出して

ください。予定価格は公表できないからね。そうですね。予定価格をちゃんと持ってます

かと。すみません、予定価格は公表できないと思いますので、予定価格をきちんと持った

上で、随意契約の予定価格調書というものをつくってください。つくらないといけないで

すね。法的にはね。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 これは次年度からきちっとさせていただきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 この議論もいつまでも、ずっと１０年もするよりも、きちんとやって片をつけると、は

っきりさせるということで、ぜひ解決してください。よろしくお願いします。 

 まだあるんですけど、あと健診。もうよろしいです。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。８６ページのごみの処分のことで、ちょっとだけまた聞きたい。去年も聞

いたことなんですけど、繊維等のごみ処分なんですけれども、普通ごみで一緒に燃やせな



198 

 

いんでしょうかということと、単純な質問ですので、プラごみも分別をやめて一緒に燃や

せないんでしょうかということ。この２点です。 

委員（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 当然、今までその他プラスチックについては燃やしてございましたので、燃やせないこ

とはございません。ただ、町の政策としてリサイクルという形で、そちらのほうへ踏み切

ったと。リサイクルについては膨大な金額がかかってきているということでございます。 

 繊維の部分につきましては以前、長期包括以前は燃やしていた時分もあったと聞いてご

ざいます。それで、炉が傷んで、繊維専焼炉という繊維だけ燃やす炉をつくったと。それ

が、ダイオキシンの規制がきつくなって、本体のクリーンセンターの炉のほうだけダイオ

キシン対策をし、繊維専焼炉についてはもうその時点で休止、今の状態というか大栄環境

のほうへ出しているというようなんが今の状況と聞いてございますので、燃やせば炉に負

担がかかるというふうな考え方やと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それは技術的には困難で、やめたほうがいいということなんですかね。それの例えばエ

ビデンスとかそういうのって、例えば誰が示してくれるんですか。コンサルの方が言うて

くれるのか、それとも今管理してるところが言うてくれるのか、誰が言うてくれるのか。 

委員（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 よく私もわからないんですが、以前がそういうふうな形で、本体で燃やしていたけど

も、忠岡町の繊維ごみの質が高カロリーになり過ぎて炉を傷めるということで、専用の繊

維専焼炉というようなものをこさえたというふうに聞いてございます。で、その部分につ

いてダイオキシンの規制に引っかかって、要はそれの改修工事に莫大な金額がかかるとい

うことで、表に出したという経緯を聞いてございます。今わかるところはそういうふうな

ことで。 
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委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その専用炉は、移したんで、今の炉の前ですよね。今の炉の前のことですよね。その検

証はされたことあるんですか。今の新しくなってからの。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 検証についてはしてはございませんけれども、ただ、過去の経緯からすると、今部長か

ら説明があったとおりでございまして、高カロリーのものを燃やすことによって、炉の耐

久性についてはやはり短くなるということがございますので、今の形態をとってるという

ことでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それの実証、いわば説明、具体的に要はどう影響するかというところですよね。その資

料とか、何か説明のそういうのはあるんですか。何か今言葉だけの説明なんで、それがじ

ゃほんまかという、具体的にはちょっとね。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 今、ちょっと担当に確認させていただきましたら、住重のほうでその辺の検証をしたデ

ータが過去の分であるということですので、また後ほど確認した上で提出させていただき

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 少しお聞きしたいんですけど、繊維の処分なんですけど、法人事業税等でその繊維業者

から今入ってくる年間の収益というか、法人住民税なりお金ってどれぐらいになるんです

かね。ちょっとまだ、今担当いないの。 

委員長（森 政雄議員） 

 いや、いてるけれども。 

住民部（山田昌之次長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 山田次長。 

委員（三宅良矢議員） 

 要は糸で何ぼ、町が収入。 

住民部（山田昌之次長） 

 そういうところは把握しておりません。 

 以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 把握できますか。把握というかそういう事業者さんの法人住民税を払っていて、その法

人税。 

住民部（山田昌之次長） 

 法人住民税につきましては、法人税が課税標準となりますので、法人税は国税のほうで

申告されますので、その詳しい内容につきましてはわかりません。 

 以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

 いいです。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員 
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委員（河野隆子議員） 

 簡単なことなんですけど、８３ページにデジタルカメラを買っておられるんですけど、

これはどこに使うんですか。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 吉田課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 デジタルカメラを今回購入をさせていただいたというのは、共有墓地あるいは浜霊園等

ですけども、この最近というか、この２８年度、その以前もそうなんですけども、以前は

一応業者さんにはカメラで当然撮っていただいたのを、例えば浜霊園であれば工事使用許

可を出した後に、完了写真をつけて出していただいております。ただ、共有墓地等につき

ましては全くそういうのがなかったというともありまして、できるだけ境界が、特に共有

墓地につきましては、私たちもどこからどこまでというような把握ができておりませんの

で、その後そういうふうな、どこからどこまでの部分がややこしいということもあります

ので、できる限りカメラでその辺の場所を確認を我々のほうでとらしていただいた上で、

再度その近くの方がそういう申し入れ等が出たときには、それを実際に見ていただいたら

納得もいただけるというような形がありますので、今回購入させていただいたということ

でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 わかりました。浜霊園のことなので、ちょっとこの決算とはまた別なんですけど、先日

担当課にお聞きしましたけど、浜霊園のあの街灯ですね。お盆の１週間しか晩つけておら

れないということで、防犯の面でどうなのかなというふうに思うんですけど、かといって

ずっとつけてたらかえって防犯に悪いのかなというふうに思うんですけど、よそなんかは

電気はどんなふうにしてはるのかというのを一遍ちょっと調査していただいてね。真っ暗

というのもどうなのかなと思うんですけど、その点についてはいかがでしょうか。 

住民課（吉田裕之課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 吉田課長。 

住民課（吉田裕之課長） 
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 お墓を夜にお参りするというところは、他市においてもほぼないんじゃないんかなとい

うふうに思います。特に忠岡町の場合においては、お盆の時期になりますと墓店等でお墓

に行かれるというようなところもあるでしょうけども、他市において公園がある中で、う

ちでも共有墓地でしたら、例えば斎場があるからその斎場に行くまでのところは街灯的な

電気はつけておりますけども、浜霊園の中においては逆にまた電気をつけることによって

集まる子どもさん等もふえるんじゃないんかなというふうに思っております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 いろいろとちょっと難しい面もあると思うんですけど、１週間というのをお聞きしたん

ですけど、ちょっとつけてほしいなという声もありましたんで、ちょっと言わせていただ

きました。でも一遍、近隣、調べていただくだけちょっと調べてください。 

 それで、この前浜霊園を見に行ったんですけど、非常に、木があるとまた落ち葉も落ち

てきて大変だと思うけど、本当に何か殺風景な感じがしたんですよね。ちょっと二、三本

でも緑があったらいいなと思うんですけど、いかがでしょうか。かなり、何もないので。 

委員長（森 政雄議員） 

 吉田課長。 

住民課（吉田裕之課長） 

 樹木につきましてはできるだけ、少しなくなった部分についてもボランティアの方が少

し、直接自分の好きな木を持ってきていただいたりとか、そういうふうな形で、なくなれ

ば、枯れているところがあればそういうふうな形で持ってきていただいてる場合も見かけ

ますし、今以上に、その面積をとってですけども、樹木を立てていくというふうな場所も

ございませんので、今の現状がいいのか、それとももっと樹木をふやすのがいいのかとい

うような議論もですね、そういうふうな議論につきましては今後また墓地管理委員会さん

のほうもその辺の提案もする中で検討していきたいというように思っております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ちょっと検討していただくということをお願いするのと、それと動物の焼くところがし

尿の奥のほうにありますよね。私も１回か２回行ったことあるんですけど、非常に何か、

本当ごみを焼くような感じの火葬場で、すごく嫌な気持ちだったんです。なので、よそは
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もうちょっと、多分泉大津さんなんかはきれいになったんで。前も言いましたけど、夏

場、持っていくとやっぱりちょっと何体かたまってからお焼きになるみたいで、ちゃんと

きれいな大きな冷蔵庫ね、市役所の駐車場にあるんです。冷蔵庫。「そこへ入れておいて

あげてください」とね。腐敗するからね。やっぱり何体かたまってから焼くんですという

ことで、１日、２日置かれるんでしょうか。夏場でしたらすぐに傷んでしまうので、どう

しても焼き場が、私は動物大好きなので、すごく嫌なんですよ、あそこの焼き場。住民の

方が利用しやすいように、もうちょっときれいにしていただけませんかというふうに思う

んですけど、いかがでしょうか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 市、各団体によって、動物の焼却というんですかね、についてはちょっと考え方がある

みたいで、他市ではいわゆる墓地のような、斎場の横に同じような炉を据えてされている

ところと、本町のようにごみ焼却施設の横にそういう動物炉というものを設けてされてい

る団体もあろうかと思いますので、私どものほうはあくまでもクリーンセンターの中の一

角にある炉ということで、なかなか斎場との関係で言うとロケーションが違いますので、

その辺がちょっとあろうかなと思いますけども、その辺でご理解いただきたいなと思いま

す。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 はい。河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 本当、焼却、ごみの焼き場の横というのが非常に嫌なんで、大阪市内の城東区か何かの

ときは、たしか人が入る炉の横でね、同じ筋で焼けるようになっていましたんで、そうい

うところもあるんで、ちょっとごみのところは嫌だなというので、また検討課題で。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 後からできたら立派なものができると思います。次に、そんなもの、どこへ持っていく

か。忠岡にはありませんわ。そういうもので、やっぱり最初につくったまま継続していく
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しか仕方ないと思うのでね。今の共有墓地に持っていかれへんと思います。難しいところ

やと思います。 

委員長（森 政雄議員） 

 河野委員、よろしいですか。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 最後。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今の動物炉のところで、骨上げはできないんですね。まとめて焼かれるということなの

で。骨上げもしたいと、１体１体焼くということにると、どれぐらい経費がかかると、そ

れでどのぐらいの負担をいただかないといけないでしょうか。 

住民部（軒野成司部長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野成司部長） 

 その検証はしてございませんが、要はたくさんで焼くから骨がというんじゃなしに、焼

く温度が高いので骨まで残らないというような形です。また、忠岡町の場合は道でひかれ

ている猫であるとか犬であるとかいう部分も同じところで焼きますので、２、３日そこへ

置いてというような形はございませんので、すぐさまその日のうちに。要は金曜日の夜に

うちの中間のほうへ持ってこられて、そこで死んでいましたというような形の部分につい

ては月曜日になりますが、すぐに対応はさせていただいておりますので、その辺ちょっと

ご理解いただきたいのと、構造上骨が残らないというような形で、どうしても骨がご必要

な住民さんについては民間のそういうところもございますので、そちらを案内させていた

だくというようなことで対応させていただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと１点だけ、すみません。 

委員長（森 政雄議員） 

 最後で。 

委員（是枝綾子議員） 

 ８１ページのＭＲワクチン、はしか、風疹のワクチンの接種に関してですが、今、関空

からはしかが流行してきてということで、２回接種していない年代が２６歳から３９歳あ

たりということですけれども、いろいろ不安やそういう相談とかいうことがおありになる
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でしょうかという点と、あと大阪府は、この問題の流行してるというふうな話もされてた

ので、どういう動きがあるでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 今回の関空のはしかの感染について、本町にも問い合わせはありました。テレビ報道が

なされているときに１日数件の問い合わせが住民さんのほうからありましたが、最近では

全くないと聞いております。 

あと、大阪府のほうの会議では、定期接種の勧奨、未接種者への受診勧奨、またははし

かを疑う症状がある方から相談があれば、休業や医療機関の早期受診、受診の際の時点連

絡を指導するように言われているとのことです。 

また、現在の状況といたしまして、新規の感染者がいないため、９月１６日をもって

日々の報道についてはもう中断されているということであります。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、新たな感染者がちょっとまだ、今のところないということになっているの

で、ひとつちょっとおさまっていると、終息気味ということで、そういう判断でよろしい

でしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい、そういうふうな認識で結構かと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（森 政雄議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、いろいろとまだ不安に思っていらっしゃる方とか、若い方ですので、大体。
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年いった人はかからないみたいなので。はしかって怖いんです。はしかで脳の炎症で死に

至る、そういうはしかにかかった人が何年か後にそれになるということで、子どものころ

にかかって、そして中学生ぐらいでそういう状態になって死に至るという方が全国で１５

０人ぐらいいらっしゃるそうで、かわいそうに、そういうことにもなる。大変、軽い病気

ではないということがあるので、まあワクチンで予防するしかないということなので、ホ

ームページ等でＱ＆Ａ、最近はＦ＆Ａとか言っていますけど、そういった情報もお知らせ

していただけたらなというふうに思います。ご検討ください。よろしくお願いします。 

委員長（森 政雄議員） 

 いいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（森 政雄議員） 

 他に、ありませんね。 

（な  し） 

委員長（森 政雄議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議事の都合により、本日の委員会をとどめ、延会したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（森 政雄議員） 

 異議なしと認め、延会することに決定しました。 

 なお、遅くなりましたが、あす午前１０時より再開いたします。あすは労働費から始め

ますので、よろしくお願いいたします。 

 委員また理事者の皆様方、大変お疲れさまでございました。本日はこれで延会いたしま

す。 

（「午後７時５４分」延会） 


